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復
命
書

愛
知
県

六

∩
)
0

ご
」

～

-
⊥
ハ
O

Q
)

-
⊥

7
σ

-
⊥
～

Q
U

4

E
J

Q
J

1
⊥

(
U

Q
J

-

り
自
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7
2
7
3
7
4
7
5

地
方
巡
察
復
命
書
 
静
岡
県
 
七

地
方
巡
察
復
命
書
 
神
奈
川
県
 
八

地
方
巡
察
復
命
書
 
東
京
府

九

地
方
巡
察
復
命
摘
要

完

0

0

門D

～

-
⊥

O
O

蔭
0

想
⊥

8

7
ー
～

Q
u
(
)

ρ0

∩
0

∩
)
0
0
～

4

4

7
ー

4

4

Q
)
～

湘4

(り

Q
)

Q
U
-
⊥
4

∩
」

-
⊥

ρ
0

0
0

1
⊥
8

0
0

り
乙
0
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19 第一期 収録資料一覧

7
6
7
7
8
7
9
8
0
8
1
8
2

巡
察
記

巡
察
記

巡
察
記

巡
察
記

巡
察
記

巡
察
記

巡
察
記

地
方

一
般
の
要
件

京
都
府
 
二

大
阪
府
 
三

和
歌
山
県
 
四

兵
庫
県
 
五

岡
山
県
 
六

広
島
県

七

∩
)
∩
)
FO

～

O

R
J

Q
U

(
)

ρ
h)

-
⊥
～

-
⊥

F
D

-
⊥

-
⊥

F
D

∩
0

～

∩
乙

7
-

E
J

∩
乙

7
-
7
ー
～

0
0

1

4

∩
0

1
⊥
ρ
0

～

沌4

0

Q
U

4

1
よ
ー

～

4

7
-
9
臼

4

7
1
4

～

FD

9
臼
Q
り

0
0

り
乙

1
⊥

3

∩
乙

り
自

3

0
乙

0
0

0
0

∩
乙

4

0
0

り
自
E
J

Q
U

9
白
ρ
9
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8
3

巡
察
記
 
 
山
口
県
 
八

8
4

 
巡
察
記
 
 
島
根
県
 
九

8
5

 
巡
察
記
 
 
鳥
取
県
 

一
〇

8
5

―
2
 
沖
縄
県
視
察
復
命
書
8
5
―
2
―
2

 
沖
縄
県
視
察
復
命
書

8
5
―

2
―
3
 
沖
縄
県
視
察
復
命
書

8
5
―

3
 
沖
縄
県
視
察
復
命
書

0

∩
)
rD

～

∩
)
n
◎

F
D

O

O
◎

7
ー
～

-
⊥
公
)

-
⊥

-
⊥
ρO

Q
U
～

9
白
O

Q
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9
自
0

じ
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9
白
n
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-
⊥

9
臼
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Q
U
～

Q
U
O
O

O

O
O

Q
J
9
臼
～
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1
⊥
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1
⊥
9
臼
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4

Q
Q

Q
)

Q
U
∩
乙

O
O

Q
σ

0
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0
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0
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Q
U

∩
)
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00
1

0
0

り
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4

3

0
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0
0

9
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ρ
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※
 
番
号
は
簿
冊
番
号

で
あ
り
、
資
料
名

は
各
簿

冊
の
表
紙

の
記
載

に
よ
る
。



[国
立
公
文
書
館
所
蔵
]

公
文
別
録
 
第

一
期

総
目
録

(
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目
録
凡
例

一二三四五六七八九
一
〇

一
一

本
目
録

は
国
立
公
文
書
館
所
蔵

「公
文
別
録
」
(
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
)
の
目
録

で
あ

る
。

各
簿
冊

の
名
称
は
、
原
則
と
し

て
表
紙

の
記
述

に
従

っ
た
。

件
名

の
番
号
お
よ
び
件
名
は
原
則
と
し

て
原
本
各
簿
冊

の
目
次
を
そ

の
ま
ま
採
用
し
た
。

一
件

の
中

に
複
数

の
資
料
が
あ
る
場

合
、
原
則
と
し

て
番

号

(
ア
ラ
ビ

ア
数
字

)
を

ふ
り
そ

の
内
容
を

明
ら

か

に
し

た
。

そ

の
際

の
記
載

順
序

は
、
表
題
、

作
成

者
、
受
領
者
、
年
月
日
、
内
容

の
順

で
あ

る
。

本
目
録

で
は
原
則
と
し

て
各
件
名

の
は
じ
ま
り

の
コ
マ
番
号
を
目
録
下
段

に
表
記
し
た
。
な
お
、
検
索

の
便
を
図
る
た
め

一
件

書
類
中

の
各
書
類

に
も

コ
マ
番
号
を
付
し
た
場
合
が
あ

る
。

書
類

の
題
名
は
原
題

に
拠
り
、
ま
ま
編
者
が
適
宜
表
記
し
た
も

の
が
あ

る
。

内
容
注
記
ま
た
は
添
付
資
料
等
、
説
明
な

い
し
付
属
事
項
は
、
次
行
以
降

に

一
字
下
げ

て
掲
げ

た
。

各
書
類

の
年
月
日
は
原
則
と
し
て
資
料

の
作
成
年
月

日
を
採
用
し
た
。

年
号
表

示
は
原
則
と
し

て
元
号
表
示

「明
治
○
年

」
に
統

一
し
た
。
明
治
五
年
ま

で
は
太
陰
暦
、
明
治
六
年

一
月

一
日
か
ら
は

太
陽
暦

で
あ
る
。
た
だ
し
、
資
料
文
中

の
表
示
が
西
暦

の
み

の
場
合
は
そ

の
ま
ま
と
し

て
お
り
、

こ
の
場
合
月

日
も
太
陽
暦

に

よ
る
日
付

で
あ

る
。

と
く

に

[註
]
と

こ
と
わ
り
書
き
し
た
も

の
の
ほ
か
、
( 

)
内
も
編
者

の
註
記

で
あ
る
。

原
本

で
旧
体
字
を

用
い
て
い
る
場
合
、
原
則
と
し

て
い
わ
ゆ
る
新
字

に
置
き
換
え
た
。
原
本

の
文
言
を
生

か
す
場
合

に
歴
史
的

仮
名
遣

い
を
用

い
た
場
合

が
あ

る
。
漢
数
字
は
原
則
と
し

て

「
○
、

一
、

二
 

…
…
九
、

一
〇
、

一
一
、

一
二
…
…
」

の
表

記

に
統

一
し
た
。

文
書

の
作
成
者
と
受
領
者

は
原
則
と
し

て
役
職
人
名
と

い
う
表
記

に
統

一
し
、
爵
位
等
は
省
略
し

た
。

 
 
例

「内
務
卿
山
県
有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

」



〔
1

〕

自
明
治
元
年

至
同
 
四
年

公
文
別
録
 

一

 

太
政
官

(
R

1

/

0

0

5

～

ー

6

2

)

レノリ1第23

 
榎
本
釜
次
郎
脱
艦

一
件
並
仏
人
ブ
リ
ユ
ゥ
ネ
等
所
罰
方

1
 
勝
安
芳
書
翰
 
 
中
老
宛
 
 
慶
応
四
年
八
月
二
〇
日
 
 
御
船
々
不
残
出
帆
に
付
報
告

2
 
勝
安
芳
書
翰
 
 
山
岡
鉄
太
郎

・
関
口
良
助
宛
 
 
慶
応
四
年
八
月
二
〇
日
 
 
別
紙
送
付

 
 
 
付
 
榎
本
釜
次
郎
書
翰
 
 
勝
安
芳

・
山
岡
鉄
太
郎

・
関
口
良
助
宛
 
 
慶
応
四
年
八
月

一
九
日

 
 
 
 
 
紙
趣
意
書
送
付

 
 
 
 
 
脱
艦
趣
意
書
 
 
慶
応
四
年
八
月

3
 
徳
川
脱
藩
海
陸
軍

一
同
旦
ハ状
書
 
 
四
条
隆
認
宛
 
 
慶
応
四
年

一
〇
月

4
 
軍
艦
脱
走
之
輩
討
伐
に
関
す
る
布
告
草
案

5
 
勝
安
芳
書
翰
 
 
中
老
宛
 
 
慶
応
四
年
八
月
二
〇
日

 
 
 

一
―
1
の
原
文

6
 
勝
安
芳
書
翰
 
 
山
岡
鉄
太
郎

・
関
口
良
助
宛
 
 
慶
応
四
年
八
月
二
〇
日

 
 
 

一
―
2
の
原
文

7
 
徳
川
脱
藩
海
陸
軍

一
同
具
状
書
 
 
四
条
隆
認
宛
 
 
慶
応
四
年

一
〇
月

 
 
 

一
―
3
の
原
文

別

∩
)
0

0
σ
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8
 
仏
人
ブ
リ
ウ
ネ
処
罰
方
に
付
伺
 
 
外
務
省
 
弁
官
宛
 
 
明
治
三
年
三
月
二
七
日

 
 

 
付

 
仏
国
公
使
館
書
翰
 
 
外
務
省
宛
 
 

一
八
七
〇
年

一
月

一
二
日
 
 
ブ
ル
ユ
ネ
処
罰
に
付
仏
国
政

 
 

 
 
 

府
意
見

 
 

 
 
 

外
務
大
輔
寺
島
宗
則

・
外
務
卿
沢
嘉
宣
書
翰
 
 
仏
国
公
使

マ
キ
ス
・
ウ
ト
レ
ー
宛
 
 
明
治
三
年

 
 

 
 
 

一
月
九
日
 
 
ブ
ル
ユ
ネ
ー
裁
判
に
付
問
合

 
 

 
 
 

仏
国
公
使

マ
キ
ス
・
ウ
ト
レ
ー
書
翰
 
 
沢
外
務
卿

・
寺
島
外
務
大
輔
宛
 
 
明
治
三
年
三
月

一
九

 
 

 
 
 

日
 

 
右
回
答

 

9
 
仏
国
政
府
に
対
す
る
抗
議
書
案
 
 
外
務
卿

・
外
務
大
輔
 
 
明
治
三
年

一
二
月
三
日

二
 
大
学
中
博
士
玉
松
真
弘
辞
表

 
1
 
玉
松
真
弘
辞
表
 
 
大
納
言
岩
倉
具
視
宛
 
 
明
治
二
年
九
月

 
2
 
辞
令
 
 
依
願
免
本
官
任
侍
読
 
 
明
治
二
年

一
〇
月
三
日

三
 
水
野
外
務
少
丞
上
申
新
潟
開
港
手
続
書

 
1
 
新
潟
開
港
に
付
出
張
復
命
書
 
 
水
野
外
務
少
丞
 
 
明
治
二
年

一
月

 
2
 
新
潟
県
大
参
事
本
野
盛
亨
書
翰
 
 
寺
島
宗
則
宛
 
 
明
治
二
年
二
月

一
五
日
 
 
新
潟
港
整
備
状
況
報
知

四
 
外
務
卿
よ
り
其
省
中

へ
告
諭
書
 
 
明
治
三
年
二
月

 
 

外
交
責
務
重
大
に
付
訓
示

∩
)
4

ρ
U

0

4

7
5

(U
R
U
O



五
 
神
祇
官
稟
申
光
格
天
皇
皇
考
閑
院

一
品
典
仁
親
王
御
追
尊
の
議

 
1
 
神
祇
官
稟
申
 
 
明
治
三
年
 
 
閑
院
典
仁
親
王
に
考
靖
天
皇
の
尊
号
を
宣
下

 
 
 
 
付
 
御
追
尊
前
例

一
覧

 
2
 
松
平
慶
永
書
翰
 
 
徳
大
寺
実
則
宛
 
 
明
治
三
年
五
月

一
八
日
 
 
典
仁
親
王
へ
追
尊
に
付
大
学
博
士
等

 
 
 
意
見
書
送
付

 
 
 
 
付
 
大
学
博
士
等
意
見
書
 
 
明
治
三
年
五
月

 
3
 
松
平
慶
永
書
翰
 
 
徳
大
寺
実
則
宛
 
 
明
治
三
年
五
月

一
八
日

 
 
 
 
五
―
2
の
原
文

(
U

ρ
U

4
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六
 
按
察
判
官
兼
民
部
大
丞
渡
辺
清
陸
羽
経
歴
略
記

 
1
 
渡
辺
清
経
歴
略
記
 
 
明
治
三
年
五
月

 
 
 
 
付
 
渡
辺
清
添
書
 
 
明
治
三
年
五
月

 
 
 
 
 

坊
城
俊
章
添
書
 
 
明
治
三
年
五
月

 
2
 
渡
辺
清
書
翰
 
 
大
久
保
利
通

・
広
沢
真
臣

・
副
島
種
臣

・
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
五
月
二

一
日
 
 
仙
台
藩

 
 
 
大
参
事
辞
職
聞
届
下
さ
れ
ぬ
様
歎
願

 
3
 
吉
田
清
成
書
翰
 
 
大
隈
重
信
宛
 
 

一
一
月

一
四
日
 
 
渡
辺
清
陸
羽
出
張
に
付
意
見

 
4
 
吉
田
清
成
書
翰
 
 
大
隈
重
信
宛
 
 

一
一
月

一
四
日

 
 
 

六
―

3
の
原
文

 
5
 
渡
辺
清
報
告
書
 
 
茅
野
親
義
宛
 
 
明
治
六
年
二
月
二
八
日
、
三
月

一
九
日
 
 
宮
城
県

.
水
沢
県

.
岩

 
 

手
県

・
青
森
県
民
情
報
告

0

7
ー
只
U
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七

藩
政

一
定
に
付
布
告
書
の
草
案

草
案
三
種

八

兵
部
大
丞
川
村
純
義
外

一
名
辞
表

1

川
村
純
義
辞
表

弁
官
宛

2

菅
原
真
琴
辞
表

弁
官
宛

九

京
都

へ
還
幸
延
引
に
付
処
分

副
島
種
臣

参
議
宛

明
治
三
年
九
月

明
治
四
年
二
月

明
治
四
年
三
月

一
五
日

1

京
都
府
上
申

留
守
官
宛

二
月
二
二
日

還
幸
延
引
に
付
人
民

へ
説
諭
方
難
渋

2

覚

郷
純
造
他
四
名
中
よ
り
登
用
可
然

3

覚

明
治
三
年
正
月

還
幸
の
事

西
京
管
轄
各
藩
と
還
幸

4

覚

長
坂
甚
兵
衛

二
月
二

一
日

森
藩
藩
情

5

京
都
府
上
申

弁
官
宛

四
月

一
三
日

還
幸
延
引
に
付
人
民

へ
布
告
要
領

㈹

還
幸
御
延
引
説
諭
其
外
手
続

一
○

外
務
省
稟
申

条
約
改
定
の
目
的
を
立

つ
る
の
議

弁
官
宛

明
治
四
年
五
月

一
一

東
京
府
権
少
参
事
河
鰭
実
文
辞
表

明
治
四
年
七
月

付

辞
令

依
願
免
本
官

明
治
四
年
七
月
二
三
日

ー
工
-
⊥
4

-
⊥

り
白

民
U

-
⊥
り
白
0
0

¶
⊥

E
J

り
白

1
1

民
U

7
8



一
二

盛
岡
県
知
事
渡
辺
昇
辞
表
 
 
明
治
四
年
七
月

 
付
 
辞
令
 
 
免
本
官
 
 
明
治
四
年
八
月

一
二
日

-
⊥

ρ
0

∩
)
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〔
2

〕

自
明
治
元
年

至
同
 
四
年

公
文
別
録
 
二

 
太
政
官
 
二

(
R

1

/

1

6

4

～

4

8

2

)

一
三
　
切
支
丹
宗
の
儀
に
付
各
国
公
使

へ
送
る
書
翰

 

東
久
世
通
禧
中
将

各
国
公
使
宛

 

明
治
元
年

=

月

一

 
 
 

九
日

一
四
 
長
崎
県
下
浦
上
村
異
宗
徒
処
分
に
付
外
国
公
使
と
往
復
書
翰
及
応
接
筆
記

 
 
1
 
英
国
公
使
館
エ
・
エ
・
エ
ン
ネ
ス
リ
書
翰
 
 
野
村
知
県
事
宛
 
 

一
八
七
〇
年
二
月
四
日
 
 
県
の
処
置

 
 
 

に
満
足

 
 
2
 
野
村
知
県
事
書
翰
 
 
英
国
公
使
代
理
エ
ン
ネ
ス
リ
宛
 
 
明
治
三
年

一
月

一
四
日
 
 
浦
上
村
々
民
取
扱

 
 
 

ひ
に
付
回
答

 

3
 
野
村
知
県
事
書
翰
 
 
英
国
公
使
代
理
エ
ン
ネ
ス
リ
宛
 
 
明
治
三
年

一
月
九
日
 
 
異
宗
徒
津
和
野
藩
松

 
 
 

江
藩
へ
移
送
の
こ
と

 

4
 
渡
辺
大
忠
報
告
 
 
明
治
三
年

一
月

 

5
 
明
治
三
年
二
月
二
二
日
寺
島
外
務
大
輔
と
英
仏
李
西
公
使
耶
蘇
宗
徒

一
件
応
接
大
意
記

一
五
 
少
弁
務
使
森
有
礼
耶
蘇
教
に
付
意
見
書

-
⊥

7
ー

∩
)

1
⊥

7
8

り
白

-
⊥

0
0

7
σ



宗
旨

一
条
伺
 
 
森
有
礼
 
 
明
治
四
年
六
月
三
日
 
 
政
府
は
何
宗
旨
に
も
係
ら
ざ
る
を
全
良
と
す
べ
し

一
六
 
兵
庫
県
耶
蘇
宗
徒
召
捕
の
儀
上
申
 
 
兵
庫
県
 
弁
官
宛
 
 
明
治
四
年
六
月
二
〇
日

-
⊥

0
σ

∩
∪

一
七
 
開
拓
使
並
宮
城
県
に
て
捕
縛
の
異
宗
徒
処
分
方

 

1
 
外
務
省
申
進
 
 
正
院
宛
 
 
明
治
四
年
四
月
三
〇
日
 
 
異
宗
徒
処
分
に
付
大
弁
務
使
と
相
談
あ
り
た
し

 

2
 
外
務
省
申
進
 
 
正
院
宛
 
 
明
治
四
年
五
月
 
 
ニ
コ
ラ
イ
方

へ
立
入
り
の
異
宗
徒
処
分
に
付
外
務
省
見

 
 
 

込
披
露

-
⊥

0
σ
り
自

一
八
 
長
崎
県
旧
平
戸
県
管
内
紐
差
村
宝
亀
村
異
宗
徒
処
分
方

 

1
 
長
崎
県
大
属
松
村
安
昌
建
言
 
 
明
治
五
年

一
一
月
 
 
宝
亀
村
異
宗
徒
あ
る
は
遺
憾

 

2
 
村
民
よ
り
申
出
候
箇
条
大
略
 
 
第
八
二
大
区
戸
長
内
山
吉
次
郎
 
 
明
治
五
年

一
〇
月

一
七
日

 

3
 
居
付
者
人
数
報
告
並
平
戸
出
張
所
宛
報
告
書
 
 
内
山
吉
次
郎
 
 
明
治
五
年

一
〇
月

一
七
日
、
二
三
日

り
6

(
∪

¶
⊥
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一
九

異
宗
徒
処
分
の
儀
カ
ゼ
ッ
ト
新
聞
抄
略

 
新
聞
切
抜
 
千
八
百
七
十
二
年
第
二
月
十
七
日
カ
ゼ
ッ
ト
新
聞
抄
略

二
〇
 
諸
教
師
状
情
探
偵
書

 
 
1
 
事
情
書
 
 
伊
沢
道

一 
 

明
治
六
年
七
月
 
 
ギ
ヨ
リ
キ
氏
、

 
 
2
 
七
月
下
記
 
 
明
治
六
年
八
月
四
日
 
 
河
東
田
剛
他
動
向

ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
等
大
坂
教
師
動
向

り
白

-
⊥

=
U

り
白

-
⊥

7
8
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二

一

二
二

345

事
情
書
 
 
伊
沢
道

一 
 

明
治
六
年
八
月
 
 
ウ
イ
リ
ア
ム

ス
動
向

事
情
書
 
 
伊
沢
道

一 
 

明
治
六
年
八
月
 
 

ウ
イ
リ
ア
ム

ス
、
筑
前
士
族
荒
井
雪
動
向

神
阪
新
事
誌
 

 
明
治
六
年

八
月
 

 
教
師

ク
ー
ザ

ン
、
ジ

ユ
レ
ー
夫
婦
等
動
向

教
法

の
儀

に
付

ロ
ブ

シ
ヤ
イ
ド
建
言

 
万
国
人
民

の
情
態
 
 

在
香
港
W

・

 
教

に
入

る
を
勧
誘

ロ
フ

ス
サ

イ
ド

英
国

ソ
ツ
ポ

ー

ス
教
会
中

に
於

い
て
刊
布

の
宗
教
書

の
件

 
田
中
不
二
麿
書
翰
 
 
岩
倉
具
視
宛
 
 
二
月

一
九

日

 

[註
]
別
冊
な
し

一
八
七

二
年

一
月

 

 
カ
ト
リ

ッ
ク
を
排
し

て
新

別
冊
普
天
下
教
会
公
法
交
際
の
改
正
進
呈

0
乙

0
0

1
⊥

0
乙

4

4

二
三

伊
万
里
県
に
於
て
耶
蘇
宗
の
徒
取
締

一
件

 
神
奈
川
県
令
陸
奥
宗
光
書
翰
 
 
参
議
大
隈
重
信
宛

 

[註
]
別
紙
な
し

明
治
 
年

一
二
月
六
日
 
 
別
紙
送
付

り
自
4

0
σ

二
四

各
公
使
等
新
年
祝
詞
 
 
沢
外
務
卿

・
寺
島
外
務
大
輔
宛

 
デ

ロ
ン
グ

・
ブ
レ
ン
ワ
ル
ド
等
七
名

一
八
七

〇
年

一
月

り
白

只
U
∩
∪

二
五
 
和
蘭
人

フ
ア
ン
ボ
ル

ス
ブ

ル
ツ
ク
日
本
国
ミ

ニ
ス
ト

ル
職
を
奉
ぜ
ん

こ
と
を
乞

ふ

9
白

PO

ρ0
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在

ハ
ー
グ
、
ド

テ
ガ

ラ
ー

フ

・
フ
オ

ン

・
ボ

ル

ス
ブ

ル

ツ
ク
歎
願
書

一
八
六
九
年

一
二
月

一
四
日

ミ

ニ
ス
ト
ル
の
位
を
有
す

る
在
欧
外
交
官
た
ら
ん
こ
と
を
希
望

二
六

英
国

王
子
渡
来
接
待

に
付
礼
答
往
復
書
翰

1

寺
島
外
務
大
輔

・
沢
外
務
卿
書
翰

ハ
リ
ー

・
パ
ー
ク

ス
宛

明
治
三
年

一
月

一
四
日

貴
国
王
子

来
臨

に
付
外
国
事
務
総
裁

ク
ラ

ン
ト

ン
閣
下
書
翰
受
領

2

パ
ー
ク

ス
書
翰

寺
島
宗
則
宛

明
治
三
年

二
月
九

日

英
王
子
接
待
方
感
謝
と
の
英
政
府
謝
辞
伝

達

3

パ
ー
ク

ス
書
翰

沢
嘉
宣

・
寺
島
宗
則
宛

明
治
三
年
二
月
九

日

英
王
子
接
待
に
付
女
王
陛
下
謝

意
伝
達

4

パ
ー
ク

ス
ロ
上
書

一
八
六
九
年

一
二
月

二
日

英
王
子
訪

日
接
待
感
謝

二
七

英
国
水
師
提
督

へ
勅

語

の
儀

に
付
内
議

副
島
種
臣
意
見

年
月

日
欠

鉄
路

の
義
は
結
局
英
政
府

の
知
る
所
と
な
ら
ん

相
公
よ
り

の
御
挨
拶

に
止
め
る

べ
し
そ
も

そ
も
水
師
提
督

の
何
物

な
ら
ん
か

123456

三
条
実
美
書
翰

広
沢
真
臣
意
見

佐
佐
木
高
行
意
見

英
国
公
使
言
上
振

副
島
種
臣
意
見

岩
倉
具
視
宛

明
治
三
年
三
月

一
四
日

参
議

一
同
反
対

明
治
三
年

一
月

一
四
日

右
府
公
内
々
御
演
説
も
不
同
意

明
治
三
年
三
月

一
四
日

副
島
に
同
意

英
国
艦
隊
第
三
等
水
師
提
督
ホ
ル
ビ
ー
ン
謁
見
下
さ
れ
た
し

二
七
―
1
の
原
本

り
白

β
0

7
ー

り
白

7
ー

艮
」
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7
 
佐
佐
木
高
行
意
見
 
 
二
七
―
4
の
原
本

 
 
8
 
三
条
実
美
書
翰
 
 
岩
倉
具
視
宛
 
 
二
七
―
2
の
原
本

 
 
9
 
広
沢
真
臣
意
見
 
 
二
七
―
3
の
原
本

二
八
 
英
公
使
贋
紙
幣
の
儀
に
付
沢
外
務
卿
と
応
接
書
 
 
明
治
三
年
五
月
二
七
日
 
 
横
浜
通
用
楮
幣
半
分
は
贋
札

二
九
 
沢
外
務
卿

・
寺
島
外
務
大
輔
外
国
人
参
朝
儀
式
の
儀
に
付
各
国
公
使
と
応
接
書
 
 
明
治
三
年
六
月

一
八
日

 
 
 
於
横
浜
英
国
公
使
館

三
〇
 
渋
沢
租
税
正
外

一
名
丁
抹
国
商
社
海
底
電
線
架
設
並
会
所
設
置
の
儀
に
付
上
答
 
 
明
治
三
年
六
月

一
八
日

三

一 

東
京
市
街
上
陸
場
に
於
て
シ
テ
ー

・
ヲ
フ
・
ヱ
ト
蒸
気
船
破
裂

一
件
書

[庚
午
七
月
五
日
米
国
蒸
気
船
破
裂
関

 
 
 
係
往
復
書
翰
]

 
 
1
 
合
衆
国

コ
ン
ス
ル
、
シ
ー

・
ヲ
ー

・
セ
パ
ル
ト
書
翰
 
 
松
浦
東
京
府
少
参
事
宛
 
 
明
治
三
年
七
月
九

 
 
 
 
日

 

破
裂

一
件

 

裁
決
書
送
付

 
 
2
 
合
衆
国
公
使
館
に
お
け
る
破
裂

一
件
裁
決
書

 
 
3
 
松
浦
少
参
事
書
翰
 
 
セ
パ
ル
ト
宛
 
 
明
治
三
年
七
月

一
九
日
 
 
新
聞
記
事
訂
正

 
 
4
 
セ
パ
ル
ト
書
翰
 
 
松
浦
少
参
事
宛
 
 
明
治
三
年
八
月

一
〇
日
 
 
新
聞
記
事
訂
正
要
求

 
 
5
 
松
浦
少
参
事
書
翰
 
 
セ
パ
ル
ト
宛
 
 
明
治
三
年
七
月

一
一
日
 
 
蒸
気
船
破
裂

一
件
に
は
面
談
希
望

 
 
6
 
米
国
公
使
デ

ロ
ン
グ
書
翰
 
 
沢
外
務
卿

.
寺
島
外
務
大
輔
宛
 
 

一
八
七
〇
年
八
月
三
日
 
 
破
裂

一
件

り
乙

0
σ

7
-

Q
J
O

O
乙

Q
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1
1

ρ
O

Q
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↑
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0
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シ
パ
ル
ト
と
交
渉
さ
れ
た
し

沢
外
務
卿

。
寺
島
外
務
大
輔
書
翰
 
 
デ

ロ
ン
グ
宛
 
 
明
治
三
年
七
月
八
日
 
 
貴
簡
承
知

松
浦
少
参
事
書
翰
 
 
セ
パ
ル
ト
宛
 
 
明
治
三
年
八
月

一
九
日
 
 
シ
テ
ー

・
ヲ
フ
・
エ
ト
号
乗
組
人
数

報
知
お
よ
び
死
傷
者
名
簿

庚
午
七
月

一
四
日
応
接
大
意

庚
午
八
月

一
二
日
応
接
大
意

シ
テ
ー

・
ヲ
フ
・
エ
ト
乗
組
之
者
死
傷
者
調

拾
ひ
場
井
紛
失
金
子
取
調
書

三
二
 
孛
仏
戦
争
に
付
沢
外
務
卿
孛
国
公
使
と
応
接
筆
記
並
局
外
中
立
取
調
書
 
 
明
治
三
年
七
月

 
 
1
 
沢
外
務
卿
外
務
省
に
於
て
孛
国
公
使
え
応
接
筆
記
 
 
明
治
三
年
七
月
二
二
日

 
 
2
 
局
外
中
立
取
調
書

4

り
白

=
U
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三
三
 
仏
国
大
敗
の
報

 
 
1
 
庚
午
八
月

一
八
日
英
国
郵
船
横
浜
入
港
新
聞

 
 
2
 
本
間
清
雄
報
告
 
 
大
小
録
宛
 
 
明
治
三
年

一
〇
月

一
七
日

 
 
 
 

一
条

コ
ン
ス
タ

ン
チ
イ
ベ
ル
府

に
於

て
黒
海

三
四
 
各
国
皇
帝
の
位
優
劣
な
き
旨
各
国
公
使
の
回
答
書
 
 
明
治
三
年
七
月
二
八
日
 
 
パ
ー
ク
ス
以
下
四
名

4

4
4

4

rD

ρ
)
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三
五

三
六

三
七

三
八

三
九

四
○

米
国
公
使
シ
イ

・
デ

ロ
ン
グ
岩
倉
具
視
に
贈
る
書
翰

明
治
四
年
九
月

一
日

益
々
親
密
を
加

へ
ん
こ
と

を
希
望

副
島
外
務
卿
荷
蘭
兼
独
公
使
フ
ア
ン

・
ド

・
ル
フ
ー
ヘ
ン
ト
応
接
筆
記

明
治
四
年

一
二
月
二
五
日

和
歌
山
県
雇
入
李
国
教
師
之
事
、
米
輸
出
之
事

付

石
橋
安
太
郎
書
翰

花
房
義
質
宛

明
治
四
年

一
二
月
二
六
日

当
県
雇
李
国
人
雇
入
破
約
通

知

泉
屋
良
助
木
屋
和
平
英
商
ホ
ー
ル
ポ
ル
ツ
引
合
借
用
金
勘
定
書

付

ア
ー
ク
ス
船
破
談
金

仏
国
代
理
公
使
コ
ン
ト

・
ド

・
チ
コ
レ
ン
ス
よ
り
邏
卒
拘
引
事
件
に
付
外
務
卿

へ
照
会
書

副
島
外
務
卿
宛

八
月
二
八
日

本
所
辺
遊
猟
中
銃
砲
接
収
に
付
謝
罪
要
求

外
務
省
稟
申

外
国
に
公
使
を
置
く
の
儀

弁
官
宛

年
月
日
欠

神
奈
川
港
に
ク
ハ
ラ
ン
チ
ン
仮
設
の
規
則
案

年
月
日
欠

4

只
U
O
O

4

企
U

∩
)

4

7
-
4

4

7
8
ワ
8

4

8

0

4

0
0

只
U



〔
3

〕

自
明
治
五
年

至
同

一
〇
年

公
文
別
録
 
三

 

太
政
官
 
三

(
R

2
/

0

0

5

～

1

5

6

)

四

一

神
宮
大
少
宮
司
よ
り
両
宮
祭
典
中
廃
止
を
稟
申
す

1
 
両
宮
祭
典
中
被
廃
止
可
然
箇
条
伺
 
 
神
宮
少
宮
司
藤
堂
高
泰

・
神
宮
大
宮
司
北
小
路
随
光
 
式
部
寮
宛

 
 
明
治
五
年
四
月

2
 
皇
太
神
宮
豊
受
大
神
宮
祭
典
中
被
廃
止
可
然
箇
条
見
込

3
 
稟
議
書
 
 
式
部
寮
 
教
部
省
宛
 
 
明
治
五
年
四
月

一
〇
日
 
 
祭
典
中
廃
止
の
事
願
の
通

0
0

(U
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四
二
 
文
部
省
小
学
教
授
本
編
輯
に
付
御
歴
代
の
事
を
稟
候
す

 
 
1
 
小
学
教
本
編
輯
に
付
伺
 
 
文
部
省
 
正
院
宛
 
 
明
治
五
年

一
一
月
七
日
 
 
歴
代
天
皇
数
序
に
付
伺

 
 
 
 
 

[註
]
歴
史
課
の
付
箋
あ
り

 
 
2
 
皇
統
系
図
稿
本
更
正
箇
条

 
 
3
 
神
功
皇
后
を
御
代
数
よ
り
除
く
件
に
付
左
院
同
意
書
 
 
明
治
五
年

=

月

一
九
日

四
三
 
大
蔵
大
丞
渡
辺
清
旧
水
戸
藩
人
説
諭
書

 
 
1
 
藩
内
党
争
に
付
説
諭
大
意

(
)

1
1

7
8

O

Q
J

O
乙
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2
 
御
請
書
 
甲
 
 
服
部
正
義
以
下

一
一
九
名
 
大
蔵
大
丞
渡
辺
清
宛
 
 
明
治
六
年
三
月
八
日
、

一
三
日

四
四
 
琉
球
藩

へ
外
国
人
漂
着
の
節
処
分
方
を
候
す

 
 
1
 
支
那
人
等
漂
着
の
際
取
扱
に
付
伺
 
 
琉
球
藩
摂
政
伊
江
王
子
他
二
名
 
外
務
省
宛
 
 
明
治
六
年
五
月

一

 
 
 
 
八
日

 
 
2
 
支
那
人
等
漂
着
の
取
扱
に
付
通
報
 
 
琉
球
国
中
山
王
 
 
康
煕
二
一二
年
捌
月
二
二
日

四
五
 
三
等
議
官
宮
島
誠

一
郎
左
院
章
程
改
正
に
付
意
見
書
 
 
副
議
長
伊
知
地
正
治
宛
 
 
明
治
六
年
五
月
八
日

四
六
 
大
蔵
大
輔
井
上
馨
外

一
名
辞
表
 
附
県
令
参
事
の
上
書
及
び
ヘ
ラ
ル
ド
新
聞
抄
訳
等

 
 
1
 
井
上
馨
辞
表
 
 
正
院
宛
 
 
明
治
六
年
五
月
七
日

 
 
2
 
渋
沢
栄

一
辞
表
 
 
正
院
宛
 
 
明
治
六
年
五
月
四
日

 
 
3
 
渋
沢
栄

一
位
記
返
上
願
 
 
正
院
宛
 
 
明
治
六
年
五
月
四
日

 
 
4
 
井
上
馨
辞
表
 
 
四
六
―
1
と
同
文

 
 
5
 
渋
沢
栄

一
辞
表
兼
位
記
返
上
願
 
 
四
六
―
2

・
3
と
同
文

 
 
6
 
井
上
馨
他
三
名
被
免
決
裁
書
 
 
明
治
五
年

一
二
月

一
二
日
起
案

 
 
7
 
辞
令
 
依
願
免
本
官
 
 
井
上
馨
 
 
明
治
六
年
五
月

一
四
日

 
 
8
 
辞
令
 
依
願
免
出
仕
 
 
渋
沢
栄

一 
 

明
治
六
年
五
月

一
四
日

 
 
9
 
新
川
県
参
事
等
建
議
上
奏
書
 
 
成
川
尚
義
他

一
二
名
 
史
官
宛
 
 
明
治
六
年
五
月
 
 
大
蔵
省
予
算
不

 
 
 

足
は
天
下
の
危
患

0

艮
」

4

0

=
U

O
O

(
U

R
U

O
σ



10
 
大
隈
重
信
上
書
 
 
太
政
大
臣
宛
 
 
井
上
渋
沢
辞
職
に
臨
み
歳
計
表
を
中
外
人
民
に
公
布
す
る
を
望
む

11
 

ヘ
ラ
ル
ド
新
聞
抄
訳
 
 
明
治
六
年
六
月

一
七
日
 
 
井
上
馨
財
政
意
見
紹
介

四
七
 
参
議
大
木
喬
任
佐
賀
県
士
族
屯
集
に
付
出
張
下
命
を
乞
ふ
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治
七
年
二
月

0

00
Q
U

四
八
 
司
法
省
三
等
出
仕
島
本
仲
道
辞
表

 
 
1
 
辞
表
 
 
明
治
六
年

=

月
五
日

 
 
2
 
辞
令
 
 
依
願
免
出
仕
井
兼
官

明
治
六
年
九
月

一
八

日

0

0
σ

Q
J
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四
九
 
参
議
大
久
保
利
通
佐
賀
県
暴
徒
追
討
の
状
を
報
す
並
に
返
簡

123456

大
久
保
利
通
書
翰

川
口
等
敵
軍
精
鋭

佐
賀
出
兵
を
命
令

大
久
保
利
通
書
翰

三
条
実
美
書
翰

 
付
大
久
保
利
通
書
翰

大
久
保
利
通
書
翰

三
条
実
美
書
翰

大
臣
参
議
書
翰
案

 
大
臣
参
議
宛
 
 
明
治
七
年
二
月
二
八
日
 
 
二
八
日
ま
で
戦
争
経
緯
 
三
瀬
口
柳

前
原
精

一
郎

一
派

九
州
諸
県
不
平
家
に
関
心

広
島
台
兵
長
崎
招
集
海
兵
隊
等

へ
も

此
上
と
も
佐
賀
県
下
治
安
肝
要

 
大
臣
参
議
宛
 
 
明
治
七
年
三
月
二
日
 
 
賊
徒
降
伏
 
官
軍
入
城
 
巨
魁
皆
遁
逃

内
史
宛
 
 
明
治
七
年
三
月

一
二
日
 
 
大
久
保
へ
の
回
答
案
作
成
依
頼

 
 
 
 
内
務
卿
宛
 
 
明
治
七
年
三
月

一
二
日

 
四
九
―
1
と
同
文

 
四
九
―
2
と
同
文

四
九
―
3
と
同
文

O

Q
U
RJ
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五
〇

参
議
木
戸
孝
允
辞
表

1
 
辞
表
 
 
明
治
七
年
四
月

一
七
日

2
 
辞
令
 
 
依
願
免
本
官
並
兼
官

明
治
七
年
五
月

一
三
日

-
⊥

で
⊥

只
U

五

一 

東
伏
見
嘉
彰
親
王
旧
に
傍
陸
軍
に
征
来
せ
ん
事
を
乞
は
る

 
 
1
 
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
上
申
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治
七
年
四
月
二
八
日

 
 
2
 
東
伏
見
宮
嘉
彰
願
書
 
 
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
宛
 
 
明
治
七
年
四
月
二
八
日

 
 
3
 
津
田
陸
軍
大
輔
書
翰
 
 
岩
倉
右
大
臣
宛
 
 
明
治
七
年
五
月

一
九
日
 
 
東
伏
見
宮
の
陸
軍
内
に
於
け
る

 
 
 

等
級
に
付
意
見

 
 
4
 
辞
令
 
 
任
陸
軍
少
将
 
 
明
治
七
年
九
月

一
三
日

1
⊥

り
6

0
0

五
二
 
地
券
税
法
発
行
に
付
人
民
告
諭
原
案

 
 
1
 
人
民
告
諭
書
 
 
明
治
六
年
七
月

 
 
2
 
人
民
告
諭
書
覚

 
 
3
 
人
民
告
諭
書
 
 
大
蔵
省
罫
紙

-
⊥
0
0

0

五
三

弁
理
公
使
佐
野
常
民
伊
国
宮
内
執
事
職
掌
外
国
使
臣
接
待
概
略
並
仏
国
礼
法
摘
訳
上
呈
礼
節
を
定
め
ん
事
を
乞

ふ
 
 
明
治
八
年
五
月

-
⊥
只
U
O
O
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自
明
治
五
年

至
同

一
〇
年

公
文
別
録
 
四

 

太
政
官
 
四

(
R

2

/

1

5

8

～

3

1

7

)
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五
四
 
参
議
勝
安
芳
辞
表

 
 

1
 
辞
表
 
 
明
治
八
年
三
月

 
 

2
 
勝
安
芳
辞
職
に
関
す
る
稟
議
書
 
 
明
治
八
年
二
月

一
八
日

五
五
 
滋
賀
県
権
少
属
酒
井
明
を
同
県
少
参
事
に
登
用

 
 
1
 
酒
井
明
人
物
調
書
 
 
明
治
八
年
三
月

 
 
2
 
酒
井
明
建
言
 
 
副
島
種
臣
宛
 
 
明
治
七
年
五
月
 
 
民
選
議
院
の
事
に
付
き
別
紙
呈
上

 
 
 
 
 
付
 
時
勢
策
 
 
酒
井
明

 
 
3
 
辞
令
 
 
任
滋
賀
県
権
参
事
 
 
明
治
八
年
三
月

一
四
日

五
六
 
政
体
取
調
書
原
案

 
 
1
 
勅
語
草
案

 
 
2
 

元
老
院
議
官
に
関
す
る
覚

 
 
3
 
政
体
取
調
案
 
 
明
治
八
年

-
⊥

ρ
)

∩
乙

-
⊥
ρ0

4

-
⊥

7
ー

ρ
)
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内
閣
職
制

・
内
閣
章
程

・
元
老
院
職
制

・
元
老
院
章
程

・
行
政
院
職
制

・
行
政
院
章
程

・
大
審
院
職
制

・
大

審
院
章
程

・
内
史
章
程

・
外
史
章
程

[註
]

「四
月
四
日
夜

寺
島
伊
藤
両
参
議
察
刷
定
本
」
と
表
紙
に
あ
り

4

品
山
評
水

[註
]

元
老
院
議
官
人
物
評
定

5

三
条
太
政
大
臣
通
知

右
大
臣
参
議
宛

明
治
八
年
四
月

一
八
日

元
老
院
人
撰
別
紙
の
通
り

付

人
選
表

6

発
令
順
序

7

元
老
院
設
置
布
告
案

明
治
八
年
四
月
八
日

五
七

三
条
太
政
大
臣
よ
り
西
郷
大
将
に
贈
ら
る
ゝ
書
翰
案

明
治
八
年
四
月

今
般
政
体
取
調
別
紙
の
通
り
発

令
の
運
び
、
協
力
を
乞
ふ

付

詔
勅
案

五
八

戸
籍
権
頭
船
越
衛
他
五
名
各
地
方

へ
派
出
に
付
内
達
按

1

達
草
案

2

御
達
案

3

石
井
土
木
権
頭
他
六
名
各
県
派
出
決
裁
書

[註
]
上
部
に

「廃
案
」
と
あ
り

4

船
越
衛
派
出
命
令
書

明
治
八
年

一
○
月
三

一
日

奥
羽
北
陸
筋
派
出

9
白

-
⊥

0
0

0
白
9
白

-
⊥
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野
村
靖
派
出
命
令
書

明
治
八
年

一
○
月
三

一
日

奥
州
筋
派
出

石
井
省

一
郎
派
出
命
令
書

明
治
八
年

一
一
月
二
日

西
国
筋
派
出

木
梨
精

一
郎
派
出
命
令
書

明
治
八
年

一
○
月
二

一
日

中
国
筋
派
出

丹
羽
賢
派
出
命
令
書

明
治
八
年

一
一
月
二
日

南
海
筋
派
出

松
平
正
直
派
出
命
令
書

明
治
八
年

一
一
月
二
日

東
海
北
国
筋
派
出

派
出
心
得
箇
条

太
政
大
臣
三
条
実
美

明
治
八
年

一
一
月
二
日

五
九

東
京
日
々
新
聞
仮
編
輯
長
中
林
潔
鹿
児
島
戦
報
掲
載
の
節
警
視
庁
検
閲
を
経
る
儀
に
付
上
請

中
林
潔
上
書

大
警
視
川
路
利
良
代
理
安
藤
中
警
視
宛

明
治

一
○
年
四
月

9
白
4

7
ー

六
○

鹿
児
島
賊
徒
征
討
の
際
岩
倉
右
大
臣
よ
り
同
族

へ
告
諭
案

付

同
草
稿

り
白

民
U
り
白
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六

一

賞
牌
制
定

一
件
書

1

某
意
見

勲
牌
は
古
来
の
制
に
依
ら
ん
か

即
ち
勲
牌
に
等
級
を
付
す
る
よ
り
類
別
然
る
べ
し

2

天
皇
皇
太
子
の
勲
章
を
侃
す
る
の
根
拠
に
付
答
議

3

賞
牌
の
素
材
に
付
質
問
及
回
答

4

青
木
周
蔵
書
翰

太
政
大
臣
宛

一
○
月
八
日

賞
牌
の
等
級
の
陞
順
に
つ
い
て

5

青
木
周
蔵
書
翰

六

一
―
4
の
原
文

[註
]

「七
年

一
一
月
二
二
日

賞
牌
関
係
之
書
類

寺
島
参
議
よ
り
預
る
」
と
の
書
込
あ
り

り
白
只
り
ρ
)
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6
 
伊
地
知
正
治
書
翰
 
 
黒
田
清
隆
宛
 

一
一
月

一
五
日
 
 
功
牌
等
の
形
象
は
左
院
の
調
書
至
当

 
 

7
 
ナ
イ
ト

・
フ
ー
ド
及
ク
ロ
ッ
ス
の
功
表
式
メ
ダ
ル
等
の
事

 
 
8
 
 
「ビ
ク
ト
リ
ア
 

コ
ロ
ス
」
解
説
 
 
明
治
八
年
六
月

 
 
9
 
外
国
よ
り
の
爵
位
及
び
賞
牌
に
関
渉
せ
る
規
則

 
 
 
 
 
英
国
の
例

 
 
10
 
賞
牌
侃
用
式
細
目
規
則
に
付
伺
 
 
大
給
恒
 
岸
本
周
三
宛
 
 

一
一
月
三
日

六
二
 
家
禄
奉
還
願
に
付
大
木
参
議
の
意
見
書
 
 
年
月
日
欠
 
 
薄
禄
の
者
の
為
官
有
地
等
低
価
払
下
の
こ
と

六
三
上
議
院
規
則
草
案

 
 
 
 
議
院
規
則
凡
例

・
院
中
規
則
草
案

六
三
下
岩
倉
右
大
臣
よ
り
徳
大
寺
宮
内
卿
に
贈
ら
れ
た
る
書
翰
 
 
年
月
日
欠
 
 
習
志
野
御
臨
幸
打
合
せ
 
調
練
山

 
 
 
県
天
覧
を
希
望

0
0

(
U

4

Q
σ

0

ρ
U

0
0

1
⊥

民
」
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自
明
治
五
年

至
同

一
○
年

公
文
別
録

五

太
政
官

五

(
R

2
/

3

1

9

～

4

8

8
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六
四

英
国
公
使
代
理
エ
フ
、
オ
、
ア
ダ
ム
ス
と
米
穀
輸
出
の
儀
に
付
往
復
書
翰
並
副
島
外
務
卿
と
対
話
書

ー

エ
フ
、
オ
、
ア
ダ
ム
ス
書
翰

副
島
外
務
卿

・
寺
島
外
務
大
輔
宛

明
治
四
年

一
二
月
三

一
日

米

穀
輸
出
は
各
国
と
の
条
約
中
禁
止
事
項
に
非
る
か

対
応
策
等
に
付
回
答
あ
り
た
し

2

寺
島
外
務
大
輔

・
副
島
外
務
卿
書
翰

ア
ダ
ム
ス
宛

明
治
五
年

一
月

一
○
日

大
蔵
省
蔵
米
は
禁

制
の
対
象
外

3

外
務
卿
輔
回
章

各
国
公
使
宛

明
治
五
年

一
月

一
〇
日

国
内
有
余
米
来
る

一
七
日
横
浜
運
上
所

に
て
入
札
方
通
知

4

米
穀
輸
出
に
付
副
島
外
務
卿
英
国
公
使
代
理
ア
ダ
ム
ス
対
話
筆
記

明
治
五
年

一
月
六
日

∩
0

り
白
Q
U
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六
五

西
班
牙
代
理
公
使
よ
り
外
務
卿
輔
に
贈
る
書
翰

ヒ
ブ
リ
ヲ

・
ロ
ド
リ
ゲ
ゼ
モ
ノ
ス
書
翰

副
島
外
務
卿

・
寺
島
外
務
大
輔
宛

日

大
使
更
迭
条
約
改
正
延
期
の
趣
旨
に
付
回
答
を
乞
ふ

六

六

米
国
人

テ

・
デ

・
ケ

ロ
グ
我
国
児
輩

へ
教
授

の
方
法

一
八
七
二
年
五
月
二
八

Q
U

O
O

O
σ

Q
σ
4

り
白
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上
書
 
 
米
国
紐
育

コ
ツ
テ
ー
ジ
ヒ
ル
第
三
番
地

テ

・
デ

・
ケ

ロ
グ
 
 

一
八
七
二
年
九
月

一
六

日
 
 
日

 

 
 
 

本

で
の
英

語
教
育
希
望

六
七
 
米
人
李
仙
得
大
久
保
大

隈
両
参
議

へ
面
話

の
節
提
出
せ
し
米
水
師
提
督

の
同
国

ア
シ

ユ
エ
ロ
ツ
ト
艦
船
将

へ
付

 

 
 
与
す

る
命
令
状
写

 

 
 
 
米
国
亜
細
亜
艦
隊
司
令
官

ヱ

・
ゼ

ン
キ

ン
ス
 
 

ア
シ

ユ
エ
ロ
ッ
ト
号
司
令
官
ド
グ

ラ
ス

・
カ

ツ
ス
ル
宛

 

 
 
 

一
八
七
三
年

一
二
月

三
日
 
 
台
湾
全
島
視
察

六
八
 

仏
国
人
ヂ

ユ
ペ
ー
ル

・
グ
イ

ヨ
ウ
ム
我
国

へ
雇
使
を
乞
ふ
 

一
八
七
三
年

三
月
二
〇
日

六
九
 

日
本
及
各
国
公
債
比
較
表

 

 
 
 

エ
ス

・
ダ
ブ

ル

ユ
ー

・
ウ
ヰ
リ
ア
ム
報
告
書

 

 
渋

沢
大
蔵
大
輔
代
理
宛

 

 

一
八
七

三
年

二
月

一
八
日

 

 
 
 

ロ
ン
ド

ン
に
於
け
る
各
国
公
債
比
較
表

の
件

に
付
報
告

七

〇
 
米
国
人
ウ

エ
ス
ト

・
フ
ヰ

ー
ル
ド
米

国
と

日
本

の
間
電
線
架
設

の
建
議

 

 
1
 

正
院
通
牒
 
 
山
尾
工
部
大
輔
宛
 

 
明
治
六
年
三
月

一
八

日
 

 
米
人

ウ

エ
ス
ト

・
フ
ヰ

ー
ル
ド

の
建
議

 

 
 

書

回
付

 

 
2
 

ウ

エ
ス
ト

・
フ
ヰ

ー
ル
ド
建
議
 

 
年
月

日
欠

 

 
3
 

エ

・
ビ

.
ミ
ト
ホ

ル
ド
書
翰
 
 
太
政
大
臣

三
条
実
美
宛
 
 

一
八
七

三
年
七
月

二
二
日
 
 

日
米
海
底
電

 

 
 

線
架
設
建
議
書
呈
上

00
4

4

0
0

4

ρ
)

Q
J

4

0
0

0
0

民
J
Q
σ
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㈹
 
ミ
ト
ホ
ル
ド
計
画
書
案

 
 
 
書
翰
及
計
画
案
 
 
七
〇
ー
3
、
4
の
原
文

七

一 

台
湾
蕃
地
処
分
に
付
米
国
人
李
仙
得
の
意
見
書
 
 
年
月
日
欠

七
二
 
台
湾
蕃
地
処
分
略

 
 
1
 
台
湾
蕃
地
処
分
略
 
 
二
月
 
 
大
隈
重
信

・
大
久
保
利
通
 
 
全
九
条

 
 
2
 
朝
鮮

へ
数
名
を
発
遣
す
る
の
旨
趣
 
 
二
月
 
 
大
隈
重
信

・
大
久
保
利
通

 
 
3
 
覚
書
 
 
福
島
九
成
等
六
名
台
湾

へ
発
遣
の
こ
と

全
八
条

り
0

7
σ
ρ
0

45第2リ ー ル

七
三
 
生
蕃
征
討
費
予
算
書

12345

生
蕃
征
討
費

蕃
地
を
処
分
す
る
に
付
て
の
諸
費

蕃
地
年
々
出
費
並
収
利
表

内
史
問
合
 
 
陸
軍
省
卿
官
房
宛
 
 
三
月

一
五
日
 
 
大
蔵
省
へ
向
け
返
却
の
書
類
中
兵
隊
出
征
入
費
表

他

一
枚
不
明

鎮
台
歩
兵

一
大
隊
給
表
並
出
征

一
日
入
費
表

[註
]
冒
頭
に

「本
書
は
陸
軍
省

へ
朝
鮮
書
類
相
廻
候
節
同
省
よ
り
返
却
二
付
送
り
至
る
。
大
隈
参
議

 
 
 
高
諭
に
可
留
置
と
之
事
に
付
本
課
に
預
か
り
置
」
と
の
付
箋
あ
り

QJ
OO
4
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七
四

七
五

七
六

1234567891011

東
洋
学
会
広
告
 
 

一
八
七
三
年
七
月
二
二
日
 
 
於
巴
里
府

ジ
ヤ
ツ
パ
ン
メ
ー
ル
約
定

一
件
書

塩
田
三
郎
書
翰
 
 
大
隈
重
信
宛
 
 
明
治
六
年
七
月
二
七
日

ジ
ヤ
ツ
パ
ン
メ
ー
ル

・
日
本
政
府
約
定
書
草
案
 
 
明
治
六
年
九
月

塩
田
三
郎
書
翰

塩
田
三
郎
書
翰

塩
田
三
郎
書
翰

塩
田
三
郎
書
翰

ホ
ウ
ヱ
ル
書
翰

塩
田
三
郎
書
翰

を
非
難

官
符
原
案

塩
田
三
郎
書
翰

官
符
原
案

 

[註
]
英
文

大
隈
重
信
宛

大
隈
重
信
宛

大
隈
重
信
宛

杉
浦
譲
宛

大
隈
重
信
宛

大
隈
重
信
宛

明
治
七
年
八
月

 

大
隈
重
信
宛

明
治
七
年
五
月

明
治
六
年

一
〇
月

二
日

明
治
六
年

一
〇
月
七
日

明
治
六
年

一
〇
月

一
二
日

明
治
六
年

一
〇
月

一
三
日

 

一
八
七
三
年
九
月
八

日

明
治
七
年
七
月

三

一
日

新
聞
買
上
条
約
取
消

明
治
七
年
七
月

三

一
日

新
聞
代
価
六

ケ
月
分
相
渡

各
国
公
使
よ
り
内
地
旅
行
の
件
に
付
外
務
卿

へ
送
る
書
翰

月

一
四
日

別
紙
ホ
ウ
ヱ
ル
呈
出
約
定
書
送
付

ホ
ウ
ヱ
ル
と
の
対
話
概
略
報
知

約
定
書
中
費
は
日
本
円
に
換
算

約
定
書
英
文
浄
書
送
付

調
印
書
落
手

面
会
希
望

ヘ
ラ
ル
ド
紙
メ
ー
ル
紙
と
我
政
府
約
定

七
五
―

8
の
原
文

各
国
公
使
連
名
 
外
務
卿
寺
島
宗
則
宛
 
 
八

4

∩
)
1
1

刃
4

0

0
0

4

00
7
8



七
七

七
八

七
九

雇
外
国
人
ジ

ヨ
ル
ジ

・
ブ

ス
ケ
ー
著
述

日
本

風
俗
及

ひ
公
私
権

の
件

エ
ン
ス

・
マ
リ
レ
ツ
ド
著
述

日
本
略
誌
 
 
年
月
日
欠

 

[註

] 

「修
史
局
入
用
云

々
」

の
貼
紙
あ
り

イ
ヒ

・
ス
ミ

ス
著
条
約
改
訂
考
 
 
年
月

日
欠

年
月
日
欠

4

4

7
-

4

FO

Q
り

4

0
0

4

ルト卿47
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〔
6

〕

自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

 
太
政
官

(
R

3

/

0

0

5
～

1

7

8

)

二三

一

 
元
老
院
議
事
筆
記
新
聞
紙

へ
掲
載
を
許
さ
る
ゝ
の
件

1
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
九
日

2
 
右
に
付
元
老
院
伺
 
 
明
治
九
年
三
月

一
八
日
、
明
治

=

年
七
月

一
五
日
、
明
治

一
二
年
三
月

一
日

3
 
山
県
有
朋
答
申
 
 
元
老
院
副
議
長
佐
野
常
民
宛
 
 
明
治

一
五
年
七
月
四
日

書
籍
物
品
等
を
献
納
せ
ん
と
す
る
者
取
扱
内
規
の
件

 
付
　
右
内
規
 

 宮
内
省

明
治

一
六
年

一
月

一
二
日

陸
軍
省

へ
兵
員
増
加
の
儀
内
達
の
件
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
六
日

 
付
 
右
上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
五
日

四
 
各
省
卿
よ
り
上
稟
す
る
法
律
規
則
案
差
出
期
限
内
達
の
件
 
 
明
治

一
六
年
三
月
二
二
日

五
 
地
方
巡
察
使
条
規
則
定
の
件

∩
)

-
⊥

-
⊥

0

1
⊥
O
U

0

0
白

-
⊥

0

9
白
4

O

n乙

7
ー



 

1
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
三
〇
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月

一
五
日

 
3
 
達
案
 
 
明
治

一
六
年
四
月
七
日

 
4
 
地
方
巡
察
使
条
規

 
5
 
巡
察
使
訓
示

六
 
御
即
位
並
大
嘗
祭
の
盛
典
自
今
西
京
に
於
て
施
行
の
件

 
1
 
山
県
有
朋
上
奏
文

 
2
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年
五
月

一
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
六
日

 
4
 
山
県
有
朋
上
奏
文
 
 
六
―
1
の
原
文

 
5
 
達
案
 
 
宮
内
省
 
 
二
種

七
 
陸
軍
軍
備
皇
張
費
増
加
の
件
 
 
明
治

一
六
年
五
月
二
九
日

 
 
 
回
議
書
並
達
案

O
Q
U
OO

0

4

8
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八
 
元
老
院
議
定
に
付
す

へ
き
布
告
区
分
の
件

 
1
 
元
老
院
議
定
に
付
せ
ら
れ
さ
る
布
告
は
宣
布
の
名
義
を
以

っ
て
公
布
せ
ら
れ
た
き
旨
同
院
内
申
の
趣
有
之
に

 
 
 
付
山
県
参
議
意
見
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二

一
日

 
2
 
元
老
院
議
定
に
可
致
付
布
告
区
分
の
義
に
付
同
院
議
長

へ
申
入
之
事
 
 
明
治

一
六
年
五
月
四
日

0

暇
U
O
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3
 
布
告
区
分
の
議
に
付
大
木
参
議
御
下
問
に
因
り
審
案
候
処
大
要
 
 
明
治

一
二
年
内
閣
回
覧

九
 
澳
国
学
士
ス
タ
イ
ン
氏
雇
入
結
約
を
伊
藤
参
議
に
委
任
井
同
氏
年
金
給
与
の
件

 
 
１
 

ス
タ
イ
ン
氏
雇
入
の
件
建
議
 
 
山
県
有
朋
 
三
条
太
政
大
臣
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月
二
四
日

 
 
2
 
伊
藤
参
議
宛
訓
条
案

 
 
3
 
伊
藤
参
議
公
信
 
 
明
治

一
六
年
九
月

一
九
日
 
 
シ
ュ
タ
イ
ン
給
与
の
事

 

4
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
八
日

 

5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
九
月

一
一
日

一
〇
 
独
逸
人
雇
入
に
付
居
館
構
造
方
の
件

 

1
 
山
県
有
朋
意
見
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

 

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
五
日

一
一
上
山
県
参
議
建
議
幹
線
鉄
道
布
設
の
件

 

1
 
山
県
有
朋
意
見
 
 
明
治

一
六
年
六
月

 

2
 
井
上
馨
意
見
 
 
明
治

一
六
年
七
月

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
三
日

 

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
下
鉄
道
幹
線
の
計
画
上
に
障
碍
を
及
ほ
さ
ゝ
る
支
線
は
私
設
を
允
許
す
る
の
件
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
九
日

0

ρ
)
り
乙

(
U

ρ
U

∩
口

(
)

7
ー
り
自

∩
U
O
σ
7
ー
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一
二
上
大
臣
参
議
諸
省
卿
に
秘
書
官
専
属
の
件
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二

一
日

 
 
 
付

 
上
奏
書
並
達
案

一
二
中
各
新
聞
紙
を
検
閲
井
新
聞
紙
上
掲
載
共
他
に
関
す
る
内
規
の
件
 
 
年
月
日
欠

一
二
下
立
憲
帝
政
党
綱
領
の
件
 
 
年
月
日
欠

 
 
 
[註
] 

草
案

 
 
 

第

一
局

一
三
 
明
治

一
六
年
度
予
算
予
備
支
出
方
節
略
の
件
 
 
明
治

一
六
年
七
月
二

一
日

一
四
 
皇
居
御
造
営
御
内
旨
に
よ
り
同
総
裁
副
総
裁
伺
出
の
件

 

1
 
伺
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
七
日

 

2
 
指
令
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月
四
日

 

3
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
七
日

 
 
 

第
二
局

O

Q
)
0
σ

-
⊥
O

Q
)

-
⊥
1
1

(
∪

-
⊥

-
⊥

り
自

-
⊥

9
白

り
白
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一
五

明
治
神
社
式
御
定
の
儀
に
付
内
務
卿

へ
内
達
の
件

明
治

一
五
年

一
一
月

1

上
奏
書

明
治

一
五
年

一
二
月
七
日

2

回
議
書

明
治

一
五
年

一
一
月

一
一
日

文
書
局

一
六

文
書
局
官
員

へ
特
別
手
当
金
下
賜
方
の
件

明
治

一
六
年

一
一
月

一
○
日

統
計
院

一
七
上
人
別
統
計
取
調
べ
の
節
耶
蘇
教
信
者
記
載
方
の
件

統
計
院
長
鳥
尾
小
弥
太

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月
二

一
日

付

山
県
有
朋
意
見

明
治

一
五
年
七
月

一
七
下
職
員
の
定
額
を
定
む
る
議

統
計
院
長
鳥
尾
小
弥
太

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年

一
二
月
二

八
日付

回
覧
書

明
治

一
五
年

一
二
月
二
八
日

会
計
検
査
院

-
⊥
0
0

0
6

-
⊥

0
0

ワ
ー

1
⊥

Q
J

8

-
⊥
4

9
白



一
八
 
沖
縄
県

一
二
年
度
警
察
費
中
官
損
井
県
令
諮
責
の
件

 

1
 
沖
縄
県

一
二
年
度
警
察
費
の
儀
に
付
伺
 
 
沖
縄
県
令
上
杉
茂
憲
 
会
計
検
査
院
長
岩
村
通
俊
宛

 
 
 

一
六
年
三
月
二
九
日

 

2
 
大
蔵
卿
意
見
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
五
日

 

3
 
達
案

 

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
八
日

 

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
七
日

 

6
 
進
退
伺
 
 
上
杉
茂
憲
 
 
明
治

一
六
年
四
月
八
日

 

7
 
上
杉
茂
憲
進
退
伺
呈
出
に
付
内
務
省
伺
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
七
日

 

8
 
内
務
省
回
答
 
 
明
治

一
七
年
三
月
七
日

明
治

-
⊥

4

7
ー

皇
居
御
造
営
事
務
局

一
九

皇
居
御
造
営
事
務
副
総
裁
宍
戸
磯
意
見
書

 

明
治

一
六
年
二
月

一
六
日

1

0
U

∩
口
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〔
7

〕

自

明
治

一
五
年

至
同
 
 
一
六
年

公
文
別
録

太
政
官
 
二

(
R

3

/

1

8

0

～

4

4

7

)

 
参
議
山
県
有
朋
建
議
官
報
発
行
の
件

1
 
山
県
有
朋
建
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

 
 
 
付
 
官
報
発
行
方
法

2
 
政
府
新
聞
の
発
行
に
関
す
る
問
答
 
 
明
治

一
五
年
四
月
四
日

3
 
英
国
の
重
要
な
る
新
聞
紙

4
 
官
令
新
聞
紙
を
設
く
る
に
付
て
の
略
述

(仏
国
)

5
 
独
逸
国
半
官
新
聞
に
付
き
て
の
疑
問
 
ラ
ト
ゲ
ン
氏
答

6
 
米
国
新
聞
紙
の
形
状

7
 
官
報
発
行
の
件

8
 
布
告
案

9
 
達
案

10
 
達
案

(参
事
院
修
正
分
)

11
 
第

一
回
伺
参
照
書
類

 
 
 
印
刷
費
用
の
事

1
⊥

0
0

ρ
)
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12
 
第
二
回
伺

 
 
 
 
官
報
の
件

(明
治

一
五
年

一
二
月
二
二
日
決
裁
) 

官
報
配
布
の
定
数

 
13
 
命
令
書

(官
報
日
誌
の
印
刷
を
日
報
社
に
命
ず
る
に
付
条
約
書
)

 
14
 
町
村
戸
長
役
場
の
数

 
15
 
官
報
の
印
刷
を
印
刷
局

へ
要
付
す
る
に
付
同
局

へ
命
令
按
伺
 
 
明
治

一
六
年

一
月

 
16
 

日
報
社

へ
命
令
案
 
 
明
治

一
六
年

一
月

 
17
 
印
刷
局

へ
照
会
及
回
答
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

二
 
官
報
局
費
額
仮
定
の
件
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

三
 
官
報
定
額
の
件

 
1
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
五
日
 
 
官
報
の
体
裁
井
官
報
頒
布
及
売
捌
及
頒
布
費
額
及
頒
布
員
数

 
 
 
日
報
社

へ
命
令
改
正

 
2
 
官
報
を
各
戸
長
役
場
に
配
布
す
る
の
件
に
付
島
岩
手
県
令
の
意
見
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
八
日

 
3
 
同
上
に
付
地
方
官

へ
諮
問
井
答
議

 
4
 
官
報
戸
長
役
場
に
配
布
を
止
む
る
に
付
印
刷
計
算
見
積
書

四
 
文
書
局
管
掌
事
務
同
局
職
制
及
記
録
課
を
文
書
局
に
属
す
井
に
局
用
定
額
官
報
体
裁
同
原
価
及
売
捌
定
価
駅
逓

 
 
局

へ
発
売
委
付
の
件

 
1
 
官
報
発
行
に
付
伺
 
 
内
閣
書
記
官
別
局
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
二
日

0
白
ρ
U

8

9
自
ρ
)
Q
U

9
白
(
口

0
0
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23456789101112131415

太
政
官
文
書
局
職
制

・
章
程

官
報
の
件

官
報
元
価
並
売
捌
定
価

達
案
 
 
院
省
庁
府
県
宛

官
報
郵
送
の
儀
に
付
き
駅
逓
局
と
特
別
約
定
を
計
約
す
る
事

官
報
発
売
を
駅
逓
局

へ
委
付
す
る
事

孛
国
官
報
の
件
に
付
ロ
イ
ス
レ
ル
氏
へ
質
問
の
答
議

孛
国
官
報
の
設
置
に
関
す
る
布
告
類

仏
国
法
律
布
告
に
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
へ
質
問
の
答
議
 
 
明
治

一
六
年

一
月

官
報
郵
送
の
件
に
付

ロ
エ
ス
レ
ル
氏

へ
質
問
の
答

普
魯
士
各
県
官
報
刊
行
並
売
捌
方
に
付
き
郵
便
局
に
関
す
る
箇
条

孛
国
官
省
庁
広
告
の
事

孛
国
官
報
種
類

孛
国
太
政
官
組
織
概
略

五
 
太
政
官
中
文
書
局
を
置
き
官
報
編
輯
等
の
条
項
公
達
の
件

 
1
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
五
月
五
日

 
2
 
達
案
 
 
官
省
院
長
府
県
宛

 
3
 
太
政
官
達
第
二
二
号
 
 
明
治

一
六
年
五
月

一
〇
日

 
4
 
井
上
内
閣
書
記
官
長
通
知
 
 
各
府
県
長
官
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月

一
〇
日

0
0

ρ
)

-
⊥
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5
 
山
県
参
議
通
知
 
 
省
院
長
府
県
長
官
宛
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
一
日

六
 
官
報
発
行
に
付
駅
逓
局
及
印
刷
局

へ
命
令
の
件
 
 
明
治

一
六
年
五
月
七
日

 
 
 
付

 
各
約
定
書

 
 
 
 
 

第
五
回
伺
参
照
資
料

七
 
官
報
発
行
に
付
各
新
聞
社

へ
布
告
布
達
等
下
付
廃
止
の
件

 
 
1
 
内
閣
書
記
官
別
局
伺
 
 
明
治

一
六
年
五
月

 

2
 
文
書
局
伺
 
 
明
治

一
六
年
五
月

 

3
 
達
案
 
 
明
治

一
六
年
五
月
二
二
日

 
 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
五
月

一
五
日

 
 
5
 
太
政
官
達
第
二
三
号
 
 
明
治

一
六
年
五
月
二
二
日

八
 
官
庁
限
達
並
び
告
示
は
官
報
に
発
載
す
る
を
以
て
公
式
と
な
す
の
件
 
 
明
治

一
六
年
六
月

九
 
官
庁
発
行
期
日
の
件
 
 
明
治

一
六
年
六
月

一
九
日

一
〇
 
官
報
記
載
の
も
の
を
各
新
聞
紙
に
抄
録
し
新
聞
紙
記
載
の
こ
と
を
官
報
に
於
て
正
誤
等
の
件

 
 

六
月

明
治

一
六
年

Q
J

7
8
7
ー

4

∩
)
7
ー

4

∩
)
0
0

4

1
⊥
∩
乙

4

1
⊥
E
∂
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一
二

 
 
 
一
三

官
報
欄
次
節
目
は
文
書
局
長
斜
酌
に
任
す
る
の
件
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二

一
日

印
刷
局
命
令
書
第
二
条
増
加
の
件
 
 
明
治

一
六
年
六
月

一
九
日

官
報
郵
税
に
付
駅
逓
局
と
交
換
条
約
書
並
命
令
書
中
改
正
の
件
 
 
明
治

一
六
年
六
月
三
〇
日

 
付
 
内
約
案
及
回
議
書
外

4

り
6

0
0

4

9
白
ρ
0

4

り
乙
Q
U
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自
明
治

一
七
年

至
同
 

一
八
年

公
文
別
録

 
太
政
官
 
三

(
R

3
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4

4
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～
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大
槻
修
二
へ
日
本
洋
学
史
料
編
纂
手
当
金
給
与
の
件

1
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月
三
〇
日

2
 
富
田
鉄
三
郎
書
翰
 
 
内
閣
書
記
官
宛

3
 
富
田
鉄
三
郎
書
翰
 
 
内
閣
書
記
官
宛

4
 
洋
学
史
料
編
纂
経
過
報
告
 
 
大
槻
修

 

明
治

一
七
年
五
月
三
日

 

明
治

一
八
年
三
月
二
三
日

一

富
田
鉄
三
郎
宛
 
 
明
治

一
九
年
三
月

三
〇
日

二
 
各
省
官
衙
署
及
各
省
長
官
々
舎
の
位
置
を

一
区
画
内
に
集
め
煉
瓦
室
に
て
新
築
並
に
工
部
省
雇
英
国
人
ヂ
オ
シ

 
 
ヤ

・
コ
ン
ダ
を
太
政
官
に
雇
入
の
件

 
1
 
官
舎
新
築
に
付
建
議
 
 
井
上
馨
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
日

2
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
日

3
 
太
政
官
と
コ
ン
ダ
ー
と
取
結
び
た
る
定
約
案
 
 
日
英
文
 
二
通

4
 
林
工
部
大
書
記
官
宛
通
牒
案
 
 
明
治

一
七
年
五
月
二
九
日

5
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
八
日

6
 
ヂ
オ
シ
ヤ

・
コ
ン
ダ
ー
条
約
書

4
EJ
4

4

ρ
)
a
)
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三
7

コ
ン
ダ
ー

に
付
工
部
省
通
牒
 

 
内
閣
書
記
官
宛
 

 
明
治

一
七
年

四
月
二
四
日
、
五
月
三
日

内
閣
顧
問
ル
ー
ド
ル
フ
横
浜
到
着
の
件
 
 

一
八
八
四
年
三
月

一
五
日

 
付
 
青
木
周
蔵
書
翰
 
 
三
条
実
美

・
伊
藤
博
文
宛
 
 
明
治

一
六
年
九
月
九
日

 
 
 
付
添
状

四
上
太
政
官
並
各
省
庁
舎
建
築
地
々
質
測
量
等
着
手
の
件

 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申

ル
ー

ド

ル

フ
来

日

に

井
上
馨

・
福
岡
孝
弟
 
 
明
治

一
七
年
九
月

二
〇
日

四
下
台
湾
生
蕃
及
沖
縄
弁
理
始
末
編
纂
並
委
員
被
命
の
件

 
1
 
伊
藤
博
文
建
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
〇
日

 
2
 
委
員
任
命
書
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月

一
八
日

五
 
元
老
院
職
制
中
改
正
並
び
現
任
の
議
官
は
従
前
の
年
俸
に
依
り
官
等
を
定
る
の
件

 
1
 
土
方
久
元
意
見
 
 
明
治

一
八
年

一
月
二
九
日

 
2
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
五
日

 
3
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
八
年
二
月

 
4
 
達
案

六
 
宮
中
給
仕
年
齢
満
期
に
至
る
も
時
宜
に
よ
り
免
雇
を
猶
予
す
る
の
件
 
 
明
治

一
七
年
四
月
八
日

4

0
σ
0
0

只
」
(
∪

0
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O

4
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O
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=
U

り
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六
中
大
臣
参
議
護
衛
の
巡
査
部
長
及
巡
査
管
理
方
の
件
 
 
明
治

一
八
年
五
月
二
九
日

六
下
大
臣
参
議
護
衛
の
巡
査
部
長
及
巡
査
勤
務
伺
の
件
 
 
明
治

一
八
年
六
月
九
日

七
 
官
報
送
付
時
限
改
正
に
付
印
刷
駅
逓
両
局
へ
命
令
書
改
正
の
件
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
〇
日

 
 
 
付
　

命
令
書
案

八
 
官
報
中
公
報
登
載
方
改
正
に
付
印
刷
局

へ
命
令
書
改
正
の
件
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
〇
日

八
乙
文
書
局
員

へ
慰
労
金
を
廃
止
し
該
金
額
を
他
の
科
目
に
組
換
の
件
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

 
 
 

会
計
局

九
 
大
臣
参
議
乗
用
馬
車
製
造
費
支
出
方
の
件
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

 
 
 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申

一
〇
 
交
換
紙
幣
取
扱
方
の
件

 

1
 
岩
村
通
俊
建
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
月

一
二
日

 

2
 
達
案

戻
U

り
自

0
白

民
U
∩
乙

に
U

只
U
り
白
7
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E
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3456

御
達
案
説
明
書

大
蔵
省
意
見
 
 
明
治

一
七
年
六
月
二
〇
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
九
月
六
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
九
月
五
日

一
一

独
逸
人
ロ
ヱ
ス
レ
ル
雇
用
期
間
延
長
の
件
 
 
明
治

一
七
年
五
月

一
五
日

 
付
 
雇
条
約
追
加
書
並
回
議
書
及
第

一
局
上
申

に
U
ρ
)

=
」
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自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
七
年

機
密
探
偵
書
 

一
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/
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自
由
党
挙
動
探
聞

1
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
九
日

 
 
 
岩
崎
弥
太
郎
に
対
す
る
政
府
の
不
正
な
保
護
を
記
し
た
明
細
書
を
入
手
し
た
自
由
党
及
岩
崎

・
農
商
務
省

 
 
 

・
改
進
党
動
向

2
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
五
日

 
 
 
自
由
党
内
部
軋
礫
、
党
財
政
他

3
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
七
日
 
 
自
由
党
の
決
議

 
 
 
自
由
党
の
解
党
決
議
と
游
説
員
の
派
遣

4
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月
二
六
日

 
 
 
板
垣
の
仏
国
見
聞
と
政
治
観
談
話
、
日
本
出
版
会
社
大
阪
支
社
創
立
の
件
、
岩
倉
死
去
に
つ
い
て
党
員
談

 
 
 
話

5
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
五
日

 
 
 
板
垣
中
江
不
和
、
星
亨
鉄
道
談

6
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
三
日

0
()
00
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自
由
党
募
金
問
題
、
板
垣
の
動
向
他

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
一
日

 

改
進
党
矢
野
文
雄
が
薩
長
貴
顕
を
離
間
せ
ん
と
し
て
な
す
の
説

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
一
日

 

自
由
党
本
部
よ
り
各
地

へ
配
布
せ
る
党
内
諸
問
題
解
説
の
摺
物
に
つ
い
て

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
四
日

 

自
由
党
募
金
活
動
の
計
画
内
容

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
七
日

 
自
由
党
募
金
方
説
示
の
用
に
供
す
る
板
垣
意
見

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
三
日

 

一
一
月
二
日
よ
り
の
自
由
党
臨
時
会
概
況

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年

=

月

一
三
日

 
自
由
党
会
議
概
況

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年

=

月

一
八
日

 

一
六
年

=

月
自
由
党
会
議
按

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年

=

月
二
七
日

 
自
由
党
臨
時
会
に
お
け
る
板
垣
演
説
及
議
決
内
容

探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年

=

月
二
七
日

 
減
税
建
白
論
に
付
片
岡
健
吉
陳
述

探
聞
書
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
九
日



1718

 
星
亨
書
翰
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
四
日

 
寧
静
館
書
翰
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
五
日

探
聞
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
三
日

 
板
垣
の
動
向

探
聞
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
九
日

 
自
由
党
三
月

一
七
日
相
談
会
状
況

二
 
東
京
府
下
に
開
設
し
た
る
各
府
県
議
員
懇
親
会
景
況
及
大
阪
府
知
事
報
告
書
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
六
日

 
1
 
探
聞
書
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
六
日

 
 
 

日
本
懇
親
会
景
況

 
2
 
探
聞
書
 
 
大
阪
府
知
事
 
警
保
局
長
代
理
檜
垣
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
二
日

 
 
 

島
本
楠
弥
他
九
名
の
動
向

0

7
」
E
り
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三
 
米
価
低
落
農
民
困
難
を
告
ぐ
る
に
依
り
各
地
方
減
租
を
翼
図
す
る
の
景
況
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣

 
 
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
六
日

 
1
 
減
租
建
白
論
に
付
片
岡
健
吉
の
陳
述
及
び
別
紙

 
 
 
 
一
―
15
と
同
文

 
2
 
減
租
請
願
の
景
況
 
 
高
知
県
令
田
辺
良
顕
 
警
保
局
長
勝
問
田
稔
宛

 
 
付

 
減
租
の
義
に
付
高
岡
村
外
各
村
実
況

 
 
 
 
 

物
品
税
税
収
史
料

()
00
0
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委
任
状

3

探
聞
書

千
葉
県
警
部
長
木
間
瀬
柔
三

警
保
局
長
代
理
内
務
権
大
書
記
清
浦
圭
吾
宛

明
治

一
七
年

二
月

一
○
日

付

請
願
書

4

越
前
国
坂
井
郡
村
民
租
税
の
儀
に
付
集
会
を
為
し
た
る
概
況

福
井
県
令
石
黒
務

内
務
卿
山
県
有
朋
宛

明
治

一
七
年
二
月
二
○
日

付

探
偵
書

四

決
死
党
の
景
況
及
無
名
の
投
書

1

探
聞
書

決
死
党
の
景
況

付

無
名
氏
投
書

五

国
会
開
設
請
願
者
議
決
書

1

探
聞
書

一
二
月
七
日

西
紺
屋
町
桐
屋
に
於
て
国
会
開
設
請
願
者
の
集
会
の
景
況

付

集
会
者
の
問
答

六

立
憲
改
進
党
員
除
名
及
有

一
館
閉
館
式
の
状
況
并
談
話
会
の
景
況

1

探
聞
書

大
迫
警
視
総
監

三
条
太
政
大
臣
宛

明
治

一
七
年

一
二
月
二
三
日

明
治

一
七
年

一
二
月
二

一
日
神
田
に
於
け
る
改
進
党
臨
時
会
の
景
況

2

探
聞
書

大
迫
警
視
総
監

三
条
太
政
大
臣
宛

明
治

一
八
年
二
月

一
九
日

-
⊥

-
⊥

り
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-
⊥

-
⊥

7
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-
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二
月

一
五
日
井
生
村
楼
の
集
会
及

一
七
日
談
話
会
の
景
況

七
 
大
阪
府
下
政
党
の
景
況

 
1
 
探
聞
書
 
 
綿
貫
警
視
副
総
監
 
有
栖
川
左
大
臣
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
三

一
日

 
 
 
 
大
阪
に
開
く
自
由
党
秋
季
大
会
の
為
あ
各
地
党
員
同
町
に
集
合
論
議
の
概
略

 
 
 
 
付
　

昨
日
取
落
の
自
由
党
秋
季
会
会
合
人
名
 
 
綿
貫
警
視
副
総
監

有
栖
川
左
大
臣
宛
 
 
明
治

一
七

 
 
 
 
 
 
年

一
一
月
二
日

 
 
 
 
 
 
警
視
総
監
内
申
 
自
由
党
秋
季
大
会
の
概
略
 
 
内
閣
書
記
官
 
大
臣
参
義
宛
 
 
明
治

一
七
年

一

 
 
 
 
 
 

一
月
四
日

 
2
 

一
〇
月
二

一
日
大
阪
府
大
浦
警
部
長
よ
り
の
電
報
 
 
内
務
大
輔
土
方
久
光
 
三
条
太
政
大
臣
宛
 
 
明
治

 
 
 

一
五
年

一
〇
月
二
三
日

 
3
 
探
聞
書
 
 

一
〇
月
二
〇
日
神
田
万
世
橋
に
於
る
鳶
の
者
井
人
力
車
夫
の
集
会

 
4
 
探
聞
書
 
四
箇
条
 
 
自
由
新
聞
の
事
、
馬
場

・
田
口

・
末
広
等
自
由
党
除
名
の
事
、
林
正
明

・
笹
部
甕
雄

 
 
 
の
事
、
大
阪
地
方
立
憲
改
進
党
の
九
州
改
進
党
へ
同
盟
申
入
の
事

 
5
 
申
進
 
大
阪
府
自
由
党
正
守
被
凶
之
始
末
 
 
警
保
局
長
田
辺
良
顕
 
内
閣
書
記
官
長
井
上
毅
宛
 
 
明
治

 
 
 

一
五
年

一
二
月
二
三
日

 
6
 
上
申
 
大
阪
府
大
浦
警
部
長
よ
り
警
視
庁

へ
電
報
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

・
各
参
議
宛

 
 
 
 
付
 
秘
 
板
垣
動
向
、
自
由
党
員
動
向

 
7
 
探
聞
書
 
 
大
阪
府
知
事
建
部
郷
三
 
警
保
局
長
勝
間
田
稔
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
二
日

 
 
 
 
立
憲
改
進
党
の
地
方

へ
の
党
勢
拡
大
に
つ
い
て

1
⊥

り
0

4
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891011

探
聞
書
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
五
日

 
大
阪
新
報
社
員
の
結
合

 
付
 
同
盟
規
約
緒
言

探
聞
書
 
 
知
事
代
理
大
阪
府
大
書
記
官
遠
藤
達
 
警
保
局
長
勝
間
田
稔
宛

 
板
垣
大
阪
に
於
て
自
由
党
員
等

へ
の
談
話
概
略

探
聞
書

大
阪
に
於
て
自
由
等
会
議
の
概
況

自
由
党
解
党
の
義
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

 
七
―
10
と
同
文



〔
10

〕

自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
七
年

機
密
探
偵
書
　
二

(
R

4

/

1

9

1

～

3

2

4

)

69第4リ ー ル

 
 
埼
玉
県
下
自
由
党
員
撃
剣
旗
奪
等
の
運
動
よ
り
過
激
の
演
説
を
な
し
た
る
景
況

 
1
 
申
報
書
 
 
県
令
 
内
務
卿
山
田
顕
義
宛

 
 
 
 
埼
玉
県
下
自
由
党
員
の
景
況

 
 
 
 
付
 
内
務
卿
山
田
顕
義
添
状
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月
三
日

 
2
 
申
報
書
 
 
県
令
 
警
保
局
長
宛

 
 
 
 
栃
木
県
下
自
由
党
員
運
動
会
景
況

 
 
 
 
付
 
内
務
卿
山
田
顕
義
添
状
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月
七
日

二
 
三
重
県
下
の
民
情

 
1
 
申
報
書
 
 
三
重
県
令
 
警
保
局
長
宛

 
 
 
 
三
重
県
下
民
情
景
況

 
 
 
 
付
 
内
務
卿
山
田
顕
義
添
状
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月
三

一
日

三
 
高
知
県
下
政
党
の
景
況

-
⊥
Q
U
4

∩
乙

(
U

4

り
白
0

0
σ
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1
 
高
知
県
令
電
報

 
 
 
 
高
知
県
下
自
由
党
目
今
の
景
況

 
 
 
 
付

 
内
務
卿
山
田
顕
義
添
状
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
二
月
三
日

 

2
 
高
知
県
令
報
告
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
九
日

 
 
 
 
高
知
県
下
自
由
党
目
今
の
景
況
、
政
府
建
言
の
為
の
会
合

 
 
 
 
付
 
高
知
県
士
族
建
言
書

四
 
鹿
児
島
県
下
三
洲
社
の
景
況

 
1
 
長
崎
県
令
よ
り
警
保
局
長
へ
報
告
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月

 
 
 
二
九
日

 
 
 
 
鹿
児
島
県
下
三
洲
社
近
況

 
2
 
鹿
児
島
県
令
よ
り
報
告
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
三
月
六
日

 
 
 
 
鹿
児
島
県
下
三
洲
社
近
況

 
3
 
鹿
児
島
県
令
よ
り
報
告
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
三
月
三

一
日

 
 
 
 
鹿
児
島
県
下
三
洲
社
実
況
査
察

 
 
 
 
付
 
探
偵
書

五
 
西
京
佐
賀
長
崎
杞
憂
会
の
景
況

 
1
 
西
京
佐
賀
長
崎
杞
憂
会
偵
察
書
類

 
 
 
 
西
京
杞
憂
会
に
係
る
件

0
乙
0
乙
ρ
∪

9
白
4

∩
乙



佐
賀
杞
憂
会
に
係
る
件

長
崎
杞
憂
会
に
係
る
件

大
日
本
帝
国
各
国
連
合
杞
憂
会
長
崎
本
局
規
約
章
程

各
国
連
合
ヶ
所

京
都
此
君
堂
主
人
尾
張
京
都
地
方
に
係
る
探
偵
書
抄

明
道
協
会
の
景
況

ル匹剃71
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〔
11

〕

自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
八
年

公
文
別
録

 
宮
内
省

(
R

4
/

3

2

6

～

3

9

4

)

一

 
内
規
取
調
所
設
置
の
件

1
 
内
申
 
 
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
 
三
条
太
政
大
臣

・
岩
倉
右
大
臣
宛

 
 

献
上
物

・
新
嘗
祭
新
穀
の
制
度
取
調
の
た
あ
内
規
取
調
所
設
置
伺

2
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
二
日

二
 

一
五
年
度
帝
室
御
用
度
金
増
加
の
件

 
1
 

一
五
年
度
帝
室
御
用
度
金
増
加
之
儀
上
申

 
 

六
年
六
月
三
〇
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月
三
〇
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月
三
〇
日

三
 

一
六
年
度
帝
室
御
用
度
金
増
加
の
件

 
1
 

一
六
年
度
帝
室
御
用
度
金
増
加
之
儀
上
申

 
 

六
年
八
月

一
七
日

明

治

一
五

年

一
一
月

一
七

日

宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

Q
J

O
O

O
O

Q
J
Q
J
バ
怯

0
0

Q
J

7
5



23456

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
二
〇
日

第

一
局
上
申
 
明
治

一
六
年
八
月

一
七
日

一
六
年
度
帝
室
費
増
加
之
儀
上
申
 
 
宮
内
卿
代
理
宮
内
大
輔
杉
孫
七
郎
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

治

一
六
年

=

月
二
九
日

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
三
日

第

一
局
上
申
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
九
日

四
 
嘉
彰
親
王
御
改
称
御
改
名
の
件

 
1
 
二
品
嘉
彰
親
王
御
改
称
御
改
名
御
願
の
儀
内
申

 
 
 
岩
倉
具
視
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
三
日

 
2
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
五
日

 
 
 
 
付
 
回
覧
書
原
稿

宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

・
右
大
臣

0
0

4

0
乙

73第4リ ー ル

五
 
宮
内
省
費
を
帝
室
費
に
合
し
官
員
俸
給
帝
室
費
よ
り
支
給
の
件

 
-
 
宮
内
省
費
を
帝
室
費
に
合
し
官
員
俸
給
帝
室
費
よ
り
支
給
之
儀
上
申

 
 
 
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月
二
三
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月
二
五
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
明
治

一
七
年
四
月
二
五
日

六
 
華
族
令
制
定
の
件

宮
内
卿
伊
藤
博
文
 
太
政
大
臣
三

Q
U
4

00

0
0

只
」

1
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1
 
華
族
令
上
奏
書
 
 
明
治

一
七
年
六
月
二
七
日

 

2
 
勅
書
案

 

3
 
回
覧
書
 
華
族
令
被
定
の
儀
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
五
日

 
 
 
 
達

 
 
 
 
華
族
令

 
 
 
 
華
族
叙
爵
内
規

七
 
内
閣
各
員
邸

へ
順
次
御
臨
幸
被
為
遊
度
御
沙
汰
の
旨
香
川
宮
内
少
輔
よ
り
書
翰
の
件

 
1
 
書
翰
 
 
香
川
宮
内
少
輔
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
五
月
二

一
日

 
 
 
 
内
閣
各
員
邸
臨
幸
の
件

[註
] 

「以
下
五
件
宮
内
省
よ
り
協
議
に
依
り
全
省

へ
送
付
す
 
十
九
年
五
月
十
日
」
と
冒
頭
に
あ
り

 
 
 
 
 
近
衛
篤
麿
以
下
叙
爵
の
件

 
 
 
 
 
三
条
実
美
以
下
同
上

 
 
 
 
 
副
島
種
臣
以
下
五
名
同
上

 
 
 
 
 
尚
泰
同
上

 
 
 
 
 
小
松
時
紹
以
下
二
名
同
上

八
 
大
谷
光
尊
以
下
八
名
授
爵
の
件

 
1
 
大
谷
光
尊
以
下
八
名
授
爵
の
儀
回
答
 
 
総
理
大
臣
 
宮
内
大
臣
宛
 
 
明
治
二
三
年
二
月
三
日

Q
J

FO

O
σ

Q
U
ρ
0

9
白
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閣
議
書
 
 
明
治
二
三
年
二
月
三
日

 
付
 
問
合
書
 
 
宮
内
大
臣
土
方
久
元
 
内
閣
総
理
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
写

授
爵
擬
議

 
 
 
参
照
 
衆
議
院
議
員
選
挙
法
 
第

一
二
条

 
 
 
参
照
 
宮
内
大
臣
へ
回
答
案

書
翰
 
 
井
上
毅
 
三
条
実
美
宛
 
 
明
治
二
二
年

一
二
月
二
八
日

明
治
二
二
年

一
二
月

一
七

日

授
爵

の
件

に

つ
き
意
見
書

九
 
世
伝
御
料
に
編
入
の
土
地
物
件
公
告
の
儀
に
付
宮
内
大
臣
へ
回
答
の
件

 
1
 
世
伝
御
料
及
御
私
料
区
別
の
儀
回
答
 
 
内
閣
総
理
大
臣
 
宮
内
大
臣
宛
 
 
年
月
日
欠

 
2
 
参
照
 
皇
室
典
範
紗
録

・
地
所
名
称
区
別
紗
録

 
3
 
書
翰
 
 
宮
内
大
臣
土
方
久
元
 
内
閣
総
理
大
臣
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治
二
一二
年
七
月
二
五
日

 
4
 
書
翰
 
 
宮
内
大
臣
土
方
久
元
 
内
閣
総
理
大
臣
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治
二
一二
年
七
月
二
六
日

 
5
 
勅
書
案

・
公
告
案

75第4リ ー ル

一
〇
 
伊
達
邦
成
外

一
名
授
爵
の
件

12345

宮
内
大
臣
へ
回
答
書
案
 
 
内
閣
 
 
明
治
二
五
年
六
月
四
日

書
翰
 
 
土
方
宮
内
大
臣
 
松
方
内
閣
総
理
大
臣
宛
 
 
明
治
二
五
年
六
月
三
日

宮
内
大
臣

へ
照
会
案
 
 
総
理
大
臣
 
 
明
治
二
四
年
四
月
二
五
日

回
答
書
 
 
宮
内
次
官
伯
爵
吉
井
友
実
 
内
閣
書
記
官
長
周
布
公
平
宛
 
 
明
治
二
四
年
二
月
七
日

宮
内
次
官

へ
照
会
案
 
 
内
閣
書
記
官
長
 
 
明
治
二
四
年

一
月
二
八
日

QO
OO
4
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〔
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〕

公
文
別
録

[欠
」

〔
13

〕

公
文
別
録

[欠
」

〔
14

〕

公
文
別
録

[欠
」

〔
15

〕

公
文
別
録

[欠
]

〔
16

〕

公
文
別
録

[欠
」



〔
17

〕

自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

(
R

5

/

0

0

5

～

1

8

1

)

内
務
省

一 

石
川
県
県
治
改
革
の
件

1
 
内
務
卿
山
田
顕
義
上
申
書
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 

石
川
県
下
士
族
朋
党
を
結
び
内
証
 
県
治
改
革
必
要

 
 
 
付

 
山
田
顕
義
廉
書
 
 
県
治
改
革
箇
条

2
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
五
年
四
月

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
四
月

一
三
日

明
治

一
五
年
四
月

一
二
日

(
∪

0

0
σ

77第5リ ー ル

二
 
同
県
処
分
に
付
官
吏
交
換
の
為
め
に
要
す
る
旅
費
支
出
方
の
件

 
1
 
石
川
県
下
処
分
之
儀
追
申
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義

太
政
大
臣

二
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
五
日

 
2
 
特
別
に
官
員
月
給
学
及
旅
費
等
増
額
之
儀
に
付
伺
 
 
石
川
県
令
千
阪
高
雅
 
内
務
卿
山
田
顕
義

・
大
蔵
卿

 
 
 
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
五
年
四
月
二

一
日

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
八
日

4
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
七
日
 
 
石
川
県
下
処
分
に
付
官
吏
交
換
の
為
め
に
要
す
る
旅
費
及
び

 
 

月
額
等
支
出
の
件

(U
l

EJ
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三

同
県
特
別
警
察
費
支
出
の
件

12345

特
別
警
察
費
之
儀
に
付
伺

内
務
卿
山
田
顕
義

左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

明
治

一
五
年
五
月
二
日

特
別
警
察
費
之
儀
に
付
伺

石
川
県
令
千
坂
高
雅

内
務
卿
山
田
顕
義
宛

明
治

一
五
年
四
月
二

一
日

付

警
察
費
特
別
増
加
金
額
予
算

内
務
省
伺
特
別
警
察
費
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

明
治

一
五
年
五

月

一
○
日

回
議
書

明
治

一
五
年
五
月

一
一
日

第

一
局
伺

明
治

一
五
年
五
月

一
一
日

石
川
県
特
別
警
察
費
支
出
方
の
件

0

り
自
0

四

酒
煙
草
税
則
及
び
府
県
会
規
則
改
正
追
加
以
来
の
民
情
各
府
県
よ
り
申
報

の
件
二
条

1

三
月
二
三
日
愛
知
県
報
告

2

三
月
二
一二
日
和
歌
山
県
報
告

3

府
県
会
規
則
之
儀
に
付
建
議

年
月
日

・
作
成
者
欠

4

山
形
県
景
況

三
月
二
六
日

5

徳
島
県
景
況

三
月
二
九
日

6

回
議
書

明
治

一
六
年
五
月
二
二
日

7

大
阪
府
報
告

明
治

一
六
年

一
月

一
六
日

8

一
月

一
五
日
京
都
府
知
事
電
報

9

兵
庫
県
報
告

明
治

一
六
年

0

り
白
β
U
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千
葉
県
報
告

茨
城
県
景
況

新
潟
県
景
況

滋
賀
県
報
告

岐
阜
県
報
告

福
井
県
報
告

島
根
県
報
告

宮
城
県
報
告

回
覧
書
 
 
明
治

一
六
年
三
月
二
四
日

79第5リ ー ル

五
 

一
五
年
度
臨
時
探
偵
費
下
付
の
件

 
1
 

一
五
年
度
臨
時
探
偵
費
御
渡
方
伺
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

 
 
 
日

 
2
 
内
務
省
伺

一
五
年
度
臨
時
探
偵
費
御
渡
方
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

 
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
五
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二

一
日

 
4

第

一
局
伺

 

明
治

一
五
年
六
月
二

一
日

 

臨
時
探
偵
費
下
付
の
件

六
 
同
年
国
事
探
偵
費
下
付
の
件

 
1
 
国
事
探
偵
費
之
儀
上
申

明
治

一
五
年
五
月
八

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

内
務
卿
山
田
顕
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
三
日

∩
)
《
)
8

0

7
-
QJ



80

 

2
 
国
事
探
偵
費
之
に
付
儀
上
申
 
 
警
視
総
監
樺
山
資
紀
 
内
務
卿
山
田
顕
義
宛
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
三

 
 
 
日

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
四
日

 

4
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
四
日
 
 
国
事
探
偵
費
下
付
の
件

七
 
国
事
探
偵
費
別
途
下
付
の
件

 

1
 
国
事
探
偵
費
別
途
御
渡
方
に
付
内
申
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一

 
 
 

一
月
二
二
日

 

2
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
八
日

 
3
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
八
日
 
 
国
事
探
偵
費
別
途
下
付
の
件

八
 

一
六
年
度
国
事
探
偵
費
下
付
の
件

 
1
 
明
治

一
六
年
度
国
事
探
偵
費
御
下
渡
の
儀
内
申
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 
一
六
年
五
月

一
六
日

 
2
 
明
治

一
六
年
度
国
事
探
偵
費
御
下
渡
の
儀
内
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 
一
六
年
五
月
二

一
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月

一
日

 
4
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
六
年
五
月
三

一
日
 
 

一
六
年
度
国
事
探
偵
費
下
付
の
件

九
 
朝
鮮
事
変
に
係
る
論
説
記
載
の
新
聞
紙
等
検
査
の
件

0

7
」
ワ
」

∩
)
0
0

1
⊥

∩
V
O
O

F
O



1234

新
聞
紙
等
検
査
之
儀
に
付
伺
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義

達
案
庁
府
県

へ
達
案

第

一
局
伺
 
 
明
治

一
五
年
八
月
二
二
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
八
月

一
〇
 
北
海
道
諸
事
業
維
持
方
の
件

 

1
 
北
海
道
諸
事
業
維
持
方
法
建
議
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行

・
農
商
務
卿
西
郷
従
道

・
内
務
卿
山
田
顕
義

 
 
 

政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月

 
 
 
 
付

 
北
海
道
諸
事
業
維
持
概
要

 

2
 
裁
可
上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年

一
月
二
七
日

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
月
二
二
日

 

4
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
六
年

一
月
二
〇
日

 
 
 
 
付

 
農
商
務

・
工
部

・
大
蔵
各
省
達
案
及
計
算
書

太

∩
U
Q
)
0
0
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内
務
大
輔
土
方
久
元
木
曽
淀
両
川
流
域
井
山
陽
山
陰
両
道
巡
視
概
況
の
件

1
 
木
曽
川
淀
川
流
域
並
に
山
陽
山
陰
両
道
巡
視
の
概
況
 
 
土
方
久
元
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
六
年
八
月
二
〇
日
 
 
木
曽
淀
両
川
流
域
治
水
工
事
の
事

・
山
陽
山
陰
両
道
巡
視
警
察
概
況

一
二
 
神
奈
川
県
下
横
浜
港
に
於
て
露
国
軍
艦
乗
組
水
兵
暴
行
始
末
の
件

 

1
 
露
国
軍
艦
乗
組
水
兵
暴
行
の
件
 
 
神
奈
川
県
令
沖
守
固
 
内
務
卿
山
田
顕
義
宛

明
治

一

明
治

一
六

年

一

一
月

-
⊥

1
⊥

8

-
⊥
民
U

4
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23

一
九

日

報
告
書
 
 
居
留
地
警
察
署
杉
山
親
照

・
日
吉
端

日
 

 
二
通

回
議
書

 

 
明
治

一
六
年

一
一
月

二
〇
日

神
奈
川
県
令
沖
守
固
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
八

一
三
 

各
地
方
賦
金
徴
収
適
宜
府
県

へ
配
賦

の
件

 

1
 

賦
金

の
内
若
干
円
徴
収
す

る
儀

に
付
稟
申

 

 

 

美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
二
日

 

2
 
達
案

 

3
 

一
四
年
度
賦
金

一
覧

 

4
 

回
議
書
 
 

明
治

一
六
年

一
一
月

二
七

日

 

5
 
第

一
局
伺
 

 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
七

日

大
蔵
卿
松
方
正
義

・
内
務
卿
山
田
顕
義
 
太
政
大
臣
三
条
実

雪
⊥

ρ
U

4

一
四
 
大
臣
参
議
常
用
馬
車
新
調
の
件

 

1
 
大
臣
参
議
常
用
馬
車
新
調
の
儀
に
付
稟
請
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義

 
 
 

年

一
二
月
二
五
日

 

2
 
自

一
五
年

一
〇
月
至

一
六
年
九
月
特
別
警
衛
諸
費
書
抜

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
二
日

 

4
 
書
記
官
伺
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
二
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六

1
⊥
7
8
4
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公
文
別
録
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〔
19

〕

明
治

一
七
年

公
文
別
録

内
務
省
 
三

(
R

5
/

1

8

6

～

3

8

1

)

一

 
警
察
官
訓
練
方
の
件

1
 
敬言
察
官
訓
練
の
儀
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
 
 
警
察

 
 
官
訓
練
に
は
独
人
雇
入

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
〇
日

3
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
七
年
二
月

一
九
日
 
 
費
用
支
出
の
件

-
⊥

0
0

Q
U

二
 
警
察
官
吏
訓
練
に
関
す
る
費
額
の
件

 
1
 
警
察
官
訓
練
の
為
教
習
所
設
置
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋

 
 

年
二
月
二
九
日

 
2
 
回
議
書

3
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
七
年
三
月
 
 
費
用
支
出
の
件

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七

-
⊥

Q
U

O
O

三
 
二
等
警
視
園
田
安
賢
他
二
名
欧
米
各
国

へ
派
遣
の
件

 
1
 
欧
米
各
国

へ
警
視
官
派
遣
之
儀
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
三

1
⊥

0
σ
ρ
)
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月
二
七
日

 
2
 
欧
米
各
国

へ
警
視
官
派
遣
之
儀
上
申
 
 
警
視
総
監
大
迫
実
清
 
内
務
卿
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
七
年
三

 
 
 
月
二
六
日

 
3
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月
五
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二
八
日

四
 
伊
勢
神
宮
黄
金
御
樋
代
地
金
の
件

 
1
 
黄
金
御
樋
代
地
金
之
儀
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月

 
 
 
二
六
日

 
2
 
御
樋
代
製
造
費
概
算

 
3
 
内
務
省
伺
黄
金
御
樋
代
地
金
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
七
年
三
月

一
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月
三
日

 
5
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
七
年
三
月
三
日
 
 
費
用
支
出
の
件

五
 
道
路
の
制
更
定
の
件

 
1
 
道
路
の
制
を
更
定
す
る
の
議
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月

 
 
 
道
路
改
良
意
見

 
2
 
地
方
官

へ
御
内
達
案

 
3
 
同
件
に
付
松
方
大
蔵
卿
副
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
四
日

9
白
∩
)
∩
乙

り
白

-
⊥

E
J
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4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
四
日

 
5
 
第

一
局
伺
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
四
日
 
 
費
用
支
出
の
件

六
 
新
潟
港
修
築
の
件

 
1
 
新
潟
港
修
築
之
儀
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
三
月

 
2
 
築
港
之
儀
に
付
上
申
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
 
内
務
卿
山
県
有
朋

・
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
七

 
 
 
年

一
月
二
〇
日

 
 
 
 
太
政
官
布
告
七
号
 
 
明
治

=

年
四
月
三
〇
日

 
 
 
 
第

一
国
立

・
三
井
銀
行

へ
の
示
達

 
 
 
 
新
潟
県
告
諭
第
六
三
号
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
 
 
明
治

一
一
年
六
月
二
七
日

 
 
 
 
新
潟
港
口
修
築
の
儀
上
申
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
 
内
務
卿
松
方
正
義

・
大
蔵
卿
佐
野
常
民
宛
 
 
明

 
 
 
 
治

一
四
年
五
月
三
〇
日

 
 
 
 
新
潟
港
修
築
に
付
新
潟
町
総
代
八
木
朋
直
他
歎
願
書
 
 
内
務
卿
松
方
正
義

・
大
蔵
卿
佐
野
常
民
宛

 
 
 
 
明
治

一
四
年
五
月

 
 
 

新
潟
築
港
請
願
之
件
に
付
副
申
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
 
内
務
卿
松
方
正
義

・
大
蔵
卿
佐
野
常
民
宛

 
 
 
 
明
治

一
四
年
五
月
三
〇
日

 
 
 

新
潟
築
港
に
付
新
潟
区
民
総
代
石
附
五
作
他
請
願
書
 
 
内
務
卿
松
方
正
義

・
大
蔵
卿
佐
野
常
民
宛

 
 
 

明
治

一
五
年

一
二
月

一
一
日

 
 
 

新
潟
築
港
に
付
起
債
伺
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
 
内
務
卿
松
方
正
義

・
大
蔵
卿
佐
野
常
民
宛
 
 
明
治

 
 
 
 
一
四
年
八
月
三
〇
日

り
白

9
白

バ
冠



 
 

公
債
償
却
概
算
書
 
 
明
治

一
四
年

一
二
月
二
七
日

 
 

新
潟
築
港
に
付
荒
川
太
二
郎
他
請
願
書
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義
宛
 
 
明
治

一
六
年
六
月
四
日

 
 

新
潟
港
修
築
之
儀
に
付
上
申
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝
 
内
務
卿
山
田
顕
義

・
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛

 
 

明
治

一
六
年
六
月
八
日

 
 

廻
船
問
屋
設
立
及
び
阿
賀
川
筋
松
ケ
崎
浜
村

へ
船
舶
の
出
入
妨
害
訴
訟

一
件
 
 
明
治

=
二
年

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
五
日

4
 
第
二
局
伺
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
五
日

七
 
大
阪
府
下
に
於
て
兵
隊
巡
査
争
闘
景
況
の
件

1234

景
況
報
告
 
 
大
阪
府
知
事
建
野
郷
三
 
勝
間
田
稔
警
保
局
長
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
月
二
二
日

景
況
書
 
 
巡
査
須
田
康
吉

・
二
木
請
哉
他
 
 
明
治

一
七
年

一
月
三
日

照
会
 
 
大
阪
府
知
事
建
野
郷
三
 
大
阪
鎮
台
司
令
官
山
路
元
治
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
月
四
日

証
拠
書
類
等
交
付
通
知
写
 
 
大
阪
府
警
部
長
大
浦
兼
武
 
大
阪
鎮
台
軍
法
会
議
審
事
石
原
重
明
宛

治

一
七
年

一
一
月

一
五
日

明

0
0

り
白
り
白
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八
 
茨
城
県
下
真
壁
郡
暴
徒
捕
縛
方
の
件
 
 
明
治

一
七
年

 
1
 
九
月
二
四
日
午

一
二
時
発
二
時
着
茨
城
県
よ
り
電
報

 
2
 
茨
城
県
下
自
由
党
員
暴
挙
の
儀
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋

 
 

年
九
月
二
七
日

 
 
 
付

 

一
号

九
月
二
五
日
茨
城
県
令
よ
り
内
務
卿
宛
電
報

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七

00
00
4
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3456789

二
号
三
号
四
号

五
号
六
号
七
号

九
月
二
五
日
磯
貝
書
記
官
よ
り
内
務
卿
宛
電
報

九
月
二
五
日
茨
城
県
よ
り
警
保
局
長
宛
電
報

書
翰
 
 
県
令
代
理
茨
城
県
大
書
記
官
磯
貝
静
蔵

五
日
暴
徒
激
文
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
三
日

借
用
金
証
券

九
月
二
五
日
埼
玉
県
笹
田
書
記
官
よ
り
電
報

九
月
二
六
日
磯
貝
書
記
官
よ
り
内
務
卿
宛
電
報

九
月
二
六
日
茨
城
県
出
張
檜
垣
書
記
官
よ
り
電
報

警
保
局
長
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二

電
報
類
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
七
日
～
二
八
日

暴
挙
主
唱
者
佐
伯
正
門
就
縛
之
儀
井
暴
徒
景
況
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
九
日

茨
城
県
下
暴
徒
の
義
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

日玉
水
嘉

一
・
琴
田
岩
松
逮
捕
通
知
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
〇
日

五
十
川
元
吉
逮
捕
通
知
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
六
日

茨
城
県
下
暴
徒
人
名
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
七
日

暴
徒
逮
捕
通
知
他
 
 
明
治

一
七
年

一
月
六
日
～
明
治

一
八
年
二
月
九
日

明
治

一
七
年

一
〇
月
六



〔
20

〕

明
治

一
八
年

公
文

別
録

 

内
務
省
 
四

(
R

5
/

3

8

3
～

5

0

8

)

一 

佐
賀
県
下
窮
民
景
況
の
件
 
 
佐
賀
県
大
書
記
官
金
井
俊
行
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
五
日

二
 
九
州
各
県
景
況
の
件

 
1
 
九
州
各
県
見
分
略
記
 
 
警
視
総
監
大
迫
貞
清
 
 
明
治

一
八
年
六
月

 
 
 
 
付
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
八
年
七
月

一
二
日

O
U

O
O

ρ
∪

Q
J

O
σ
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三
 
故
江
藤
新
平
所
持
品
下
渡
を
請
ふ
の
件

 
1
 
故
江
藤
新
平
所
持
品
下
渡
の
儀
に
付
伺
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
2
 
故
江
藤
新
平
所
持
品
下
渡
之
儀
内
申
 
 
佐
賀
県
令
鎌
田
景
弼
 
内
務
卿
山
県
有
朋

・
司
法
卿
山
田
顕
義
宛

 
 
 
明
治

一
八
年
二
月
七
日

3
 
賊
魁
江
藤
新
平
以
下
所
持
金
所
分
之
儀
に
付
伺
及
回
答
 
 
佐
賀
権
令
岩
村
高
俊
 
 
明
治
七
年
四
月
二
五

 
 
 
日

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
八
月
五
日

5
 
第
二
局
伺
 
 
明
治

一
八
年
八
月
五
日

4

0
乙

(
)
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四

旧
琉
球
藩
王
尚
泰
四
男
尚
順

へ
金
禄
下
賜
の
件

1

沖
縄
県
申
牒
旧
琉
球
藩
王
尚
泰
四
男
尚
順
へ
金
禄
賜
給
の
義
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

・
内
務
卿
山
県

有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
八
月

一
三
日

2

旧
藩
王
尚
泰
四
男
尚
順
金
禄
編
入
之
儀
上
申

沖
縄
県
令
西
村
捨
三

内
務
卿
山
県
有
朋

・
大
蔵
卿
松
方

正
義
宛

明
治

一
八
年
五
月
二
○
日

付

第

一
号

初
代
宜
野
湾
朝
広
金
禄

第
二
号

禄
制

第
三
号

尚
家
御
取
扱
振
に
付
意
見

西
村
捨
三

明
治

一
七
年

3

上
奏
書

明
治

一
八
年
八
月
二
八
日

4

回
議
書

明
治

一
八
年
八
月
二
六
日

5

第
二
局
伺

明
治

一
八
年
八
月
二
六
日

刈
4

9
白
O
U

五

外
国
文
新
聞
紙
発
行
の
件

明
治

一
八
年
八
月
四
日

付

回
議
書
並
第
二
局
上
申

4

4

倉
U

六

沖
縄
県
船
舶
回
漕
費
の
件

明
治

一
八
年
九
月

一
日

1

沖
縄
県
船
舶
回
漕
費
之
儀
に
付
上
申

内
務
卿
山
県
有
朋

月

一
日

2

回
漕
費
額

3

回
議
書

明
治

一
八
年
九
月

一
八
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
九

4

4

0
σ



4

第

一
局
伺

 

明
治

一
八
年
九
月

二
六

日

七
 
道
路
の
制
更
定
治
水
費
増
額
の
件

1234

道
路
及
び
治
水
の
義
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月

一
八
日

右
に
付
大
蔵
省

へ
照
会
案
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月

一
九
日

 
付
 
同
回
答
 
 
明
治

一
八
年

一
月
二
〇
日

回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
九
月

一
〇
日

第
二
局
伺
 
 
明
治

一
八
年
九
月
九
日

4

E
J

ρ
)

91第5リ ー ル

八
 
根
室
県
千
島
国
諸
嶋
密
猟
取
締
の
件

 
1
 
根
室
県
千
島
国
諸
嶋
密
猟
取
締
の
儀
に
付
上
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 

一
八
年
九
月

一
日

 
2
 
根
室
県
千
島
地
方
巡
視
軍
艦
本
年
派
出
せ
ざ
る
儀
に
付
上
申
 
 
海
軍
卿
川
村
純
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

 
 
 
宛
 
 
明
治

一
八
年
八
月

=
二
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
四
日

 
4
 
第
二
局
伺
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
四
日

九
 
沖
縄
県
航
行
汽
船
之
儀
に
付
上
申

 
1
 
沖
縄
県
航
行
汽
船
の
儀
具
申

 
 
 
○
日

沖
縄
県
令
西
村
捨
三
 
内
務
卿
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

一

4

7-
11

4

75
8
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234

航
路
開
設

に
付
沖
縄
開
運
会
社
請
願
書
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

一
日

回
議
書
 
 

明
治

一
八
年

一
二
月

一
六

日

第

一
局
伺
 

 
明
治

一
八
年

一
二
月

一
五
日

一
〇
 
沖
縄
県
と
清
国
福
州
と
の
間
に
散
在
す
る
無
人
島

へ
国
標
建
設
の
件

 

1
 
無
人
島

へ
国
標
建
設
之
儀
に
付
内
申
 
 
内
務
卿
山
県
有
朋
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月
五
日

 

2
 
魚
釣
島
外
二
島
巡
視
取
調
概
略
 
 
沖
縄
県
五
等
属
石
沢
兵
吾
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
四
日

 

3
 
魚
釣

・
久
場

・
久
米
赤
島
回
航
報
告
書
 
 
日
本
郵
船
会
社
林
鶴
松
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

 
 
 

二
日

 

4
 
魚
釣
島
鉱
石
之
儀
に
付
上
申
 
 
沖
縄
県
五
等
属
石
沢
兵
吾
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
二
日

4

8

7
σ
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自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

 

大
蔵
省

(
R

6
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0

0

5
～
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一二三四

酒
造
造
石
税
同
免
許
税
瞥
麹
営
業
税
収
入
年
度
組
替
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条

実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
〇
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
月

租
税
代
納
米
準
備
金

へ
購
収
等
之
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

六
年

一
二
月
二
四
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
五
年
度
予
備
金
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

二
六
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
四
年
度
常
用
歳
入
出
の
儀
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月
二
六

日

0

1
⊥

∩
U

∩
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-
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O

ー
エ
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五六七八九

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
二
月

営
業
資
本
及
繰
替
金
等
に
係
る
返
納
金
を
準
備
金

へ
挿
入
方
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条

実
美
宛

明
治

一
六
年
九
月

一
七
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
二
月

朝
鮮
事
件
其
他
臨
時
支
出
に
係
る
費
額
中
正
貨
渡
方
の
義
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条

実
美
宛

明
治

一
五
年
八
月
三
○
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
五
年
九
月

準
備
本
部
金
を
以
て
正
貨
に
交
換
方
法
之
儀
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明

治

一
六
年
二
月

一
三
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
三
月

準
備
金
を
資
本
と
し
て
米
穀
購
求
海
外
輸
出
方
之
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美

宛

明
治

一
五
年

一
一
月

一
四
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
三
月

北
海
道
収
税
品
及
び
米
穀
輸
出
正
貨
収
得
上
に
付
可
生
損
失
之
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大

臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
七
日

0

り
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7
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∩
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0
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付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
四
月

一
○

英
国
人
イ
ー

・
ピ
ー

・
ワ
ツ
ト
ソ
ン
へ
預
け
合
金
銀
決
算
差
額
金
取
立
方
等
之
儀
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

一
七
日

付

大
蔵
省
国
債
局

・
ワ
ツ
ト
ソ
ン
約
定
書
写

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
九
月

同
預
け
金
銀
貨
決
算
差
額
取
立
方
約
定
按
修
正
之
儀
に
付
上
申

明
治

一
六
年

一
二
月
二

一
日

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
二
月

∩
V
4

0
0

一

軍
備
皇
張
に
付
陸
海
軍
省
費
額
増
加
に
付
上
申

五
年

一
二
月
二
六
日

付

増
税
金
取
扱
要
領

軍
備
増
税
仕
訳
書

陸
海
軍

へ
達
案

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一

∩
V
O
O

8
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一
二

準
備
金
軍
備
部
収
支
取
扱
方
之
儀
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

二
月

一
三
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
三
月

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
三

海
軍
省
伺
軍
艦
購
入
代
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八

0

0
り
0
0
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一
四

一
五

一
六

一
七

月

一
九
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
九
月

印
刷
局
収
益
金
を
定
額
外
据
置
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一

五
年

一
○
月

一
二
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
月

印
刷
局
積
金
軍
資
に
充
用
の
儀
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
一

月
二
八
日

付

印
刷
局
長
得
納
良
助
意
見
書

明
治

一
六
年

=

月
二
六
日

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
一
月

水
雷
并
電
気
灯
及
ノ
ー
ル
デ
ン
フ
イ
ー
ル
砲
等
の
費
用
海
軍
省

へ
交
付
方
の
義
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正

義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月
九
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
五
年
九
月

内
務
省
伺
特
別
警
察
費
支
出
方
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一

五
年
九
月
二
五
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
五
年
九
月

可
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一
八

一
九

二
〇

二

一

二
二

内
務
省
上
申
国
事
探
偵
費
支
出
方
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
九
月
二
五
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月

一
四
年
度
外
国
債
元
利
払
に
係
る
雑
費
予
算
外
増
額
の
件
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
明
治

一
五
年

一
一
月

一
三
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月

国
債
償
還
補
充
金
出
途
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
一

月

一
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月

外
務
省
上
申
米
国
人
バ
チ
ヱ
ル
ド
ル
氏
井
ケ
ー
ス
商
会

へ
給
与
金
支
出
方
御
達
替
相
成
度
儀
に
付
上
申
 
 
大

蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月
二
九
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

日
清
貿
易
其
の
他
資
本
貸
下
金
融
途
否
塞
の
廉
処
分
の
義
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
六
日

 
付
 
清
国
通
商
拡
張
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
大
隈
重
信

・
内
務
卿
大
久
保
利
通
 
 
明
治
九
年
四
月

 
 
 
北
海
道
産
物
売
買
定
約
 
 
明
治

一
〇
年
四
月
二
八
日

-
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0
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0
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二
三

二
四

二
五

二
六

 
 
 

広
業
商
会
処
分
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
佐
野
常
民
 
 
明
治

一
四
年
六
月

一
五
日

 
 
 

回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

士
族
授
産
資
金
に
係
る
事
務
主
任
官
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

治

一
五
年
六
月
二
九
日

 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
六
月

御
内
達
士
族
勧
業
資
本
貸
下
金
支
出
伝
票
以
下
普
通
の
順
序
を
以
て
取
扱
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正

義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月

一
三
日

 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月

長
崎
福
島
両
県
勧
業
資
本
金
支
出
金
筋
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月
二
九
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
七
月

士
族
授
産
費
増
額
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
七
月
五

日 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
八
月

-
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ρ
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自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

 

大
蔵
省
 
二

(
R

6

/

1

7
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3

5

4
)

二
七

東
洋
銀
行
及
香
港
上
海
銀
行

へ
預
ヶ
金
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

治

一
五
年
九
月
四
日

 
付
 
貿
易
壱
円
銀
を
洋
銀
と
並
価
取
引
を
創
始
す
る
に
因
り
官
民
と
も
其
授
受
方
に
付
伺
 
 
大
蔵
省

 
 
 
明
治

一
二
年
九
月
八
日

 
 
 
東
洋
及
香
港
上
海
銀
行

へ
書
翰
案
 
 
明
治

一
二
年
九
月

一
二
日

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
九
月
五
日

明

-
⊥
0
0

0
0

99第6リ ール

二
八
 
東
洋
銀
行
営
業
の
景
況
井
に
同
行

へ
外
国
新
公
債
元
利
払
等
為
取
扱
方
の
件

 
 
1
 
東
洋
銀
行
営
業
の
景
況
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
 
 
明
治

一
六
年
九
月
二
二
日

 
 
2
 
園
田
幸
吉
英
国
領
事
公
信
 
 
大
蔵
省
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月
二
日
 
 
東
洋
銀
行
景
況

 
 
3
 
外
国
新
公
債
元
利
金
払
渡
等
取
扱
人
東
洋
銀
行
営
業
之
儀
に
付
伺
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
六
日

 
 
4
 
東
洋
銀
行
日
本
政
府
書
翰
類

 
 
5
 

日
本
政
府
七
朱
利
息
の
公
債
二
四
〇
ポ
ン
ド
の
公
告
証
書
 
 

一
八
七
三
年

一
月

一
三
日

 
 
6
 

日
本
帝
国
政
府
七
分
公
債
証
書
訳
 
 

一
八
七
三
年
五
月

一
日

-
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7
 

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
六

日

8
 

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
六

日

二
九
 
東
洋
銀
行
預
ヶ
金
等
合
本
銀
行

へ
預
ヶ
替
の
件

 
 
1
 
東
洋
銀
行
預
ヶ
金
等
合
本
銀
行
へ
預
ヶ
替
の
義
上
申
 
 
大
蔵
省

 
 
2
 
園
田
領
事
公
信
 
 
大
蔵
省
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
九
日

 
 
3
 
公
債
証
書
引
渡
方
の
件
に
付
園
田
幸
吉
よ
り
東
洋
銀
行
宛
書
翰
訳
文

 
 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二
〇
日

 
 
5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

明
治

一
六
年

一
二
月

一
七

日

り
白

-
⊥

0
σ

三
〇

日
本
銀
行
株
金
補
充
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
九
月

四
日
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
九
月

∩
乙

り
乙

0
σ

三

一

日
本
銀
行

へ
定
期
預
ヶ
金
の
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

二
月

一
二
日付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一

0
白

0
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0
0

三
二

日
本
銀
行

へ
定
期
預
ヶ
金
命
令
書
之
儀
に
付
伺

六
年

一
月

一
九
日

大
蔵
卿
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方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
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乙

0
σ

ρ
V



101 第6リ ー ノレ

 
 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
月

三
三
 
日
本
銀
行
よ
り
借
上
け
金
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
五

 
 
 
月

一
四
日

 
 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
五
月

三
四
 
横
浜
正
金
銀
行
営
業
景
況
取
調
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

 
 
 
五
月
二
五
日

 
 

-
 
関
連
諸
表

 
 
2
 
松
方
正
義
書
翰
 
 
三
条
実
美
宛
 
 

一
二
月

一
六
日
 
 
別
紙
呈
上

 
 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
八
月
四
日

 
 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

一
六
日

三
五
 
朝
鮮
政
府
よ
り
横
浜
正
金
銀
行

へ
借
用
金
依
頼
に
付
同
行

へ
貸
下
金
の
儀
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政

 
 
 
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
六
日

 
 
 
 
付
 
朝
鮮
国
政
府

へ
貸
付
金
取
扱
方
内
規
約
及
回
議
書
並
第

一
局
上
申

三
六
 
横
浜
正
金
銀
行
所
有
金
札
引
換
公
債
証
書
を
以
て
準
備
金
所
有
之
金
禄
公
債
証
書
と
交
換
の
儀
に
付
上
申

 
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
四
月

一
八
日

 
 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
四
月

0
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1
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三
七
 
横
浜
正
金
銀
行
株
券
買
収
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
四

 
 
 
月

一
八
日

 
 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
四
月

三
八
 
横
浜
正
金
銀
行

へ
貸
与
金
正
貨
に
交
換
候
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
代
理
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二
三
日

 
 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

三
九
 
横
浜
正
金
銀
行
へ
銀
貨
当
座
預
け
の
義
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
六
年
八
月
二
二
日

 
 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

四
〇
 
正
金
銀
行
生
糸
為
換
金
の
歩
合
を
増
加
し
価
格
に
対
し
十
分
の
金
額
を
貸
与
せ
ん
と
す
る
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵

 
 
 
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
九
月
二
〇
日

 
 
 
 
付
 
直
輸
出
生
糸
荷
取
組
の
義
に
付
伺
 
 
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
原
六
郎
 
 
明
治

一
六
年
九
月

一
五
日

 
 
 
 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
九
月

四

一 

日
本
商
会
為
替
金
処
分
の
件

 
 
1
 
日
本
商
会
為
替
金
処
分
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
 
明
治

一
六
年
八
月
二
二
日

り
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日
本
商
会
為
替
金

日
本
商
会
為
替
金
処
分
の
儀
に
付
伺
 
 
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
原
六
郎

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
二
日

第

一
局
上
申

 

明
治

一
六
年
九
月

明
治

一
六
年
八
月

三
日

四
二
 
内
地
荷
為
替
金
処
分
の
件

 
 
1
 
内
地
荷
為
替
金
処
分
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一

 
 
 
 
二
月
六
日

 
 
2
 
旧
法
内
地
荷
為
替
及
朝
鮮
為
替
貸
調
書

 
 
3
 
内
地
貸
出
金
返
納
方
之
儀
に
付
願
 
 
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
原
六
郎
 
 
明
治

一
六
年
九
月
五
日

 
 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二

一
日

 
 
5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
九
日

00
0
0

ルト郵鵬

四
三

四
四

第

一
五
銀
行
よ
り
借
入
金
之
内
返
送
金
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

治

一
六
年
六
月

一
二
日

 
付
 
第

一
五
銀
行
よ
り
借
入
金
之
計
算
及
利
子
之
計
算
及
解
説

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

銀
行
紙
幣
消
却
方
日
本
銀
行
及
び
各
国
立
銀
行

へ
命
令
の
義
に
付
上
申

条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
七
月

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三

0
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1
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0
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0
0
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四
五

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
七
月

 
 
 
日
本
銀
行
宛
大
蔵
卿
命
令
書
案
及
各
国
立
銀
行

へ
命
令
書
案
 
 
明
治

一
六
年
五
月

一
一
日

共
同
運
輸
会
社
汽
船
代
銀
貨
交
換
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

一
六
年
五
月
二

一
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

明
治
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明
治

一
七
年

公
文
別
録

 
大
蔵
省
 
三

自

一
月
至
四
月
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一二三四

準
備
本
部
所
有
横
浜
正
金
銀
行
株
券
売
却
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年

一
月
八
日

 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
月

大
臣
参
議
乗
用
馬
車
製
造
費
支
出
方
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

治

一
七
年
二
月
二
日

 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
二
月

朝
鮮
事
件
費
支
弁
方
等
の
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月

四
日

 
付
 
朝
鮮
事
件
費

一
覧

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
二
月

国
債
償
還
補
充
金

一
時
繰
替
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七

0
0

企
U

(
∪

0
0

ρ
0

0
0

0
0

ρ
)
ρ
U



鵬

年
三
月
七
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
三
月

0
0

7
ー
ρ
)

五

米
国
政
府
よ
り
反
還
を
受
け
候
償
金
増
殖
方
法
之
儀
に
付
伺

明
治

一
七
年
三
月
二

一
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

0
0

7
8
Q
り

六
 
外
国
新
公
債
元
利
金
東
洋
銀
行

へ
備
付
方
の
件
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二
六
日

 
1
 
外
国
新
公
債
元
利
金
払
渡
等
取
扱
人
東
洋
銀
行
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

 
 
 
二
九
日

 
2
 
在
英
領
事
電
報
 
 
大
蔵
卿
宛
 
 

一
八
八
四
年
三
月

一
九
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二
七
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二
七
日

明
治

一
六
年
九
月

0
0

0
0
FO

七

中
山
道
鉄
道
公
債
仮
証
書
に
係
る
利
子
之
儀
に
付
上
申

明
治

一
七
年
三
月
二
五
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
四
月

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

4

0

1
⊥

八

中
山
道
鉄
道
公
債
証
書
製
造
費
等
支
出
方
之
儀
に
付
伺

明
治

一
七
年
三
月
二
八
日

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

4

0

PO



九
一
〇

 
付
 
中
山
道
鉄
道
公
債
証
書
製
造
費

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
四
月

大
蔵
省
証
券
製
造
費
繰
替
払
の
儀
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
三
月

二
八
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
四
月

米
国
人
イ

・
ヱ
チ

・
ハ
ウ
ス
特
別
年
金
支
出
方
之
儀
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治
七
年
四
月

一
七
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
四
月

煙
草
税
改
定
に
付
該
印
紙
製
造
費

一
六
年
度
支
出
の
内

一
五
年
度
に
移
し
整
理
の
儀
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正

義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
九
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
四
月

4

∩
)
0
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∩
)
0
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鵬

〔
24

〕

明
治

一
七
年

公
文
別
録

 
大
蔵
省

四
 
 
自
五
月
至

一
二
月

(
R

7

/

0

0

5

～

1

4

0
)

二三

一
米
穀
海
外
輸
出
販
売
実
況
の
件

 
輸
出
米
之
件
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
五
月

 
米
穀
輸
出
摘
要

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
五
月

準
備
本
部
金
の
内
減
額
の
件

 
準
備
本
部
金
之
内
減
額
之
儀
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月

 

一
九
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

第

一
五
国
立
銀
行
よ
り
借
入
金
の
内
準
備
金
よ
り
繰
替
返
戻
の
分
減
債
部
基
本
中
よ
り
国
債
償
還
補
充
と
し
て

一
六
年
度

へ
繰
入
支
出
の
件

 
減
債
繰
入
金
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月
二
九

 
日

0

∩
∪
0
σ

0

り
白
り
白

∩
)
0
白

只
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四五六七

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
五
月

中
山
道
鉄
道
公
債
募
集
金
を
以
て
国
債
償
還
へ
充
用
之
儀
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美

宛

明
治

一
七
年
四
月
二
九
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
五
月

外
国
債
償
還
払
取
扱
人
任
命
方
之
義
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七

年
四
月
九
日

付

在
英
園
田
公
使
よ
り
大
蔵
卿
宛
電
報

一
八
八
四
年
五
月
七
日

取
扱
人
は
東
洋
銀
行
た
る
べ
し

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
五
月

東
洋
銀
行
破
産
に
付
外
国
新
公
債
等
の
儀
に
関
し
在
英
我
領
事
及
同
銀
行
と
往
復
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿

松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
五
月

一
三
日

付

園
田
領
事
大
蔵
卿
往
復
電
報
他

五
月
三
日
～
五
月

一
○
日

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
五
月

東
洋
銀
行
破
産
に
付
外
国
七
分
利
公
債
抽
籔
及
仕
払
方
取
扱
人
撰
定
等
に
関
し
在
倫
敦
我
領
事
と
往
復
之
儀
に

付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

明
治

一
七
年
六
月
九
日

付

園
田
領
事
大
蔵
卿
往
復
電
報

五
月

一
三
日
～
五
月
二
九
日

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
六
月

∩
V
9
白
0
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m

八
 
外
国
債
元
金
抽
籔
方
及
元
利
払
渡
取
扱
方
横
浜
正
金
銀
行
に
任
命
の
件

 
1
 
外
国
債
元
金
抽
簸
方
及
元
利
払
渡
取
立
人
の
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

 
 
 
明
治

一
七
年
六
月

一
六
日

 
 
 
 
付
 
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
原
六
郎
書
翰
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
七
年
五
月
三

一
日

 
 
 
 
 

回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

 
2
 
外
国
債
元
金
抽
籔
井
元
利
金
支
払
等
横
浜
正
金
銀
行
へ
任
命
方
井
手
数
料
其
他
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿

 
 
 
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
八
月
二
七
日

 
 
 
 
付
 
横
浜
正
金
銀
行

へ
任
命
按
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
 
明
治

一
七
年
八
月
二
七
日

 
 
 
 
 
 
日
本
帝
国
政
府
の
七
朱
公
債
二
四
〇
万
封
度
の
公
告
証
書
及
公
告
文

 
 
 
 
 

回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
九
月

O

a
)

Q
》

九

金
禄
公
債
元
金
償
還
抽
籔
執
行
井
金
員
支
出
の
儀
に
付
上
申

明
治

一
七
年
九
月

一
三
日

 
付
 
計
算
書

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
九
月

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

(
U

Q
U
O
U

一
〇
 
歳
入
の
歳
出
に
及
ば
ざ
る
金
額
に
対
し
証
券
発
行
方
の
件

 

1
 
大
蔵
省
証
券
金
額
及
利
子
等
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

 
 
 
 
一
〇
月

一
三
日

左
大
臣
熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
七
年

-
⊥
0

只
」
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2

明
治

一
七
年
度
歳
出
入
予
算
額
月
割
収
支
比
較
表

3

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年

一
○
月

一
○
日

一

旧
法
海
外
荷
為
替
金
紙
幣
貨
を
銀
貨
に
改
算
の
儀
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年

一
一
月
二

一
日

付

旧
法
参
照
及
銀
貨
荷
為
替
金

一
覧

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年

=

月

一
二

日
本
銀
行
株
金
並
び
横
浜
正
金
銀
行
補
助
金
等
帝
室
資
産
に
属
す
る
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年

=

月

一
八
日

付

上
奏
書

明
治

一
七
年

一
二
月

=
二
日

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年

一
一
月

一
三

地
方
官
檀
断
を
以
て
収
支
し
た
る
金
穀
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年

一
二
月

一
八
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年

一
二
月

一
四

米
国
人
イ

・
ヱ
チ

・
ハ
ウ
ス
特
別
年
金
支
出
方
之
義
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

明
治

一
七
年
六
月
七
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
六
月

一
九
日

-
1
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ー
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〕

明
治

一
八
年

公
文
別
録

 
大
蔵
省
 
五

自

一
月
至
七
月

(
R

7

/

1

4

2

～

2

5

4

)

一の上
金
札
引
替
無
記
名
公
債
証
書
発
売
方
日
本
銀
行
総
裁
吉
原
重
俊
他
二
名
外
国
旅
費
支
給
方
大
蔵
省
員
外
国
派

1234567891011

出
之
件

上
奏
書
 
 
明
治

一
八
年
四
月

一
日

金
札
引
替
無
記
名
公
債
証
書
発
売
之
儀
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

八
年
三
月

一
七
日

日
本
銀
行
願
書
 
 
日
本
銀
行
総
裁
吉
原
重
俊
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
六
日

日
本
銀
行
願
書
 
 
日
本
銀
行
総
裁
吉
原
重
俊
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
六
日

銀
行
総
裁

へ
委
任
状
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
九
日

日
本
銀
行
総
裁

へ
委
任
追
加
 
 
明
治

一
八
年
三
月

大
蔵
卿

へ
御
委
任
状
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛

園
田
領
事

へ
訓
示
 
 
外
務
卿
井
上
馨
 
 
明
治

一
八
年
三
月

在
英
仏
公
使

へ
内
訓
 
 
外
務
卿
井
上
馨
 
 
明
治

一
八
年
三
月

在
独
青
木
公
使
へ
内
訓
 
 
外
務
卿
井
上
馨
 
 
明
治

一
八
年
三
月

日
本
銀
行
総
裁
吉
原
重
俊
他
二
名
外
国
旅
費
支
給
方
之
義
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

-
⊥

4

7
ー



12

宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
七
日

大
蔵
省
員
外
国
派
出
之
義
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
七

一
の
下
区
町
村
費
節
減
並
登
記
法
制
定
方
速
に
裁
定
の
儀
に
付
上
申

 
 

宛
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
八
日

 
 
 
付

 
回
覧
書
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
五
日

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

-

ρ
U
O
O

二

朝
鮮
国
政
府
よ
り
受
入
候
墳
補
金
中
欠
損
払
之
儀
伺

治

一
八
年
二
月
五
日

 
付
 
朝
鮮
政
府
よ
り
受
取

へ
き
墳
補
金
調
書

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
二
月

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

1
⊥

O
U

O
O
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三四

一
六
年
度
歳
計
不
足
額
準
備
金
を
以
て
補
墳
完
結
の
件
上
申

明
治

一
八
年
二
月
二
四
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
二
月

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

一
七
年
度
歳
入
出
の
現
計

(
一
八
年
三
月
三

一
日
景
況
)
調
書
追
達
の
件

三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
四
月

一
三
日

 
付
 
明
治

一
七
年
度
歳
計
表

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣

1
⊥

7
-

0
0

コ
⊥

8

(
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掴

五六七八九

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
四
月

国
債
償
還
補
充
金

一
時
繰
替
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八

年
三
月
三
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
三
月

準
備
本
部
金
之
内
減
額
の
儀
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
五
月
二

六
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
五
月

国
庫
証
券
発
行
を
止
め
日
本
銀
行
よ
り

一
時
借
入
支
弁
の
件
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実

美
宛
 
 
明
治

一
八
年
四
月
九
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
四
月

一
七
、

一
八
両
年
度
日
本
銀
行
よ
り
借
入
金
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
六
月
二
三
日
～
七
月
二
二
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
七
月

一
八
年
度
歳
入
の
歳
出
に
及
ば
ざ
る
金
額
に
対
し
証
券
発
行
方
の
件

大
蔵
省
証
券
発
行
金
額
及
び
利
子
等
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

-

Q
)
0

1

0
)
0
0

1
⊥

0
σ

7
」

9
自
0

0
0

9
白
-
⊥
0



明
治

一
八
年
七
月
二
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
七
月

一
○

駅
逓
局
等
よ
り
利
付
預
り
の
貯
金

一
旦
返
戻
更
に

一
七
年
度

へ
借
入
の
件
上
申

大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
六
月
三
○
日

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
六
月

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政

り
白
-
⊥
4

保
晃
会
並
物
部
神
社
修
繕
及
印
刷
局
等
よ
り
の
預
り
金
利
子
支
弁
方
の
件
上
申

大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
六
月
二
七
日

付

計
算
書

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
六
月

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政

り
白

-
⊥

食
U
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一
二

横
浜
正
金
銀
行
龍
動
支
店
業
務
の
義
に
付
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

八
年
二
月
五
日

付

龍
動
支
店
開
設
に
付
事
務
目
的
訓
示

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
二
月

一
三

三
菱
会
社

へ
貸
下
金
返
納
方
の
件

1

三
菱
会
社

へ
貸
下
金
返
納
方
の
義
に
付
伺

実
美
宛

明
治

一
八
年
二
月
二
五
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一

大
蔵
卿
松
方
正
義

・
農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条

り
白
り
白
∩
V

り
白

0
0

1
⊥



照

 

2
 
返
納
猶
予
願
 
 
岩
崎
弥
之
助
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
四
日

 

3
 
貸
与
金
利
引
計
算
書

 

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
六
日

 

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
六
日

 

6
 
三
菱
会
社

へ
貸
付
金
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
四

 
 
 

月
二
〇
日

 

7
 
返
納
金
仕
訳

一
四
 
共
同
運
輸
会
社

へ
株
金
払
込
方
之
儀
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
三

 
 

月
二
七
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
4
5

 
 
 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
五
 
共
同
運
輸
会
社
よ
り
上
納
金
延
期
之
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

 
 

八
年
七
月

一
〇
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
4
8

 
 
 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
七
月



〔
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明
治

一
八
年

公
文
別
録

 

大
蔵
省
 
六
止

自
七
月
至

一
二
月

(
R

7
/

2

5

6
～

4

8

3

)
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一 

準
備
金
中
計
算
組
之
義
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
八
月
五
日

二
 
印
刷
局
副
長
得
能
通
昌
海
外
派
遣
並
技
術
者
の
内
米
国

へ
留
学
の
件

 
1
 
当
省
印
刷
局
副
長
得
能
通
昌
海
外
派
遣
並
技
術
者
之
内
米
国
へ
留
学
仰
付
願
義
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正

 
 
 
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
八
月
六
日

 
2
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
八
年
八
月

一
七
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
八
月

一
二
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
八
月
七
日

二
の
二
日
本
銀
行
総
裁
吉
原
重
俊

へ
帰
朝
達
方
の
件
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 

一
八
年
八
月

一
八
日

三
 
当
省
預
金
之
内

一
七
年
度

へ
借
入
金
に
対
す
る
利
子
割
合
更
正
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政

 
 
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
九
月
二
日

り
白

ρ
0

1
⊥

り
白
ρ
U

4

9
白

7
-

1
⊥

∩
乙

7
σ

Q
U



肥

四

付

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
九
月

当
省
預
金
局
預
り
金
を
常
用
へ
借
入
壱
割
利
付
金
禄
公
債
償
還
の
儀
に
付
上
申

大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
九
月
二
八
日

付

計
算
書

回
議
書
並
第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
九
月

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政

り
白

7
-

7
ー

五

鹿
児
島
県
士
族
売
買
禄
に
係
る
八
升
壱
分
米
下
戻
願
処
分
の
件

1

鹿
児
島
県
申
牒
士
族
売
買
禄
に
係
る
八
升
壱
分
米
下
戻
願
処
分
方
の
義
に
付
伺

大
蔵
卿
松
方
正
義

太

政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
三
月
二
六
日

2

指
令
書
並
訓
示
案

3

鹿
児
島
県
家
禄
高
現
実
仕
出

4

鹿
児
島
県
旧
城
下
士
族
持
高
に
係
る
八
升
壱
分
出
来
概
算

5

鹿
児
島
県
薩
摩
大
隅
両
国
旧
外
城
士
族
持
高
に
係
る
八
升
壱
分
出
来
概
算

6

本
県
旧
鹿
児
島
士
族
売
買
禄
に
係
る
八
升
壱
分
米
下
戻
の
儀
に
付
上
申

鹿
児
島
県
大
書
記
官
上
村
行
徴

大
蔵
卿
松
方
正
義
宛

明
治

一
四
年

=

月

一
六
日

7

給
地
高
に
係
る
出
来
御
下
戻
願

御
割
戻
請
願
者
総
代
上
原
保
介
他

鹿
児
島
県
令
渡
辺
千
秋
宛

明

治

一
四
年

一
○
月
六
日

8

明
治
元
年
相
当
八
升
壱
合
米
処
分
方
の
儀
に
付
上
申

鹿
児
島
県
令
岩
村
通
俊

大
蔵
卿
大
隈
重
信
宛

明
治

一
二
年

一
月
六
日

0
白
0
0

0
0
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六
91011121314151617181920

渋
谷
国
安

・
箕
田
長
帰
禧
意
見
 
 
明
治

一
〇
年
八
月

一
二
日

本
県
士
族
出
来
八
升
壱
合
割
戻
願
に
付
処
分
伺
 
 
鹿
児
島
県
大
書
記
官
渡
辺
千
秋
 
大
蔵
卿
佐
野
常
民
宛

明
治

=
二
年
四
月

出
来
御
下
戻
の
再
願
 
 
田
原
藤
太
左
衛
門
他
 
鹿
児
島
県
御
用
係
上
村
行
徴
宛
 
 
明
治

一
二
年

一
月

士
族
持
高
出
来

一
件
政
府

へ
御
進
達
願
 
 
四
本
休
左
衛
門
 
 
明
治

一
三
年

一
月
二
四
日

当
県
士
族
旧
持
高
出
来
御
下
戻
し
の
再
願
 
 
竹
崎
小
仲
太
他
 
鹿
児
島
県
令
岩
村
通
俊
宛
 
 
明
治

=
二

年

一
月
二
八
日

管
下
諸
郷
士
族
旧
持
高
に
係
る
八
升
壱
合
米
下
戻
し
之
儀
に
付
上
申
 
 
鹿
児
島
県
令
渡
辺
千
秋
 
大
蔵
卿

松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
〇
年
四
月
五
日

旧
持
高
に
係
る
出
来
御
下
戻
の
願
 
 
山
内
俊
延
他
 
鹿
児
島
県
令
渡
辺
千
秋
宛
 
 
明
治

一
五
年
八
月
六

日 
付
 
出
来
御
下
戻
請
願
に
付
計
算
弁
明
書

第
二
局
議
案
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月
九
日

参
事
院
特
別
調
査
議
案
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
五
日

第
二
局
弁
明
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
二
日

司
法
卿
意
見

回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
九
月
四
日

一
八
年
度
士
族
勧
業
資
本
支
出
方
の
儀
に
付
上
申

一
八
年
九
月

一
八
日

大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

0
0

0
り
0
)



㎜

 
七

 
八九

一
〇

 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月

日
本
銀
行
よ
り
借
入
金
返
償
延
期
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二

一
日

 
付

 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月

日
本
銀
行
よ
り
借
入
金
利
子
改
正
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

=

月
四
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

壱
割
利
付
金
禄
公
債
証
書
之
償
還
額
増
加
之
義
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年

=

月
六
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

中
山
道
鉄
道
公
債
証
書
並
に
金
札
引
換
無
記
名
公
債
証
書
利
札
切
取
方
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
七
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

一
七
年
度
大
蔵
省
証
券
利
子
予
算
増
加
額
之
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年

一
一
月
五
日

4

0

7
-

4

1
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1
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4

1
⊥
4

4

1
⊥
0
σ
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り
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σ



付

一
七
年
度
大
蔵
省
証
券
利
子
予
算
高
不
足
仕
訳
書
他

回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

一
二

一
八
年
度
国
債
償
還
利
子
予
算
増
加
額
之
義
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

治

一
八
年

一
一
月

二

一
日

 

 
付
　
計
算
書

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申

明

治

一
八

年

一

一
月

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

4
QJ
QU
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一
三

 
五
代
友
厚

へ
の
貸
下
金
返
納
延
期
の
件

 

1
 
五
代
友
厚

へ
の
貸
下
金
返
納
延
期
の
儀
に
付
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
 
一
八
年

一
一
月

一
三
日

 

2
 
拝
借
金
延
期
御
願
 
 
岩
松
公
圃
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
七
日

 

3
 
各
鉱
山
損
益
予
算
書
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

 

4
 
五
代
友
厚

へ
の
貸
与
金
仕
訳

 

5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
二
〇
日

 

6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
二
〇
日

一
四

大
蔵
省
証
券
発
行
金
額
の
内

一
七
年
度
よ
り
借
入
の
分

一
八
年
度

へ
借
替
の
件
上
申

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
八
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

明
治

大
蔵
卿
松
方
正
義

4
4

QU

4

只
U
O
O



囲

一
五

一
八
年
度
内
国
公
債
利
子
予
算
増
加
額
の
義
伺
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

八
年

一
二
月
七
日

 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

4

ρ
)

バ
怯

一
六

紙
幣
免
換
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
付
 
紙
幣
交
換
手
続
及
交
換
予
算
表

 
 
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

明

治

一
八

年

一
二
月

一

一
日

バ
ま

ρ
)

7
8



〔
27

〕

明
治

一
八
年

公
文
別
録
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2
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陸
軍
省

・
海
軍
省

陸
軍
省

一

赤
十
字

へ
加
盟
の
件

1

赤
十
字
社

へ
同
盟
之
儀
に
付
上
申

陸
軍
卿
大
山
巌

七
日

2

赤
十
字
社
規
則
並
調
査
書
類

3

決
裁
書

明
治

一
八
年
七
月
二
八
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
七
月
二

0

0

∩
口

海
軍
省

123第8リ ー ル

一

西
海
鎮
守
府
並
造
船
所
設
置
方
の
件

1

西
海
に
設
置
せ
ら
る
へ
き
鎮
守
府
並
造
船
所
建
築
費
別
途
御
下
付
の
義
に
付
第
三
回
の
上
申

海
軍
卿
川

村
純
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
三
月

一
八
日

2

海
軍
省
上
申
西
海
鎮
守
府
并
造
船
所
建
築
費
の
義
に
付
副
申

海
軍
卿
川
村
純
義

太
政
大
臣
三
条
実
美

∩
)
9
白
旭
1



悩

34

宛
 

 
明
治

一
八
年
三
月

二

一
日

回
議
書

 
 
明
治

一
八
年
三
月

二
八

日

第

一
局
上
申
 

 
明
治

一
八
年

三
月
二
七

日



〔
28

〕

自
明
治

一
六
年

至
同
 

一
八
年

公
文
別
録

(
R

8

/

0

3

0

～

1

4

2

)

司
法
省

一 

法
学
生
徒
中
故
意
に
規
則
を
犯
し
除
退
申
付
の
者
諸
官
衙

へ
採
用
方
の
件

1
 
除
隊
学
生
不
採
用
方
に
付
上
申
 
 
司
法
卿
大
木
喬
任
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 

八
日

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
三
月

一
二
日

3
 
第
二
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
三
月

一
〇
日

明
治

一
六
年
二
月
二

O
QU
QU

125第8リ ー ル

二
 
長
崎
県
阿
片
咽
に
原
因
し
巡
査
と
清
国
人
と
の
間
に
起
こ
る
殺
傷
事
件
書
類
進
達
の
件

 
 
 
司
法
卿
大
木
喬
任
通
牒
 
 
内
閣
諸
公
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
三
日
 
 

一
件
書
類
送
付

 
1
 
大
清
代
理
駐
崎
正
理
事
照
会
 
 
長
崎
軽
罪
裁
判
所
宛
 
 
光
緒
九
年
八
月
二
〇
日

 
2
 
魏
鵬
程
告
訴
書
 
 
光
緒
九
年
八
月

一
六
日

 
3
 
魏
鵬
程
調
書

4
 
粛
烏
目
、
王
紅
弟
、
林
利
哲
、
陳
天
増
、
陳
大
頭
調
書

5
 
死
体
験
視
証
及
診
断
書

6
 
陳
徳
錐
他
告
訴
書

()
00
8



鵬

 
7
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
五
日

三
 
同
事
件
審
理
始
末
電
信
往
復
の
件

 
1
 
司
法
卿
大
木
喬
任
通
牒
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
三
月

一
二
日
別
紙
電
信
往
復
録
送
付

 
2
 
電
信
往
復
写
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
二
八
日
～
明
治

一
六
年

一
二
月
二
二
日

四
 
大
坂
府
警
吏
と
大
坂
鎮
台
と
の
間
に
起
こ
り
た
る
争
闘
事
件
観
察
の
件

 
1
 
争
闘
事
件
に
付
上
申
 
 
司
法
卿
山
田
顕
義

・
陸
軍
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七

 
 
 
年
五
月
五
日

 
2
 
太
政
大
臣
達
書
 
 
司
法
省

・
陸
軍
省
宛
 
 
明
治

一
七
年
五
月
七
日
 
 
事
件
審
理
命
令

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
五
月
六
日

 
4
 
第
二
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
五
月
六
日

五
 
法
学
正
則
生
徒
卒
業
登
用
方
の
件
上
申
 
 
司
法
卿
山
田
顕
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
八

 
 
月
二
九
日

 
 
 
付
 
回
議
書
並
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

∩
)
7
-
4

1
⊥

∩
乙

8

1
⊥

Q
U

O
σ
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〕

自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

 
文
部
省

(
R

8

/

1

4

4
～

2

了

2

)

一
教
育
資
本
金
之
儀
に
付
稟
議
の
件

 
教
育
資
本
金
之
儀
に
付
稟
議
 
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟

 

一
日

 
 
付
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月

一
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月
三

¶
ー

バ
憶
8

二

文
部
大
書
記
官
辻
新
次
静
岡
県
下
学
事
巡
視
報
告
の
件

 
辻
新
次
報
告
書
 
 
明
治

一
五
年
五
月

 
 
付
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
日

-

RJ
4

127第8リ ー ル

三

文
部
少
書
記
官
伴
正
順
宮
城
福
島
県
下
学
事
巡
視
報
告
の
件

 
宮
城
県
下
福
島
県
下
学
事
巡
視
概
況
 
 
伴
正
順
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
五
日

 
 
付
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
五
年
五
月
二
六
日

四
 
東
京
大
学
法
学
文
学
の
教
授
上
に
持
ち
ふ
る
英
語
を
廃
し
邦
語
を
用
ひ
字
典
訳
纂
用
書
反
訳
井
に
独
逸
学
術
を

-
⊥

ρ
)

り
乙

一



鵬

 
授
る
の
件

1
 
右
件
に
付
上
申
 
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

2
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月
三
〇
日

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月

一
六
日

4
 
第
二
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
四
月

一
六
日

明
治

一
六
年

四
月

-
⊥

7
-

n
O

五
 
官
公
立
学
校
学
生
生
徒
退
学
の
者
採
用
方
の
件

 
1
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
上
申
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
2
 
御
内
達
案

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

=

月
二
日

 
4
 
第
二
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
日

明
治

一
六
年

一
〇
月
三

一
日
 
 
不
採
用
方
上
申

1
⊥

8

7
8

六
 
東
京
師
範
学
校
再
築
費
交
付
の
件

 
1
 
東
京
師
範
学
校
再
築
費
の
儀
に
付
伺
 
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
四

 
 
 
月

一
〇
日

 
2
 
文
部
省
伺
東
京
師
範
学
校
再
築
費
之
儀
に
付
意
見
副
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
六
年
四
月

 
3
 
文
部
卿
代
理
松
方
正
義
伺
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月
二
五
日

 
4
 
文
部
省
伺
東
京
師
範
学
校
再
築
費
別
途
御
交
付
の
義
に
付
上
陳
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実

 
 
 
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
三
月
二
七
日

-
⊥

0
σ

只
U



5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
五
月
七
日

6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
五
月
七
日

七
 
東
京
大
学
学
科
教
授
上
の
改
定
及
其
他
事
業
上
の
施
設
に
係
る
経
費
不
足
額
下
付
を
請
ふ
の
件

 
1
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
上
申
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月
二
五
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月
五
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

 
4
 
東
京
大
学
学
科
教
授
上
の
改
定
及
其
他
施
設
事
業
の
経
費
に
給
す
る
為
文
部
省
用
地
払
下
並
に
不
足
金
額
御

 
 
 
下
付
之
儀
に
付
上
申
 
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二
七
日

 
5
 

一
四
年
度
繰
越
金
支
払
仕
訳
書

 
6
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
九
日

 
7
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
六
日

9
白
∩
U
ρ
U

ルト朔㎜

八
 
東
京
大
学
生
徒
暴
行
井
に
処
分
の
件

 
1
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
書
翰
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
二
九
日

 
 
 
学
生
ボ
イ
コ
ッ
ト
且
暴
行

 
2
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
内
申
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
日

 
3
 
東
京
大
学
学
生
生
徒
処
分
之
儀
内
稟
 
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 

一
月
二
六
日

二
七
日
卒
業
式

明
治

一
六
年

一

○
白
り
自
∩
σ



㎜

九
 
同
上
に
付
文
学
部
准
助
教
授
有
賀
長
雄
辞
職
井
大
学
教
授
兼
理
学
部
長
菊
池
大
麗
諮
責
の
件

 
1
 
内
申
書
 
 
文
部
卿
福
岡
孝
弟
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
六
日

 
2
 
菊
池
大
麗
諺
責
書
案

9
自

4

0
0

一
〇
 
大
学
生
徒
暴
行
の
後
悔
悟
謹
慎
の
者
再
入
学
差
許
の
件

1
 
内
申
書
 
 
文
部
卿
大
木
喬
任
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明

治

一
七

年

一
月

一
五

日

り
白

4

0
0

 
大
学
教
授
等
其
担
任
の
学
科
に
限
り
公
衆
を
集
め
演
舌
を
為
す
の
件

1
 
東
京
大
学
教
授
等
其
担
任
の
学
科
に
限
り
政
治
に
属
す
る
も
の
を
除
き
適
宜
公
衆
を
集
め
学
術
演
舌
を
為
す

 
 
と
を
得
せ
し
め
ら
れ
度
儀
に
付
上
稟

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二

一
日

3
 
第
二
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二

一
日

り
自

只
U

1
⊥

一
二
 
宗
教
教
育
管
理
方
稟
請
の
件

 

1
 
宗
教
教
育
管
理
方
之
儀
伺

 

2
 
反
対
意
見

文
部
卿
大
木
喬
任
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
六
日

9
自

R
り

7
σ

一
三
 
御
用
掛
名
義
の
件

 

1
 
御
用
掛
名
義
之
に
付
伺
 
 
文
部
卿
大
木
喬
任

 

2
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
六
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
日

0
乙

ρ
)

∩
∪



一
四

町
村
教
育
費
の
件

1

町
村
教
育
費
の
儀
に
付
更
正
上
申

文
部
卿
大
木
喬
任

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
四
月

二
八
日

2

学
部
委
員
給
料
に
付
森
御
用
掛
電
報

明
治

一
八
年
四
月

一
二
日
～
四
月
二
四
日

3

回
議
書

明
治

一
八
年
四
月
三
○
日

り
白
ρ
U
り
白
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齪

〔
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〕

明
治

一
五
年

公
文
別
録

 
農
商
務
省

(
R

9

/

0

0

5
～

1

9

3

)

一

 
共
同
運
輸
会
社

へ
命
令
書
修
正
の
件

1
 
共
同
運
輸
会
社

へ
相
達
候
命
令
書
之
義
に
付
御
届
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
明
治

一
六
年
二
月
三
日

2
 
命
令
書
写
 
 
共
同
運
輸
会
社
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
日

3
 
農
商
務
省
届
共
同
運
輸
会
社

へ
相
達
候
命
令
書
の
義
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実

 

美
宛
 
 
明
治

一
六
年
二
月
二
七
日

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
三
月

一
九
日

5
 
第
二
局
通
牒
 
 
明
治

一
六
年
三
月

一
九
日

二
 
共
同
運
輸
会
社
資
本
増
額
の
件

 
1
 
共
同
運
輸
会
社
資
本
金
増
額
の
儀
に
付
上
申

 
 
 
一
五
年

一
一
月

一
日

 
2
 
明
治

一
五
年
七
月
二
六
日
農
商
務
省
命
令
書

 
3
 
資
本
金
増
額
に
付
請
願
 
 
共
同
運
輸
会
社

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

明
治

一
五
年

一
〇
月

∩
)
∩
)
0
0

∩
)
1
⊥

ρ
)



45

回
議
書

 
 
明
治

一
五
年

一
一
月

一
〇
日

第

一
局
伺

 

明
治

一
五
年

一
一
月
七

日

三
 
共
同
運
輸
会
社
汽
船
製
造
総
理
及
監
督
員
派
出
の
件

 
1
 
共
同
運
輸
会
社

へ
可
下
渡
汽
船
製
造
総
理
及
監
督
員
派
出
之
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

 
 
 
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
六
日

 
2
 
共
同
運
輸
会
社
社
長
宛
通
達
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

 
3
 

エ
ー

・
ア
ー
ル

・
ブ
ラ
ウ
ン
宛
通
達
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
六
日

 
5

第

一
局
上
申

 

明
治

一
五
年

一
二
月
二
六
日

太
政
大

(
)

0
白
0
0
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四
 
共
同
運
輸
会
社
汽
船
製
造
代
金
支
出
之
件

 
1
 
共
同
運
輸
会
社
汽
船
製
造
代
金
御
支
出
之
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
八
日

 
2
 
農
商
務
省
伺
共
同
運
輸
会
社
汽
船
製
造
代
金
支
出
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
農
商
務
卿
西
郷

 
 
 
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
九
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
五
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
五
日

五
 
東
京
商
船
学
校
地
所
建
物
購
求
の
件

O

Q
U
ハ0

0

4

4
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東
京
商
船
学
校
地
所
建
物
買
上
之
儀
に
付
伺

(附
図
共
)

宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

二
〇
日

回
議
書
 

 
明
治

一
五
年

一
二
月

二
二
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二

一
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

六
上
士
族
の
勧
業
資
本
金
と
し
て
支
出
す
べ
き
金
額
の
件
に
付
地
方
官
尋
問
の
際
告
答
す
べ
き
要
領
の
件

12345

地
方
官
尋
問
の
際
告
答
す
べ
き
要
領

勧
業
資
本
金
取
扱
方
法
内
規
 
 
明
治

一
五
年
五
月

上
奏
書
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
〇
日

回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
六
月

一
三
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
六
月

0

戻
.)
-
⊥

六
下
士
族
勧
業
資
本
金
繰
替
支
出
方
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
繰
替
支
出
之
儀
に
付
内
申

 
 
 

一
五
年
八
月

一
二
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
八
月

一
六
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
八
月

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

0

只
.)
0
σ

七
 
福
島
県
下
旧
会
津
藩
士
族
授
産
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
旧
会
津
藩
士
族
授
産
資
本
金
貸
下
の
儀
伺
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義

・
大
蔵
卿
松
方
正
義

・
農
商
務
卿
代
理
山

0

ρ
)
0
∂
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田
顕
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
八
月

一
六
日

旧
会
津
藩
士
族
授
産
資
本
金
拝
借
之
儀
に
付
上
申

福
島
県
令
三
島
通
庸

明
治

一
五
年
六
月

旧
会
津
藩
士
族
来
歴
の
概
略

回
議
書

明
治

一
五
年
九
月
二
日

第

一
局
上
申

明
治

一
五
年
八
月
二
四
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

135第9リ ー ル

八

同
就
産
恩
貸
金
に
対
す
る
事
業
方
法
の
件

1

旧
若
松
藩
士
族
就
産
恩
貸
金
に
対
す
る
事
業
方
法
上
申

農
商
務
卿
西
郷
従
道

明
治

一
五
年

一
二
月
二
○
日

2

旧
会
津
藩
士
族
就
産
恩
貸
金
に
対
す
る
事
業
方
法
之
事

明
治

一
五
年

一
一
月
二
八
日

3

旧
会
津
藩
士
族
授
産
収
支
計
算
方
法

福
島
県

4

元
会
津
藩
士
族
授
産
公
債
証
書
買
入
并
利
倍
法

福
島
県

5

授
産
資
本
金
返
納
方
法

福
島
県

6

旧
会
津
藩
士
族
授
産
資
本
金
貸
下
并
返
納
概
表

福
島
県

7

旧
会
津
藩
士
族
六
業
収
益
明
細
表

福
島
県

8

回
議
書

明
治

一
五
年

一
二
月
二
三
日

9

第

一
局
上
申

明
治

一
五
年

一
二
月
二
二
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

福
島
県
令
三
島
通
庸

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

0

7
-
0
σ
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〕

明
治

一
五
年

公
文
別
録

 
農
商
務
省

二

(
R

9

/

1

9

5

～

3

7

6

)

九
 
鳥
取
県
士
族
授
産
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
鳥
取
県
士
族
授
産
資
本
金
貸
下
方
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

 
 
 
七
月

一
四
日

 
2
 
士
族
授
産
費
之
儀
稟
請
 
 
鳥
取
県
令
山
田
信
道
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年
七
月

一
四
日

 
3
 
士
族
授
産
予
算
書
 
 
鳥
取
県

 
4
 
士
族
授
産
収
支
予
算
仕
訳
書
 
 
鳥
取
県

 
5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
九
月
八
日

 
6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
九
月
八
日

 
7
 
鳥
取
県
士
族
授
産
費
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

 
 
 

一
〇
月

一
一
日

8
 
士
族
授
産
費
の
儀
稟
請
 
 
鳥
取
県
知
事
山
田
信
道
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年
九
月
二
二

 
 
 
日

 
9
 
士
族
授
産
費
予
算
仕
訳
書
 
 
鳥
取
県

 
10
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月

一
九
日

1
1
Q
)
Q
O



11
 

第

一
局
上
申

 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月

一
六

日

一
〇
 
鳥
取
県
士
族
北
海
道
移
住
の
件

 

1
 
鳥
取
県
士
族
北
海
道
移
住
の
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五

 
 
 

年
九
月

一
一
日

 

2
 
士
族
移
住
の
儀
上
申
 
 
鳥
取
県
知
事
山
田
信
道
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年
六
月
二
二
日

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
九
月

一
四
日

 

4
 
第

一
、
二
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
九
月

一
二
日

9
白
7
8
8
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一
一

 
大
阪
府
下
旧
岸
和
田
藩
士
族
授
産
資
金
貸
下
の
件

1
 
旧
岸
和
田
藩
士
族
授
産
資
金
貸
下
方
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
明
治

一
五
年
九
月
九
日

2
 
旧
岸
和
田
藩
士
族
授
産
資
御
貸
下
方
伺
 
 
大
阪
府
知
事
建
野
郷
三
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一

 
 
五
年
五
月

一
七
日

3
 
授
産
資
本
概
算
書

4
 
就
産
心
得

・
郡
長
心
得
他

5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月
二
日

6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年
九
月
三
〇
日

一
二
 
岡
山
県
下
吉
備
開
墾
資
金
貸
下
の
件

0
乙

8

民
」

0
0

9
白
只
」



鵬

 
 
1
 
岡
山
県
吉
備
開
墾
資
金
貸
下
之
儀
に
付
内
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 
 
一
五
年

一
〇
月

一
六
日

 
 
2
 
拝
借
金
貸
与
の
義
上
申
 
 
岡
山
県
令
高
崎
五
六
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年
五
月
九
日

 
 
6
 
歎
願
書
 
 
吉
備
開
墾
社
 
 
明
治

一
五
年
四
月

一
一
日

 
 
7
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

=

月
六
日

 
 
8
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
四
日

一
三
 
石
川
県
下
加
賀
国
石
川
郡
専
光
寺
村
地
先
等
開
墾
資
金
貸
下
の
件

 
 
1
 
開
墾
資
金
貸
下
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
一
一
月

 
 
 

二
四
日

 

2
 
旧
金
沢
藩
士
族
の
内
開
墾
等
起
業
に
付
資
金
拝
借
方
出
願
に
付
伺
 
 
石
川
県
令
代
理
大
越
亨
 
農
商
務
卿

 
 
 

西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年
四
月

一
一
日

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
八
日

 

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
二
五
日

一
四
 
長
崎
県
下
旧
佐
賀
藩
家
録
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
金
貸
下
の
件

 

1
 
家
録
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実

 
 
 

美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月
三
〇
日

 

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
三
日

 

3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
一
日

0
0

ρ
)

0
0

Q
J

7
」
0
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〕

明
治

一
六
年

公
文
別
録

(
R

10
/

0

0

5
～

2

9

6
)

農
商
務
省
 

一
月
二
月

一

 
士
族
授
産
勧
業
資
本
金
之
内
両
部
北
海
道
移
住
士
族
の
為
め
要
す
る
費
用
予
算
調
書
の
件

1
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
御
届
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
八
日

 
 
定

 
 
 
付
 
北
海
道

へ
士
族
移
住
費
予
算

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
九
日

3

第

一
局
通
牒

 

明
治

一
六
年

一
月

一
二
日

別
紙
予
算
策

(
∪

0

0
0
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二
 
福
岡
県
下
旧
藩
士
族
卒
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実

 
 
 
美
宛
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
八
日

2
 
管
下
旧
藩
々
廃
禄
者
授
産
金
の
義
に
付
上
申
 
 
福
岡
県
令
渡
辺
国
武
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

 
 
 
一
四
年

一
一
月
二
五
日

3
 
廃
禄
の
者
共
授
産
金
御
貸
下
の
儀
上
申
 
 
福
岡
県
令
渡
辺
清
 
農
商
務
卿
河
野
敏
鎌
宛
 
 
明
治

一
四
年

 
 

六
月
二
三
日

∩
∪
1

4



幽

 

4
 
福
岡
県
炭
鉱
社
規
則

 

5
 

コ
ー
ク
ス
製
造
所
構
造
及
器
械
代
予
算

 
6
 
授
産
金
拝
借
願
 
 
安
藤
圭
次
郎
他
 
福
岡
県
令
渡
辺
国
武
宛
 
 
明
治

一
四
年

一
一
月

一
四
日
他
四
通

 
7
 
授
産
金
拝
借
願
 
 
向
野
弥

一
他
 
福
岡
県
令
渡
辺
清
宛
 
 
明
治

一
四
年
七
月

一
五
日

 
 
 
 
付
 
資
金
拝
借
願
姓
名
簿

 
8
 
開
墾
に
付
資
本
金
願
 
 
樋
口
章
太
郎
他
 
 
明
治

一
四
年
二
月
二
二
日

 
9
 
福
岡
県
管
下
旧
藩
々
廃
禄
者
授
産
金
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
省
野
本
御
用
係
 
農
商
務
省
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
五
年

一
二
月

一
八
日

 
10
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
五
日

 
11
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
五
日

三
 
熊
本
県
士
族
授
産
の
為
あ
開
墾
資
金
貸
下
の
件

 
1
 
士
族
授
産
之
為
め
開
墾
資
金
貸
下
之
儀
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
明
治

一
五

 
 
 
年

一
二
月
二
七
日

 
2
 
開
墾
資
金
拝
借
之
儀
に
付
伺
 
 
熊
本
県
令
富
岡
敬
明
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

 
 
 

一
三
日

3
 
士
族
授
産
の
為
原
野
開
墾
資
金
之
義
に
付
伺
 
 
熊
本
県
令
富
岡
敬
明
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

 
 
 
一
五
年

=

月
六
日

 
 
 
 
付
 
開
墾
主
旨

・
開
墾
社
則

・
予
算
書

 
4

回
議
書

 

明
治

一
六
年

一
月

一
九
日

1
⊥

バ
怯

ρ
U
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5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
二
日

四
 
鹿
児
島
県
士
族
授
産
の
為
め
製
糖
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
製
糖
資
本
金
鹿
児
島
県

へ
貸
下
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 

一
六
年

一
月
三

一
日

 
2
 
製
糖
資
本
金
御
貸
下
之
儀
に
付
上
申
 
 
鹿
児
島
県
令
渡
辺
千
秋
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六

 
 
 
年

一
月
八
日

 
3
 
製
糖
資
金
拝
借
之
件
に
付
歎
願
書
 
 
鹿
児
島
県
士
族
木
村
休
太
郎
他

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
二
月
六
日

 
5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
二
月
五
日

五
 
鳥
取
県
士
族
北
海
道

へ
移
住
処
分
の
件

 
1
 
鳥
取
県
士
族
北
海
道
移
住
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
六
年
二
月
二
日

 
2
 
鳥
取
県

へ
達
案

 
3
 
士
族
移
住
之
義
に
付
上
申
 
 
札
幌
県
令
調
所
広
文
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
〇

 
 
 
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
六
日

 
5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
二
月
六
日

-
⊥

ρ
U

O
O

り
白
9
白
民
U
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六
 
秋
田
県
下
旧
久
保
田
藩
士
族
へ
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

 
 
 
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
七
日

 
2
 
士
族
就
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
願
 
 
秋
田
県
令
石
田
英
吉
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

 
 
 
二
月

一
七
日

 
3
 
就
産
金
拝
借
之
儀
再
願
 
 
田
代
綱
振
他
 
 
明
治

一
四
年
九
月

一
〇
日

 
4
 
数
回
請
願
手
続
書

 
5
 
桑
畑
開
墾
製
糸
養
蚕
概
算
見
込
書

6
 
荒
蕪
部
地
開
拓
等
概
算
表

7
 
桑
畑
開
墾
着
手
初
年
度
よ
り
二
五
年
目
ま
で
年
々
得
益
消
費
差
引
立
概
算
予
算
調

8
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
九
日

9
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
二
月

太
政
大
臣
三
条
実

明
治

一
四
年

一

り
白
0
0

R
)
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明
治

一
六
年

公
文
別
録

(
R

10

/

2

9

8

～

4

7

7

)

農
商
務
省
 
三
月
四
月

士
族
北
海
道
移
住
経
費
支
弁
方
の
件

1
 
士
族
北
海
道
移
住
経
費
支
弁
筋
之
儀
に
付
上
申

 
 
治

一
六
年

一
月
二
七
日

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
三
日

3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
三
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

0
0

∩
)

コ
⊥
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二
 
長
崎
県
下
旧
佐
賀
藩
元
卒
族
就
産
方
法
の
件

 
1
 
長
崎
県
下
旧
佐
賀
藩
元
卒
族
就
産
方
法
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 

明
治

一
六
年
二
月
二
〇
日

 
2
 
海
面
新
開
地
予
算
書
之
義
に
付
上
申
 
 
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

 
 
 
一
月
二

一
日

3
 
長
崎
県
下
肥
前
国
佐
賀
郡
沿
海
綿
畑
新
開
地
汐
溜
堤
新
築
経
費
予
算
表
 
 
久
保
源
吾
 
 
明
治

一
六
年

一

 
 

月

一
九
日

4
 
同
累
年
収
支
予
算
表
 
 
久
保
源
吾
 
 
明
治

一
六
年

一
月

一
九
日

Q
U
O

R
り



幽

5

回
議
書

明
治

一
六
年
二
月
二
七

日

6

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
二
月

二
六

日

三

鹿
児
島
県
士
族
授
産
の
為
め
牧
羊
資
金
貸
下
の
件

1

士
族
授
産
の
為
め
牧
羊
資
金
貸
下
之
義
に
付
上
申

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
二
月
二
二
日

2

牧
羊
資
金
拝
借
之
義
に
付
上
申

鹿
児
島
県
令
渡
辺
千
秋

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六
年

一

月

一
七
日

3

鹿
児
島
県
士
族
授
産
の
為
め
牧
羊
資
金
拝
借
之
義
に
付
歎
願
書

伊
集
院
兼
盛
他

明
治

一
六
年

一
月

4

鹿
児
島
県
下
口
之
永
良
部
島
牧
羊
予
算
書

伊
集
院
兼
盛

5

回
議
書

明
治

一
六
年
三
月
六
日

6

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
三
月
六
日

0
0

り
乙

-
↓

四

山
形
県
下
旧
米
沢
藩
士
族
小
田
島
倫
右
衛
門
等

へ
産
業
資
金
貸
下
の
件

1

山
形
県
下
旧
米
沢
藩
士
族
小
田
島
倫
右
衛
門
等
百
八
名
産
業
資
本
金
貸
下
願
の
儀
に
付
処
分
方
伺

農
商

務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
二
月

一
二
日

2

産
業
資
本
金
貸
下
願
之
義
に
付
伺

山
形
県
令
三
島
通
庸

農
商
務
卿
河
野
敏
鎌
宛

明
治

一
四
年
四

月
二
二
日

3

産
業
資
本
金
貸
下
之
願

小
田
島
倫
右
衛
門
他

明
治

一
五
年

一
一
月
二
七
日

4

回
議
書

明
治

一
六
年
三
月
二
七
日

Q
U

7
8
0
0



5

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
三
月

五

石
川
県
士
族
原
茂
政
勧
業
資
金
貸
下
の
件

1

石
川
県
士
族
原
茂
政
拝
借
金
願
に
付
処
分
方
伺

治

一
六
年
二
月

一
二
日

234567

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明

拝
借
金
願
に
付
伺

石
川
県
少
書
記
官
大
越
亨

農
商
務
卿
河
野
敏
鎌
宛

明
治

一
四
年
七
月

一
三
日

禄
高
引
直
願
に
付
伺

石
川
県
令
千
坂
高
雅

内
務
卿
松
方
正
義
他
宛

明
治

一
三
年
七
月
二
七
日

御
救
助
金
御
貸
渡
願
に
付
再
願

原
茂
政

石
川
県
令
千
坂
高
雅
宛

明
治

一
四
年
六
月
二
○
日

御
救
助
金
御
貸
渡
願

原
茂
政

石
川
県
令
千
坂
高
雅
宛

明
治

一
三
年

一
二
月
二
二
日

回
議
書

明
治

一
六
年
三
月
二
七
日

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
三
月

0
0

0
0

只
.)
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六

青
森
県
下
旧
斗
南
藩
士
族
資
金
貸
下
の
件

1

旧
斗
南
藩
士
族
授
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
伺

明
治

一
六
年
三
月
二
九
日

2

旧
斗
南
藩
士
族
授
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
伺

一
六
年

一
月
八
日

3

就
産
資
金
拝
借
之
儀
歎
願
書

桜
井
政
衛

付

予
算
書

・
予
算
仕
訳
書
他

4

回
議
書

明
治

一
六
年
四
月

一
七
日

農
商
務
卿
代
理
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

青
森
県
令
郷
田
兼
徳

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

青
森
県
令
郷
田
兼
徳
宛

明
治

一
五
年
八
月

0
0
Q
)
0
0



 

 

5
 

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
四
月

一
六

日

幽
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明
治

一
六
年

公
文
別
録

(
R

11

/

0

0

5

～

1

2

3

)

農
商
務
省

五
月
六
月

一

共
同
運
輸
会
社
欧
洲
に
於
て
汽
船
購
入
資
金
流
融
の
件

0

(U
OO

1

欧
洲
に
於
て
資
金
流
融
之
儀
に
付
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道

・
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美

宛

明
治

一
六
年
五
月
四
日

2

欧
洲
に
於
て
資
金
流
融
之
儀
に
付
願

副
社
長
遠
武
秀
行

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六
年
四

月
三
○
日

3

回
議
書

明
治

一
六
年
五
月
四
日

4

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年
五
月
四
日

147第11リ ー ル

二

秋
田
県
下
旧
秋
田
藩
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
の
件

1

家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
の
義
に
付
上
申

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実

美
宛

明
治

一
六
年
二
月

一
五
日

2

秋
田
県
管
下
旧
秋
田
藩
元
準
卒
産
業
資
本
金
拝
借
願
の
儀
に
付
上
申

大
蔵
省
野
本
御
用
掛
他

農
商
務

省
宮
島
権
大
書
記
官
他
宛

明
治

一
五
年

一
二
月

一
八
日

3

産
業
資
本
金
拝
借
願
之
義
に
付
上
申

秋
田
県
令
石
田
英
吉

内
務
卿
松
方
正
義
宛

明
治

一
四
年
三

(
U

O
自
り
白



協

456

月

一
七
日

資
本
金
拝
借
願
他
 
 
榊
孫
左
衛
門

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

秋
田
県
令
石
田
英
吉
宛
 

 
明
治

一
四
年

一
月

一
八

日

三
 
山
口
県
下
旧
豊
浦
藩
元
神
官
就
産
資
金
貸
下
の
件

 
1
 
山
口
県
下
旧
豊
浦
藩
元
神
官
就
産
資
金
拝
借
の
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
代
理
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大

 
 
 
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
四
月
五
日

 
2
 
旧
豊
浦
藩
元
神
官
就
産
資
金
拝
借
願
の
件
上
申
 
 
山
口
県
令
原
保
太
郎
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明

 
 
 
治

一
六
年
四
月
五
日

 
 
 
付

 
就
産
資
金
拝
借
之
儀
に
付
上
申
 
 
西
島
満
他
 
 
明
治

一
四
年

一
〇
月

一
九
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月

一
四
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

四
 
大
分
県
下
旧
中
津
藩
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
家
禄
の
処
分
に
源
因
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実

 
 
 
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
五
日

 
2
 
大
分
県
管
下
旧
中
津
藩
帯
刀
格
譜
代
中
間
の
者
起
業
資
金
拝
借
出
願
に
付
申
立
書
 
 
大
蔵
省
野
本
御
用
掛

 
 
 
他
 
農
商
務
省
宮
島
権
大
書
記
官
他
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
六
日

 
3
 
旧
中
津
藩
帯
刀
格
譜
代
中
間
等
の
者
起
業
資
金
拝
借
出
願
に
付
申
立
書
 
 
大
分
県
令
西
村
亮
吉
 
農
商
務

0

00
Q
)

∩
)
4

0
U



 

卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
五
年
三
月

一
日

 

 
付

 
起
業
資
金
拝
借
願
 
 
明
治

一
五
年
二
月
九
日

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月

一
三
日

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
六
月

ルト蜘囎
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明
治

一
六
年

公
文
別
録

農
商
務
省
 
自
七
月
至

一
一
月

(
R

11

/

1

2

5

～

2

8

9

)

一
共
同
運
輸
会
社
汽
船
購
入
資
金
と
し
て
私
債
を
英
国
倫
敦
於
て
起
す
に
当
り
仕
払
手
形
調
印
方
の
件

1
 
倫
敦
に
於
て
汽
船
購
入
資
金
流
融
之
義
に
付
上
申

 

明
治

一
六
年
八
月
七
日

 
 

㈹
 
共
同
運
輸
会
社
取
締
役
堀
基
願
書

・
電
報

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
七
日

3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
八
月

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

1
⊥

9
白

0
0

二
 
同
社
汽
船
購
入
資
金
借
入
定
約
整
理
汽
船
八
隻
直
に
製
造
着
手
の
件

 
ｌ
 
共
同
運
輸
会
社
汽
船
購
入
資
金
借
入
之
義
に
付
稟
申
 
 
農
商
務
卿
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋

 
 

臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
八
日

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
五
日

3

第

一
局
上
申

 

明
治

一
六
年

一
〇
月
九
日

太
政
大

1
⊥

0
0

に
」

三
 
船
舶
保
検
事
業
興
起
の
件

-
⊥

Q
U

O
O



1234

船
舶
保
険
事
業
興
起
之
義
に
付
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

月
三

一
日

付

東
京
海
上
保
険
会
社
条
款
他

西
洋
形
船
舶
検
査
所
設
置
之
儀
に
付
追
申

農
商
務
卿
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋

美
宛

明
治

一
六
年

一
○
月
二
二
日

回
議
書

明
治

一
六
年

一
○
月
二
二
日

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
○
月
二
二
日

付

船
舶
保
険
の
事
業
を
興
起
し
及
ひ
船
舶
検
査
所
を
設
置
す
る
の
議
に
付
意
見

明
治

一
六
年
五

太
政
大
臣
三
条
実

151第11リ ー ル

四

愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
貸
下
の
件

1

愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
貸
下
の
件
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
五
月

一
八
日

付

愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
家
禄
損
減
金
計
算
書

2

旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
拝
借
之
義
に
付
伺

愛
媛
県
令
関
新
平

農
商
務
卿
河
野
敏
鎌
宛

明
治

一

四
年
七
月

付

嘆
願
書

東
誼

一
他

愛
媛
県
令
関
新
平
宛

明
治

一
四
年
六
月

3

旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
拝
借
之
義
に
付
上
申

県
令
関
新
平
代
理
愛
媛
県
令
少
書
記
官
湯
川
彰

農
商

務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
四
年

一
二
月

一
四
日

付

資
本
金
御
貸
下
之
儀
に
付
奉
願

岩
田
儀
平
他

一
四
名

愛
媛
県
令
関
新
平
宛

明
治

一
四
年

一
一
月

-
⊥

R
U

O
白



雌

 
4
 
身
分
復
旧
書
類
 
 
宮
島
農
商
務
書
記
官
 
井
上
太
政
官
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月
三
〇
日

 
 
 
付

 
一
件
書
類

 
5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月
九
日

 
6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
七
月

五
 
秋
田
県
下
旧
久
保
田
藩
士
族
勧
業
資
金
下
渡
方
の
件

 
1
 
秋
田
県
士
族
授
産
資
金
貸
渡
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

 
 
 
一
六
年
七
月

一
八
日

 
2
 
士
族
就
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
上
申
 
 
秋
田
県
令
赤
川
憩
助
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

 
 

五
月
七
日

 
 
 
付

 
就
産
資
金
御
下
渡
之
儀
に
付
願
 
 
田
代
綱
振
他
 
秋
田
県
令
赤
川
？
助
宛
 
 
明
治

一
六
年
四
月

 
 
 
 
 

二
五
日

 
 
 
 
 

荒
蕪
地
開
拓
桑
葉
出
目
製
糸
養
蚕
概
算
表

・
予
算
表
他
共

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
二
三
日

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
八
月

-
⊥

O

U
り
乙
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明
治

一
六
年

公
文
別
録

(
R

11

/

2

9

1

～

4

3

5

)

農
商
務
省
 

一
二
月

 
船
舶
検
査
所

に
係
る
費

用
年
度
区
分

の
件

1
 

船
舶
検
査
所

に
係
る
費

用
年
度
区
分
之
義

に
付
上
申

 

 
明
治

一
六
年

一
一
月

二
四
日

2
 

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

二
七

日

3
 

第

一
局
上
申

 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

二
七

日

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

り
白
0
σ
只
U
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二
 
士
族
勧
業
資
本
金
取
扱
順
序
内
定
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
取
扱
順
序
御
内
定
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

・
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大

 
 

臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
九
月
四
日

 
2
 
士
族
勧
業
資
本
金
取
扱
為
御
内
定
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
権
大
書
記
官
宮
島
信
吉
 
太
政
官
大
書
記
官

 
 

井
上
廉

・
太
政
官
権
大
書
記
官
大
谷
清
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
九
日

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二
〇
日

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二
〇
日

り
白
0
σ
Q
U



嗣

三
 
愛
媛
県
下
旧
今
治
藩
元
卒
の
内

へ
産
業
資
本
金
貸
下
の
件

 

1
 
産
業
資
本
金
貸
下
の
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
四
日

 

2
 
旧
今
治
藩
元
卒
産
業
資
本
金
御
貸
算
之
義
伺
 
 
愛
媛
県
令
関
新
平
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
六
年
四
月
九
日

 
 
 
 
付
 
御
扶
助
金
拝
借
願
井
に
勧
業
の
儀
嘆
願
 
 
有
田
正
平
他

一
名
 
愛
媛
県
令
関
新
平
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
 
 
 
六
年

一
月

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
四
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

四
 
山
口
県
下
旧
豊
浦
藩
元
神
官
勧
業
資
金
下
渡
方
の
件

 
1
 
山
口
県
下
旧
豊
浦
藩
元
神
官
勧
業
資
金
貸
下
方
の
義
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
〇
日

 
2
 
就
産
拝
借
金
に
付
其
事
業
井
抵
当
等
之
儀
に
付
上
申
 
 
山
口
県
令
原
保
太
郎
代
理
山
口
県
大
書
記
官
近
藤

 
 
 
幸
止
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年
九
月

一
七
日

 
 
 
 
付
 
請
願
書
 
 
佐
伯
勝
熈

・
西
島
満
 
山
口
県
令
原
保
太
郎
宛
 
 
明
治

一
六
年
九
月
七
日

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
四
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

五
 
石
川
県
士
族
原
茂
政

へ
勧
業
資
金
下
渡
方
の
件

0
0

(
∪

只
U

0
0

り
白
=
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Q
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Q
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石
川
県
下
原
茂
政
勧
業
資
本
金
下
渡
願
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
一
月
二
〇
日

勧
業
資
本
金
御
下
渡
願
に
付
目
的
書
上
申
 
 
石
川
県
令
岩
村
高
俊
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一

六
年
八
月

一
七
日

 
付
 
歎
願
書
 
 
原
茂
政

・
平
尾
右
平
太
 
石
川
県
令
岩
村
定
高
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
五
日

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
四
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

155第llリ ー ル

六
 
徳
島
県
旧
士
族
稲
田
邦
植
元
家
来
授
産
資
金
貸
下
の
件

 
Ⅰ
 
徳
島
県
旧
士
族
稲
田
邦
植
元
家
来
授
産
資
金
貸
与
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条

 
 
 
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月
二
〇
日

 
2
 
徳
島
県
旧
士
族
稲
田
邦
植
家
来
先
規
奉
公
人
此
迄
姿
取
扱
の
者
授
産
金
拝
借
願
の
件
 
 
大
蔵
省
野
本
権
少

 
 
 
書
記
官
他
 
農
商
務
省
宮
島
権
大
書
記
官
他
宛
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
〇
日

 
3
 
徳
島
県
旧
士
族
稲
田
邦
植
家
来
先
規
奉
公
人
此
迄
姿
取
扱
之
者
授
産
金
拝
借
願
之
件
 
 
大
蔵
省
野
本
権
少

 
 
 
書
記
官
他
 
農
商
務
省
宮
島
権
大
書
記
官
他
宛
 
 
明
治

一
六
年
七
月
二
四
日

 
4
 
授
産
金
拝
借
願
の
義
に
付
上
申
 
 
徳
島
県
令
酒
井
明
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月

 
5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
四
日

 
6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

七
 
高
知
県
士
族
就
産
衛
生
事
務
拡
張
の
為
あ
学
校
建
築
費
と
し
て
貸
下
け
金
棄
損
の
件

Q
J
4

り
白

0
0

ρ
)
ρ
)
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12345

高
知
県
拝
借
金
棄
損
の
義
に
付
内
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
一
日

拝
借
金
之
儀
に
付
上
申
 
 
高
知
県
令
田
辺
良
顕
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

別
紙
農
商
務
省
内
申
送
附
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
四

日回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
八
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
七
日

八
 
愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
拝
借
人
及
金
額
憎
加
の
件

 
1
 
愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
拝
借
人
負
及
金
員
増
加
之
義
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣

 
 
 
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二
四
日

 
2
 
愛
媛
県
管
下
旧
大
洲
藩
元
卒
村
上
直
見
矢
野
定
衛
産
業
資
本
金
拝
借
之
義
追
加
出
願
之
件
 
 
大
蔵
省
野
本

 
 
 
権
少
書
記
官
他
 
農
商
務
省
宮
島
権
大
書
記
官
他
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
一
日

 
3
 
旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
本
金
拝
借
出
願
人
負
中
弐
負
分
相
違
に
付
追
加
御
貸
下
之
義
上
申
 
 
県
令
代
理
愛

 
 
 
媛
県
大
書
記
官
湯
川
彰
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
五
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二
五
日

 
5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
二
五
日

Q
J

7
σ

只
U

九
 
福
岡
県
下
旧
千
束
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
下
渡
方

の
件

 
1
 
福
岡
県
下
旧
千
束
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
て
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申

農
商
務
卿
西
郷

Q
U
O
O

∩
乙
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従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月
二

一
日

廃
禄
者
勧
業
資
本
金
御
貸
下
抵
当
の
義
に
付
上
申

福
岡
県
令
岸
良
俊
介

明
治

一
六
年

一
一
月

一
二
日

付

結
社
大
意

・
社
則

回
議
書

明
治

一
六
年

一
二
月
二
五
日

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
二
月

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

157第11リ ー ル

一
○

三
重
県
下
旧
津
藩
廃
禄
卒
授
産
金
貸
下
の
件

1

三
重
県
下
旧
津
藩
廃
禄
卒
授
産
金
貸
渡
方
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月
二
四
日

2

授
産
之
義
に
付
伺

三
重
県
令
代
理
三
重
県
大
書
記
官
下
山
尚

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六

年
九
月
六
日

付

授
産
金
拝
借
願
及
授
産
方
添
書

安
濃
郡
津
方
町
前
川
幹

一
郎

三
重
県
令
岩
村
定
高
宛

明

治

一
六
年
八
月
二
八
日

3

旧
卒
授
産
之
儀
に
付
伺

三
重
県
令
岩
村
定
高

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六
年
四
月
二
五
日

4

三
重
県
下
旧
津
藩
他
三
藩
元
卒
産
業
資
金
拝
借
の
儀

野
本
大
蔵
省
御
用
掛

宮
島
農
商
務
権
大
書
記
官

他
宛

明
治

一
六
年

一
月
二
五
日

付

三
重
県
下
旧
津
藩
元
卒
族
家
禄
損
減
金
概
計
他

5

管
下
旧
廃
卒
授
産
之
儀
に
付
伺

三
重
県
令
岩
村
定
高

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
五
年
八
月

二
九
日

4
0
0
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6

回
議
書

明
治

一
六
年

一
二
月

二
六

日

7

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
二
月
二
五
日
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明
治

一
七
年

公
文
別
録

 
農
商
務
省

自

一
月
至
三
月

(
R

12

/

0

0

5

～

0

9

8

)

ルト靴鵬

一

一

 
福
島
県
下
猪
苗
代
湖
疏
水
工
費
増
額
金
繰
戻
方
の
件

1
 
猪
苗
代
湖
疏
水
工
費
増
額
金
繰
戻
方
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

 
 
六
年
八
月
三
〇
日

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
月
七
日

3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

4
 
猪
苗
代
湖
疏
水
工
費
増
額
金
繰
替
支
出
之
分
戻
入
方
請
求
之
義
に
付
再
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政

 
 
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月

一
二
日

5
 
大
蔵
卿
山
県
有
朋
通
達
 
 
第

一
局
掛
参
議
福
岡
孝
弟
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二
八
日

6
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月

一
日

7
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
九
日

 
 
 
付
 
参
照
第

一 
 

最
前
農
務
省
上
申
書
 
 
明
治

一
六
年
八
月
三
〇
日

 
 
 
 
　
参
照
第
二
 
 
第

一
局
議
案

 
 
 
 
　
参
照
第
三
 
 
第

一
局
議
案

 
 
 
 
　
参
照
第
四
 
 
第

一
局
掛
参
議
よ
り
農
商
務
卿

へ
照
会
書
 
 
第

一
局
掛
山
県
参
議
 
農
商
務
卿
代

0
0

8



㎜

 
 
 
 
 
 
理
山
田
内
務
卿
宛
 
 

一
五
年
八
月
三
日

参
照
第
五
 
 
猪
苗
代
湖
疏
水
工
費
増
額
御
渡
残
御
支
出
之
儀
伺

参
照
第
六
 
 
福
島
県
下
猪
苗
代
湖
疏
水
経
費
増
額
の
儀
伺

明
治

一
五
年

五
月

一
日

二
 
佐
賀
県
下
佐
賀
郡
士
族
授
産
金
処
分
方
の
件

 
1
 
佐
賀
県
下
佐
賀
郡
士
族
授
産
金
処
分
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
七
年

一
月

一
九
日

2
 
佐
賀
郡
士
族
授
産
金
の
義
に
付
伺
 
 
佐
賀
県
令
鎌
田
景
弼
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

一

 
 
 
一
月
四
日

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
月
二
四
日

4
 
第

一
局
上
申
 
 
大
蔵
省
浦
書
記
及
野
本
書
記
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
月
二
三
日

三
 
東
京
府
士
族
勧
業
資
本
金
乙
部
配
附
金
残
額
準
備
金

へ
組
込
の
件

 
1
 
東
京
府
士
族
勧
業
資
本
金
乙
部
配
附
金
残
額
準
備
金

へ
組
込
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太

 
 
 
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二

一
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
九
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
二
月

四
 
秋
田
県
士
族
桜
田
誠

一
郎
外

=
二
名
勧
業
資
本
金
貸
下
の
件

 
1
 
秋
田
県
士
族
桜
田
誠

一
郎
外
拾
三
名
勧
業
資
本
金
下
渡
方
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実

(
∪

0
白
(
U

∩
)

0
0

0
乙

∩
V

Q
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民
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美
宛

明
治

一
七
年

一
月

一
七
日

付

指
令
案

秋
田
県
下
旧
秋
田
藩
士
族
産
業
資
金
拝
借
願
之
件

大
蔵
省
野
本
権
少
書
記
官

・
浦
権
大
書
記
官

農
商

務
省
宮
島
権
大
書
記
官

・
奥
少
書
記
官

・
大
槻
権
少
書
記
官
宛

明
治

一
六
年

一
二
月

一
一
日

秋
田
県
下
旧
秋
田
藩
士
族
家
禄
損
減
金
概
計

就
産
資
金
拝
借
再
願
の
義
に
付
伺

秋
田
県
令
赤
川
？
助

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六
年
七

月
三
○
日

就
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
副
申

秋
田
県
令
赤
川
?
助

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六
年
七
月

就
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
再
懇
願

秋
田
県
士
族
神
尾
永
之
助
他

一
四
名

秋
田
県
令
赤
川
?
助
宛

明
治

一
六
年
五
月

付

収
没
家
禄
金
精
算
書

・
送
付
状

秋
田
県
令
赤
川
?
助

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
六

年

一
一
月
二
日

回
議
書

明
治

一
七
年
三
月

一
三
日

第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
三
月

161第12リ ー ル

五

富
山
県
下
旧
富
山
藩
士
族
官
金
貸
与
出
願
に
付
処
分
方
の
件

1

旧
富
山
藩
士
族
官
金
貸
与
出
願
に
付
処
分
方
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明

治

一
七
年

一
月

一
七
日

付

指
令
案

・
別
紙
合
格
之
者

2

旧
富
山
藩
士
族
官
金
貸
与
出
願
之
件

大
蔵
省
野
本
権
少
書
記
官

・
浦
権
大
書
記
官

農
商
務
省
宮
島
権

(
U

民
」

7
ー
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大
書
記
官

・
奥
少
書
記
官

・
大
槻
権
少
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
二
二
日

 
付
 
別
紙
合
格
之
者

・
旧
富
山
藩
士
族
合
格
之
者
家
禄
損
減
金
概
計

・
旧
富
山
藩
士
族
不
合
格
者
之

一
ヶ

 
 
 
年
当
禄
高

官
金
貸
与
之
儀
出
願
に
付
伺
 
 
富
山
県
令
国
重
正
文
 
内
務
卿
山
田
顕
義
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月
八
日

旧
富
山
藩
卒
永
世
取
続
方
之
義
に
付
願
 
 
旧
富
山
藩
卒

一
五
八
名
総
代
藤
江
清
貞
他
七
名
 
富
山
県
令
国

重
正
文
宛
 
 
明
治

一
六
年
七
月
二
〇
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

=
二
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

六
 
山
形
県
旧
米
沢
藩
士
族
小
田
島
倫
右
衛
門
等
産
業
資
本
金
下
渡
の
件

 
1
 
山
形
県
下
旧
米
沢
藩
士
族
小
田
島
倫
右
衛
門
等
百
八
名
産
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西

 
 
 
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
八
日

 
 
 
 
付
 
指
令
案

 
2
 
産
業
資
本
金
下
渡
願
之
儀
に
付
伺
 
 
山
形
県
令
折
田
平
内
代
理
山
形
県
少
書
記
官
横
川
源
蔵
 
農
商
務
卿

 
 
 
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月
八
日

 
 
 
 
付
 
漆
桑
樹
栽
培
申
合
規
則
写
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
九
日

 
4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

0

7
8
Q
U

七
 
福
岡
県
下
旧
福
岡
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
勧
業
資
本
金
下
渡
方
の
件

∩
U
O
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O
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福
岡
県
下
旧
福
岡
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申

道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
八
日

 
付
　
指
令
案

廃
禄
者
勧
業
資
金
之
義
に
付
上
申
 
 
福
岡
県
令
岸
良
俊
介
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

月
二
二
日

(月
記
載
な
し
)

 
付
　
授
業
結
社
条
例

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二

一
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

農
商
務
卿
西
郷
従

明
治

一
六
年
マ
マ

ルト凱鵬
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〕

明
治

一
七
年

公
文
別
録

 
農
商
務
省

自
四
月
至

一
二
月
 
第

一

(
R

12

/

1

0

0

～

2

0

0

)

 
一 
共
同
運
輸
会
社
に
於
て
海
外
航
路
開
設
に
付
助
成
金
を
請
ふ
の
件

 
1
 
共
同
運
輸
会
社
に
於
て
海
外
航
路
開
設
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

 
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

 
2
 
海
外

へ
定
期
航
路
開
設
之
儀
に
付
願
 
 
共
同
運
輸
会
社
々
長
伊
藤
篤
吉
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明

 
 
 
治

一
七
年

一
〇
月

 
 
 
 
付
 
説
明
書

・
航
海
碇
泊
時
間
概
表

・
費
用
概
算

・
収
入
金
概
算
調

 
3
 
共
同
運
輸
会
社
に
於
て
海
外
航
路
開
設
之
儀
に
付
通
牒
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

・
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太

 
 
 
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

 
4
 
農
商
務
卿
上
請
共
同
運
輸
会
社
助
成
金
之
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月

一
二
日

 
5

回
議
書

 

明
治

一
七
年

一
一
月

一
四
日

 
6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月

一
四
日

二
 
北
海
道
小
樽
を
以
て
将
来
開
港
場
の

一
に
加

へ
ん
為
め
各
国
公
使
を
招
待
し
実
況
観
察
並
に
猶
予
の
件

1
⊥

0

4

-
⊥

Q
J

∩
U
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小
樽
開
港
地
実
見
の
為
め
各
国
公
使
招
待
の
義
建
議
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
七
月
二
二
日

小
樽
港
開
港
之
儀
に
付
回
答
 
 
外
務
卿
井
上
馨
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二

一
日

農
商
務
卿
よ
り
建
議
相
成
候
北
海
道
小
樽
港
を
内
外
通
商
港
と
為
す
の
儀
に
付
上
申
 
 
外
務
卿
井
上
馨

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二

一
日

小
樽
港
実
見
の
為
あ
各
国
公
使
招
待
の
義
に
付
内
達
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

外
務
卿
井
上
馨
宛
 
 
明

治

一
七
年
七
月
二
六
日

小
樽
港
実
見
の
為
め
各
国
公
使
招
待
の
義
に
付
内
達
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
七
年
七
月
二
六
日

決
裁
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二
六
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二
三
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

北
海
道
小
樽
港
実
見
本
年
廃
止
の
儀
開
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

・
外
務
卿
井
上
馨
 
太
政
大
臣
三
条
実

美
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
〇
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
八
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
日

三
 
士
族
勧
業
資
本
金
の
内
北
海
道
移
住
士
族
貸
下
に
充

つ
へ
き
も
の
を
陸
軍
省
に
移
し
屯
田
兵
資
本
に
充
つ
る
の

 
 
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
両
部
支
用
転
換
之
義
に
付
内
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

.
大
蔵
卿
松
方
正
義

.
内
務
卿

-
⊥
4

0
0
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山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
七
日

 
付
 
御
布
達
案

・
北
海
道
士
族
移
住
資
金
計
算

内
閣
書
記
官
よ
り
農
商
務
省

へ
照
会
の
案
 
 
明
治

一
八
年
二
月
五
日

士
族
勧
業
資
本
金
両
部
支
用
転
換
方
内
申
に
付
照
会
 
 
農
商
務
書
記
官

明
治

一
七
年

一
月
二
七
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月

一
四
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

太
政
官
第

一
局
書
記
官
宛

四
 
同
陸
軍
省
に
移
管
す
べ
き
金
額
の
中
甲
部
繰
替
金
に
戻
入
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
丙
部
陸
軍
省

へ
移
管
金
額
の
内
繰
合
戻
入
方
の
義
に
付
上
申

 
 
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
七
年
六
月
二
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
六
月
二
五
日

 
3

第

一
局
上
申

 

明
治

一
七
年
六
月

一
六
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道

-
⊥

度
U

O
O

五
 
同
乙
丙
部
金
繰
替
戻
入
方
を
請
ふ
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
乙
丙
両
部
金
繰
替
戻
入
方
の
義
に
付
上
申

 
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
〇
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月
二
〇
日

 
3

第

一
局
上
申

 

明
治

一
七
年

一
一
月

一
九
日

 
 
 
 
付
 
陸
軍
省
へ
御
下
付
の
屯
田
兵
費
年
割
費

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

1
1

E
J

O
O
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陸
軍
会
計

一
等
副
監
督
野
田
諮
通
よ
り
太
政
官
権
大
書
記
官
大
谷
清
に
贈
る
書
写
 
 

一
月
五
日

一
七
年

=

月
四
日
電
報
写
 
 
札
幌
川
崎
監
督
長
 
陸
軍
省
野
田
副
監
督
宛

士
族
勧
業
資
本
金
移
管
の
儀
に
付
陸
軍
省
へ
御
達
案
 
 
明
治

一
七
年
七
月

一
日

内
務
大
蔵
農
商
務
三
省
連
署
内
申
士
族
勧
業
資
本
金
丙
部
支
用
の
転
換
儀
に
付
陸
軍
省
へ
御
達
案

一
七
年
三
月

一
九
日

士
族
勧
業
資
本
丙
部
金
支
出
方
陸
軍
省

へ
御
更
達
相
成
り
度
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
四
日

明
治

太
政

六
 
士
族
勧
業
資
本
金
の
内
丙
部
金
支
出
方
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
之
内
丙
部
金
支
出
之
義
に
付
上
申

 
 
 
明
治

一
七
年
五
月
二
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
五
月
七
日

 
3

第

一
局
上
申

 

明
治

一
七
年
五
月
七
日

農
商
務
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

1
⊥

7
」

1
⊥
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七

同

一
七
年
度
甲
部
金

へ
繰
越
す

へ
き

一
五
一
六
両
年
度
残
額
の
内
を

一
七
年
度
乙
部
金
に
繰
戻
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
繰
戻
の
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
七
年

 
 
 
六
月

一
一
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
六
月

一
六
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
六
月

一
六
日

 
 
 
 
付
 
参
照
 
明
治

一
五
年
八
月

一
二
日
農
商
務
卿
よ
り
士
族
勧
業
資
本
金
繰
替
支
出
之
儀
に
付
内
申

1
⊥

7
ー

=
」



鵬

八
 
東
京
府
士
族
勧
業
資
本
乙
部
配
賦
金
残
額
準
備

へ
繰
込
の
件

 
 
1
 
東
京
府
士
族
勧
業
資
本
金
之
部
配
付
金
残
額
準
備

へ
組
込
年
度
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

 
 
 

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月

 
 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月

一
七
日

 
 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

一
六
日

九
 
勧
業
委
托
金
取
扱
順
序
の
件

 

1
 
勧
業
委
托
金
取
扱
順
序
の
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
七
年
六

 
 
 

月

一
〇
日
゜

 

2
 
農
商
務
省
伺
勧
業
委
托
金
取
扱
順
序
の
件
に
付
回
答
 
 
調
査
局
長
渡
辺
国
武
 
太
政
官
第

一
局
内
閣
大
書

 
 
 

記
官
井
上
廉
宛

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二
六
日

 

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
六
月

 
 
 
 
付

 
参
照
 
明
治

一
四
年
六
月
農
商
務
卿
よ
り
御
委
托
起
業
基
金
所
分
結
局
の
義
に
付
上
申

 
 
 
 
 
 

参
照
 
明
治

一
六
年
四
月
二

一
日
 
第

一
局
上
申

一
〇
 
勧
業
委
托
金

一
八
年
度
に
於
て
下
付
を
乞
ふ
の
件

 

1
 
委
托
金
御
下
渡
し
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
八

 
 
 

月
二
日

-
⊥
Ω
り
0

1
⊥

0
0

0
0

-
⊥

O
U
り
白
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農
商
務
卿
上
申
御
委
托
起
業
基
金
下
渡
の
件
に
付
回
答
 
 
大
蔵
卿
山
県
有
朋
 
第

一
局
参
議
福
岡
孝
弟
宛

明
治

一
七
年
八
月

一
五
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
八
月
二
七
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
八
月
二
七
日

 
付

参
照
 
勧
業
委
托
金
繰
送
の
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
代
理
大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政

 
 
 
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
三
月
二
四
日

ルザ靴鵬
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〔
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〕

明
治

一
七
年

公
文
別
録

 
農
商
務
省

自
四
月
至

一
二
月

第
二

(
R

12
/

2

0

2

～

4

3

6

)

一
一

 
山
口
県
下
號
禄
士
族
授
産
金
処
分
方
の
件

1
 
山
口
県
下
概
禄
士
族
授
産
資
金
処
分
方
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 

,
明
治

一
七
年
三
月
七
日

2
 
山
口
県
下
號
禄
士
族
授
産
資
金
処
分
方
之
義
に
付
伺
 
 
宮
島
農
商
務
書
記
官
 
内
閣
書
記
官
宛

3
 
號
禄
士
族
授
産
資
金
御
出
途
方
之
義
再
三
伺

4
 
號
禄
者
授
産
金
別
途
の
儀
に
付
再
願
 
 
山
口
県
令
原
保
太
郎
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年

 
 

一
月
二
九
日

5
 
號
禄
其
他
士
族
授
産
資
金
拝
借
願
 
 
山
口
県
令
関
口
良
吉
 
内
務
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
三
年
五
月

6
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二
七
日

7
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
三
月

り
白

O

R
U

一
二
 
高
知
県

へ
勧
業
資
本
金
貸
与
の
件

 

1
 
高
知
県
勧
業
資
本
金
貸
下
け
之
儀
伺

 
 
 

宛
 
 
明
治

一
七
年
六
月
二
七
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道

・
内
務
卿
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

り
白

-
↓
ρ
)
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付

指
令
案

勧
業
資
金
拝
借
之
儀
上
申

高
知
県
令
田
辺
良
顕

内
務
卿
山
県
有
朋

・
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明

治

一
七
年
六
月
二
五
日

付

勧
業
上
目
下
着
手
を
要
す

へ
き
事
項
に
対
し
資
金
運
用
の
目
的

・
勧
業
資
金
返
納
方
法

内
務
農
商
務
両
卿
伺
高
知
県
勧
業
資
本
金
拾
万
円
貸
下
の
件
に
付
回
答

大
蔵
卿
松
方
正
義

明
治

一

七
年
七
月
四
日

回
議
書

明
治

一
七
年
七
月
四
日

第

一
局
上
申

明
治

一
七
年
七
月
四
日

171第12リ ー ル

一
三

和
歌
山
県
下
旧
田
辺
藩
小
者

へ
就
産
資
金
貸
与
の
件

1

和
歌
山
県
下
旧
田
辺
藩
小
者

へ
資
金
貸
下
方
の
義
に
付
伺

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美

宛

明
治

一
七
年
七
月
四
日

2

和
歌
山
県
下
旧
田
辺
藩
小
者
興
産
資
金
拝
借
之
件

大
蔵
省
野
本
権
少
書
記
官
他
二
名

農
商
務
省
宮
島

権
大
書
記
官
他
二
名
宛

明
治

一
七
年
六
月

一
○
日

付

和
歌
山
県
管
下
旧
田
辺
藩
小
者
給
禄
損
減
金
概
計

3

旧
田
辺
藩
小
者
興
産
資
金
拝
借
願
に
付
上
申

和
歌
山
県
令
神
山
郡
廉

内
務
卿
松
方
正
義

・
農
商
務
卿

河
野
敏
鎌
宛

明
治

一
四
年
五
月

一
三
日

付

興
産
条
規

4

興
産
資
金
拝
借
願

和
歌
山
県
平
民
旧
田
辺
藩
小
者
村
井
藤
四
郎
他

一
二
三
名

和
歌
山
県
令
神
山
郡
廉

宛

明
治

一
四
年
三
月

り
白
0
0

0
0



肥

567

旧
田
辺
藩
小
者
就
産
資
金
拝
借
之
義
に
付
再
上
申

明
治

一
四
年

一
二
月
二
六
日

回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月

一
四
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

和
歌
山
県
令
神
山
郡
廉
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

一
四
 
福
岡
県
下
旧
秋
月
藩
旧
久
留
米
藩
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
勧
業
資
本
金
貸
与
の
件

 

1
 
福
岡
県
下
旧
秋
月
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従

 
 
 

道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月

一
日

 
 
 
 
付

 
指
令
案

 

2
 
福
岡
県
下
旧
秋
月
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
回
答
 
 
大
槻
農
商
務
書
記

 
 
 

官
 
内
閣
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月

一
二
日

 

3
 
旧
秋
月
藩
廃
禄
者
勧
業
金
の
件
に
付
依
頼
 
 
福
岡
県
令
岸
良
俊
介
 
農
商
務
省
権
大
書
記
官
宮
島
信
吉
宛

 
 
 

明
治

一
七
年
四
月

一
七
日

 

4
 
廃
禄
者
勧
業
金
の
義
に
付
副
申
 
 
福
岡
県
令
岸
良
俊
介
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月

 
 
 

一
七
日

 
 
 
 
付

 
拝
借
金
還
納
予
算

・
産
業
人
員
工
数
見
込
概
略

・
共
成
社
結
社
規
約

・
資
金
運
用
目
論
見
書

・
資
金

 
 
 
 
 
 

受
下
願
 
 
筑
前
国
平
民
吉
本
太
平
他

一
八
三
名
 
福
岡
県
令
岸
良
俊
介
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇

 
 
 
 
 
 

月

一
日

 

5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
八
月
四
日

 

6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

0
乙

民
」

4
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7
 
福
岡
県
下
旧
久
留
米
藩
の
分
家
禄
の
処
分
に
胚
胎
し
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷

 
 
 

従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月

一
一
日

 
 
 
 
付

 
指
令
案

 

8
 
起
業
方
法
井
に
資
本
金
の
義
に
付
副
申
 
 
福
岡
県
令
岸
良
俊
介
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七

 
 
 

年
七
月
二
日

 
 
 
 
付

 
明
治

一
七
年
六
月
就
産
金
拝
借
願
 
 
福
岡
県
筑
後
国
士
族
青
木
半
作
外

一
一
名
 
福
岡
県
令
岸
良

 
 
 
 
 
 

俊
介
宛

 
 
 
 
 
 

社
則

・
桑
蚕
起
業
金
予
算

・
返
納
法
積
立
金
予
算

 

9
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
三
日

 

10
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
九
月

一
五
 
秋
田
県
下
旧
秋
田
藩
新
組
鉄
砲
方
就
産
資
金
無
利
子
貸
与
の
件

 

1
 
秋
田
県
下
旧
秋
田
藩
新
組
鉄
砲
方
就
産
資
金
無
抵
当
拝
借
之
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大

 
 
 

臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
日

 

2
 
産
業
資
金
拝
借
之
儀
に
付
上
申
 
 
秋
田
県
令
赤
川
?
助
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月

 
 
 
 
一
八
日

 

3
 
資
本
金
無
抵
当
拝
借
願
 
 
旧
秋
田
藩
新
組
鉄
砲
方
三
一二
四
人
代
表
秋
田
県
仙
北
郡
平
民
榊
貞
吉
 
秋
田
県

 
 
 

令
赤
川
?
助
宛
 
 
明
治

一
七
年
八
月

 

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
四
日

 

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
日

0
0

1
⊥

企
U



四

一
六
 
札
幌
県
士
族
稲
田
邦
植
就
産
資
金
下
渡
方
の
件

 

1
 
稲
田
邦
植
旧
臣
就
産
事
業
調
査
金
員
下
渡
之
義
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

 
 
 

明
治

一
七
年

一
〇
月
八
日

 
 
 
 
付

 
指
令
案

 

2
 
勧
業
資
金
御
下
渡
之
儀
に
付
上
申
 
 
徳
島
県
令
酒
井
明
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月

 
 
 
 
一
三
日

 
 
 
 
付

 
上
申
書
 
授
産
金
拝
借
願
主
七
二
名
総
代
徳
島
県
美
馬
郡
士
族
川
端
文
六

・
同
県
同
郡
士
族
神
藤
治

 
 
 
 
 
 

徳
島
県
令
酒
井
明
宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月
八
日

 
 
 
 
 
 

拝
借
金
返
納
目
的
計
算
書

・
山
林
植
樹
方
法
書

・
授
産
金
拝
借
願
主
七
二
名
名
簿

・
抵
当
品
取
調
書

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
三
日

 

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
〇
日

 
 
 
 
付

 
御
指
令
案

・
大
蔵
省

へ
御
達
案

 

5
 
徳
島
県
旧
士
族
稲
田
邦
植
元
家
来
授
産
資
金
貸
下
の
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条

 
 
 

実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月
二
〇
日

0
0

り
白

0
0

一
七
 
愛
媛
県
下
旧
今
治
藩
元
卒
産
業
方
法
及
金
員
下
渡
方
の
件

 

1
 
愛
媛
県
下
旧
今
治
藩
元
卒
産
業
方
法
及
金
員
下
渡
方
上
申

 
 
 

宛
 
 
明
治

一
七
年
九
月
五
日

 
 
 
 
付

 
農
商
務
卿
指
令
 
明
治

一
七
年
八
月

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

0
0

バ
廿
9
白
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旧
今
治
藩
元
卒
産
業
方
法
の
義
に
付
伺

愛
媛
県
令
関
新
平

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
七
年

五
月
二
二
日

付

伺
書

愛
媛
県
野
間
亀
造
始
七
四
名
総
代
人
平
民
有
田
正
平
他
四
名

愛
媛
県
令
関
新
平
宛

明
治

一
七
年
四
月

御
下
金
抵
当
上
納
証

・
抵
当
上
納
承
諾
証

・
預
け
金
三
ヶ
年
間
見
積
計
算
簿

・
農
作
事
業
方
法
見
積

り
書

・
農
作
事
業
見
積
計
算
書

回
議
書

明
治

一
七
年
九
月

一
○
日

第

一
局
上
申

175第12リ ー ル

一
八

福
岡
県
下
旧
中
津
藩
廃
禄
者
就
産
方
法
の
件

1

福
岡
県
下
旧
中
津
藩
廃
禄
者
就
産
方
法
之
義
に
付
上
申

農
商
務
卿
西
郷
従
道

左
大
臣
熾
仁
親
王
宛

明
治

一
七
年

一
○
月

一
四
日

付

指
令
案

2

記

福
岡
県
下
旧
中
津
藩
廃
禄
者
就
産
方
法
之
義
に
付
上
申

宮
島
農
商
務
大
書
記
官

内
閣
書
記
官
宛

3

廃
禄
者
勧
業
方
法
の
義
に
付
開
申

福
岡
県
令
岸
良
俊
介

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
七
年
九

月

一
五
日

付

豊
栄
会
社
々
則
認
可
願

旧
中
津
藩
旧
士
族
向
野
末
次
郎
他
四
九
名

福
岡
県
令
岸
良
俊
介
宛

明
治

一
七
年

結
社
大
意

・
社
則

・
七
島
莚
起
業
金
予
算

4

回
議
書

明
治

一
七
年

一
一
月

一
日

0
0

a
)
a
)



照

5

第

一
局
上
申
 

 
明
治

一
七
年

一
〇
月

二
七

日

一
九
 
沖
縄
県
士
族
開
墾
資
金
貸
与
の
件

 

1
 
沖
縄
県
下
士
族
開
墾
資
本
金
拝
借
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 

明
治

一
七
年
七
月
二
九
日

 

2
 
開
墾
結
社
授
産
金
拝
借
願
の
義
に
付
上
申
 
 
沖
縄
県
令
西
村
捨
三
 
内
務
卿
山
県
有
朋

・
大
蔵
卿
松
方
正

 
 
 

義

・
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年
二
月
二
六
日

 
 
 
 
付

 
結
社
開
墾
の
義
に
付
願
 
 
首
里
士
族
山
内
盛
熹
他

一
九
名
 
沖
縄
県
令
岩
村
通
俊
代
理
大
書
記
官

 
 
 
 
 
 

森
長
義
宛
 
 
明
治

一
六
年

 
 
 
 
 
 

開
墾
会
社
規
則

・
開
墾
費
明
細
書

・
資
本
金
計
算
書

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
八
月
五
日

 

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
八
月
二
日

 
 
 
 
付

 
御
指
令
案

4

∩
U
り
白
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明
治

一
七
年

公
文
別
録

農
商
務
省

自
四
月
至

一
二
月

第
三

(
R

13

/

0

0

5

～

3

7

2
)

177第13リ ー ル

二
○

愛
知
県
下
旧
藩
々
廃
禄
者
就
産
資
本
金
貸
与
の
件

1

愛
知
県
下
旧
藩
々
廃
禄
者
就
産
資
本
金
拝
借
願
之
義
に
付
伺

農
商
務
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実

美
宛

明
治

一
七
年

一
二
月

一
日

2

旧
名
古
屋
藩
外
二

(犬
山
藩
今
尾
藩
)
藩
々
廃
禄
者
就
産
資
本
金
拝
借
の
件

大
蔵
省
野
本
権
少
書
記
官

他
二
名

農
商
務
省
宮
島
権
大
書
記
官
他
二
名
宛

明
治

一
七
年

一
○
月

一
○
日

3

起
業
資
本
金
貸
下
に
付
旧
各
藩
士
族
取
調
の
義
に
付
上
申

愛
知
県
令
国
貞
庶
平

農
商
務
卿
西
郷
従
道

宛

明
治

一
六
年
九
月

付

取
調
名
簿

第

一
項

第
二
項

第
三
項

第
四
項

第
五
項

第
六
項

旧
名
古
屋
藩
士
族
次
三
男
及
平
民
に
し
て
出
兵
の
者

旧
名
古
屋
藩
士
族
次
三
男
及
平
民
に
し
て
護
衛
兵
と
し
て
出
張
の
者

旧
犬
山
藩
の
者

旧
名
古
屋
藩
雑
使
の
者

旧
名
古
屋
藩
川
目
付
の
者

旧
名
古
屋
藩
雑
使

0

∩
U
O
O

(
U

9
白
O
U

0

0
0

1
⊥

∩
)
0
0

り
白

0

0
0
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∩
)
0
0

0
0

∩
U
O
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O
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第
七
項

第
八
項

第
九
項

第

一
〇
項

第

一
一
項

第

一
二
項

第

一
三
項

第

一
四
項

第

一
五
項

第

一
六
項

第

一
七
項

第

一
八
項

第

一
九

項

第

二
〇
項

第

二

一
項

第

二
二
項

第

二
三
項

農
商
務
省
伺
愛
知
県
旧
藩
々
廃
禄
者
就
産
資
本
金
拝
借
願
の
件
に
付
回
議
書

日第

一
局
上
申
 
 
御
用
掛
小
池

・
書
記
官
広
岡
 
掛
参
議
福
岡
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月
三
日

旧
名
古
屋
藩
卒

旧
名
古
屋
藩
陪
臣

旧
名
古
屋
藩
能
役
者

旧
名
古
屋
藩
宿
持
雑
使

旧
名
古
屋
藩
初
各
藩
士
卒
に
し
て
奉
還
録
の
者
当
今
士
族

旧
名
古
屋
藩
士
軍
功
消
滅
之
者

旧
名
古
屋
藩
卒
に
し
て

=

年
中
再
処
分
替
相
成
た
る
者
等

旧
名
古
屋
藩
雑
使
に
し
て
当
今
請
願
規
則
に
よ
り
直
願
の
者

旧
名
古
屋
藩
雑
使
之
者

同
藩
無
戦
功
諸
兵
隊
に
し
て
当
今
平
民

旧
名
古
屋
藩
雑
使
之
者

旧
名
古
屋
藩
雑
使
之
者

旧
名
古
屋
藩
無
戦
功
諸
兵
隊
之
者

旧
犬
山
藩
卒

旧
今
尾
藩
卒

旧
名
古
屋
藩
士
次
三
男
に
し
て
当
時
士
族

旧
名
古
屋
藩
諸
職
工

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治

一
七
年

一
二
月

一
〇
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明
治

一
八
年

公
文
別
録

(
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農
商
務
省
一
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一共
同
運
輸
会
社
株
主
配
当
金
貸
与
の
件

1
 
共
同
運
輸
会
社
株
主
配
当
金
貸
与
の
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

 
 
治

一
七
年

一
二
月
九
日

2
 
従
明
治

一
七
年
全

一
九
年
に
至
る
共
同
運
輸
会
社
払
込
金
に
関
す
る
配
当
金
仕
訳

3
 
株
主
配
当
金
之
儀
に
付
奉
願
候
書
付
 
 
共
同
運
輸
会
社
々
長
伊
藤
篤
吉
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明

 
 
治

一
七
年

一
一
月

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
二
月
六
日

5
 
第

一
局
上
申
案
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月

 
 
 
付
 
共
同
運
輸
会
社
株
主
へ
純
益
配
当
金
拝
借
願
に
付
す
る
意
見
書
 
 
子
爵
土
方
久
元
 
 
明
治

一
七

 
 
 
 

年

一
二
月

6
 
決
裁
書
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
五
日

7
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
五
日

 
 
付

 
有
限
共
同
運
輸
会
社
定
款

0

∩
V
8



㎜

二
 
共
同
運
輸
会
社

へ
政
府
加
入
株
金
繰
上
げ
支
出
の
件

 
1
 
共
同
運
輸
会
社

へ
政
府
加
入
株
金
支
出
之
儀
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

 
 
 
治

一
八
年

一
月
二
四
日

2
 
船
舶
構
造
入
費
之
儀
に
付
奉
願
候
書
付
 
 
共
同
運
輸
会
社
々
長
伊
藤
篤
吉
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
宛

 
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月

一
日

3
 
計
算
書

4
 
農
商
務
省
伺
共
同
運
輸
会
社

へ
政
府
加
入
株
金
支
出
の
儀
に
付
添
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三

 
 

条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
二
月
二
六
日

5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月
六
日

6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
三
月
六
日

 
 
 
付

 
明
治

一
六
年
四
月

一
二
日
農
商
務
卿
稟
申
 
共
同
運
輸
会
社

へ
交
付
す
べ
き
汽
船
代
価
支
出
方
の
義

三
 
亜
細
亜
大
博
覧
会
開
設
の
件

 
1
 
亜
細
亜
大
博
覧
会
開
設
之
儀
に
付
伺
の
件

 
 
 
八
年
六
月
五
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
三
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
六

一
三
日

四
 
士
族
勧
業
資
本
金
繰
替
下
付
を
請
ふ
の
件

 
1
 
士
族
勧
業
資
本
金
繰
替
御
下
渡
之
儀
に
付
上
申

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

∩
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治

一
八
年
二
月

一
七
日

士
族
勧
業
資
本
金
御
貸
下
年
割
之
義
に
付
再
上
申

福
岡
県
県
令
代
理
渡
辺
清

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
八
年

一
月
二
七
日

回
議
書

明
治

一
八
年
二
月
二
四
日

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
二
月
二
四
日

士
族
勧
業
資
本
金
の
義
に
付
再
申

農
商
務
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
二

月

一
○
日

明
治

一
七
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
支
出
及
支
出
予
約
調
書

回
議
書

明
治

一
八
年
三
月

一
三
日

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
三
月

一
三
日

181第14リ ー ル

五

貸
下
金
据
置
並
返
納
年
限
起
算
方
及
愛
媛
県
下
旧
松
山
藩
元
卒

へ
貸
下
金
据
置
並
返
納
年
月
更
正
の
件

1

貸
下
金
据
置
及
返
納
年
限
起
算
の
儀
に
付
上
申

農
商
務
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

治

一
八
年
三
月

一
二
日

2

愛
媛
県
下
旧
松
山
藩
元
卒

へ
貸
下
金
据
置
及
返
納
年
月
更
正
の
義
に
付
上
申

農
商
務
卿
松
方
正
義

政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
三
月

一
三
日

3

決
裁
書

明
治

一
八
年
三
月

一
八
日

4

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
三
月

一
七
日

六

一
七
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
乙
部
補
墳
方
の
件

明太

0

0
σ
0

(
U

O
σ
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農
商
務
省
伺

一
七
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
乙
部
補
填
方
之
事

明
治

一
七
年
度
士
族
勧
業
資
本
金

回
議
書

明
治

一
八
年
三
月
二
五
日

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
三
月
二
五
日

明
治

一
七
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
の
伺

農
商
務
卿
松
方
正
義

年
六
月

明
治

一
七
年
度
士
族
勧
業
資
本
金

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八

七

石
川
県
下
北
陸
銀
行
の
倒
産
せ
ん
と
す
る
を
保
助
し
併
せ
て
士
族
の
損
害
を
救
は
ん
と
す
る
に
当
り
勧
業
資
本

金
不
足
に
付

一
時
国
庫
よ
り
繰
替
支
出
の
件

1

士
族
勧
業
資
金
御
貸
与
願

石
川
県
令
岩
村
高
俊

農
商
務
卿
松
方
正
義
宛

明
治

一
八
年
四
月

一
六

日
付

総
勘
定
差
引
表

2

士
族
勧
業
資
金
御
貸
与
願
上
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
五
月
二

二
日

3

回
議
書

明
治

一
八
年
五
月
二
八
日

4

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
五
月
二
八
日

-
⊥
(
V
4



〔
42

〕

明
治

一
八
年

公
文
別
録

農
商
務
省

二

(
R

14

/

1

3

8

～

3

3

5

)
、

183第14リ ー ル

八

秋
田
県
士
族
桜
田
誠

一
郎
等
就
産
事
業
取
調
資
金
受
取
方
の
件

1

秋
田
県
士
族
桜
田
誠

一
郎
外

=
二
人
就
産
事
業
取
調
資
金
受
取
方
之
儀
に
付
上
申

農
商
務
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年

一
一
月
二

一
日

付

指
令
案

2

就
産
資
金
拝
借
の
儀
に
付
上
申

秋
田
県
令
赤
川
?
助

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

明
治

一
七
年

一
○

月
二

一
日

3

就
産
資
金
御
下
渡
の
儀
に
付
願

秋
田
県
士
族
神
尾
永
之
助
他

秋
田
県
令
赤
川
?
助
宛

明
治

一
七

年
六
月

一
九
日

付

拝
借
就
産
資
金
を
以
て

一
七
ヶ
年
中
桑
畑
弐
町
歩
開
墾
養
蚕
営
業
得
役
消
費
差
引
概
算
調

4

回
議
書

明
治

一
八
年
二
月
二
四
日

5

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
二
月
二

一
日

九

和
歌
山
県
下
及
田
辺
藩
小
者

へ
資
金
貸
下
年
賦
返
納
方
更
正
の
件

1

和
歌
山
県
下
及
田
辺
藩
小
者

へ
資
金
貸
下
の
儀
に
付
上
申

農
商
務
卿
松
方
正
義

太
政
大
臣
三
条
実
美

-
⊥

4

1
⊥

-
⊥

ワ
ー

只
U



悩

2

宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月
四
日

旧
田
辺
藩
小
者
勧
業
資
本
金
之
儀
に
付
伺

八
年
二
月
三
日

 
付
 
勧
業
資
本
金
拝
借
之
儀
に
付
上
申

和
歌
山
県
令
松
本
鼎
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一

旧
田
辺
藩
小
者
百
九
名

一
〇
 
愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
就
産
資
金
下
渡
の
件

 

1
 
愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
就
産
資
金
下
渡
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

 
 
 

宛
 
 
明
治

一
八
年

一
月
九
日

 

2
 
旧
大
洲
藩
元
卒
就
産
事
業
方
法
井
抵
当
品
調
整
に
付
上
申
 
 
愛
媛
県
令
関
新
平
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛

 
 
 

明
治

一
七
年
八
月

一
四
日

 

3
 
就
産
資
金
御
貸
与
之
儀
伺
 
 
旧
大
洲
藩
元
卒
弐
百
五
拾
九
名
惣
代
士
族
村
上
真
見
 
愛
媛
県
令
関
新
平
宛

 
 
 

明
治

一
七
年
二
月
二
六
日

 
 
 
 
付

 
製
糸
織
物
外
二
業
資
本
金
区
別
書

・
農
業
者
着
手
方
法
の
要
領

・
抵
当
取
調
書

 

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
三
日

 

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二

一
日

一
一

愛
媛
県
下
旧
大
洲
藩
元
卒
貸
下
金
減
額
の
件

1
 
就
産
資
金
拝
借
人
減
員
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八

 
 
年
五
月
二
七
日

2
 
旧
大
洲
藩
元
卒
産
業
資
金
拝
借
願
人
減
員
の
儀
に
付
上
申
 
 
愛
媛
県
令
関
新
平
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
宛

0
乙

O

R
)

Q
J

∩
乙

Q
u
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明
治

一
八
年
五
月
五
日

就
産
資
金
拝
借
願
人
員
の
内
死
亡
跡
除
名
の
儀
に
付
願

回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
五
月
二
九
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
五
月
二
七
日

士
族
山
本
喜
代
衛
 
愛
媛
県
令
関
新
平
宛

ルト靴鵬
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明
治

一
八
年

公
文
別
録

 

農
商
務
省
 
三

(
R

14

/

3

3

7
～

4

4

1

)

一
二
 
長
崎
東
彼
杵
郡
早
岐
村
外
五
ヶ
村
所
在
士
族
授
産
資
金
貸
与
の
件

 

1
 
長
崎
東
彼
杵
郡
早
岐
村
外
五
ヶ
村
所
在
士
族
就
産
資
金
貸
与
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
 
太

 
 
 

政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月
四
日

 

2
 
士
族
勧
業
資
金
拝
借
之
儀
に
付
伺
 
 
長
崎
県
令
石
田
英
吉
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年

一

 
 
 

二
月
二
五
日

 

3
 
御
保
護
金
拝
借
願
 
 
川
尻
正
勝
他
 
長
崎
県
令
石
田
英
吉
宛

 

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
六
日

 

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
六
日

一
三
 
徳
島
県
士
族
勧
業
資
本
金
貸
与
の
件

 

1
 
徳
島
県
士
族
勧
業
資
本
金
貸
下
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

 
 
 

治

一
八
年
三
月
二
日

 

2
 
勧
業
資
金
御
貸
与
之
儀
に
付
稟
申
 
 
徳
島
県
令
酒
井
明
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
月

 
 
 

二
九
日

00
4

0

0
0

7
-
0
0
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勧
業
資
本
金
御
貸
与
願
 
 
士
族
坂
東
義
澄

回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月

一
七
日

第

一
局
上
申

 

明
治

一
八
年
三
月

一
七
日

徳
島
県
令
酒
井
明
宛
 

 
明
治

一
八
年

一
月

二

一
日

一
四
 
高
知
県
へ
貸
与
の
勧
業
資
本
金
使
用
及
返
納
方
法
の
件

 

1
 
高
知
県
可
貸
与
勧
業
資
金
使
用
及
返
納
方
法
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

 
 
宛
 
 
明
治

一
八
年
六
月
三
日

2
 
勧
業
資
金
使
用
及
返
納
方
法
之
義
に
付
上
申

 
 

一
八
年
四
月

一
四
日

 
 
 
付
 
拝
借
金
支
出
予
算

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
〇
日

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
〇
日

高
知
県
令
田
辺
良
顕
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

0
0

(
口

7
8

ル匹剃餅

一
五
 
大
分
県
下
旧
中
津
藩
帯
刀
格
譜
代
中
間
の
者
起
業
資
金
下
げ
渡
方
の
件

 

1
 
大
分
県
下
旧
中
津
藩
帯
刀
格
譜
代
中
間
の
者
起
業
資
金
下
げ
渡
之
義
之
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政

 
 
 

大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
六
月
二
三
日

 

2
 

旧
中
津
藩
帯
刀
格
譜
代
中
間
等
の
者

へ
御
貸
与
相
成
候
起
業
資
金
抵
当
品
の
義
に
付
上
申
 
 
大
分
県
令
代

 
 
 

理
佐
々
木
千
尋
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
〇
日

 
 
 
 
付

 
豊
栄
社
規
則
井
附
則

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
六
月
二
五
日

4

1

1
⊥



鵬

 

4
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
六
月
二
四
日

一
六
 
沖
縄
県
士
族
開
墾
資
金
貸
与
の
件
 
 
(欠
)
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〕

明
治

一
八
年

公
文
別
録

 
農
商
務
省

四

(
R

15

/

0

0

5

～

2

0

0

)

一

 
佐
賀
県
下
旧
佐
賀
藩
元
卒
授
産
社
の
件

1
 
佐
賀
件
下
旧
佐
賀
藩
元
卒
授
産
之
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

 
 
治

一
八
年
八
月
二
〇
日

2
 
授
産
社
之
儀
に
付
上
申
 
 
佐
賀
県
令
鎌
田
景
弼
 
農
商
務
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
九
年
四
月
二
二
日

3
 
授
産
社
事
業
之
儀
に
付
再
上
申
 
 
佐
賀
県
令
鎌
田
景
弼
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
八
年
八
月

 
 
五
日

4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
八
月
二

一
日

5
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
八
月
二

一
日

0

0
00

ルト鄭鵬

二
12

一
八
年
士
族
勧
業
資
金
繰
上
げ
支
出
の
件

 
一
八
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
の
儀
に
付
再
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

 
一
八
年
七
月
二
〇
日

 
付

 
乙
部

(各
県
請
求
高
調
書
)

大
蔵
卿
松
方
正
義
副
申
 
 
明
治

一
八
年
八
月

一
七
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治



㎜

3
 
回
議
書
 

 
明
治

一
八
年
八
月

二
〇
日

4
 
第

一
局
上
申
 

 
明
治

一
八
年

八
月

一
九

日

三
 
三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
処
分
の
件

 
1
 
三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
処
分
の
義
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
一
八
年
七
月
九
日

 
2
 
三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
処
分
の
義
に
付
回
覧
 
 
明
治

一
八
年
七
月

一
三
日

 
 
 
付

 
三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
船
舶
表
等
関
係
諸
表

 
3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
九
月
二
日

明
治

四
 
旧
徳
島
藩
稲
田
邦
植
旧
臣
地
方
禄
の
者
勧
業
資
本
金
貸
与
の
件

 
1
 
旧
徳
島
藩
稲
田
邦
植
旧
臣
地
方
禄
の
者
勧
業
資
本
金
貸
与
の
儀
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大

 
 
 
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
九
月
三
日

 
2
 
徳
島
県
下
旧
徳
島
藩
稲
田
邦
植
旧
臣
地
方
禄
之
者
就
産
資
金
拝
借
願
の
件
に
付
通
達
 
 
大
蔵
省
野
本
権
少

 
 

書
記
官
他
 
農
商
務
省
宮
島
大
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
八
年
八
月

=
二
日

3
 
勧
業
資
本
金
拝
借
願
之
儀
に
付
上
申
 
 
徳
島
県
令
酒
井
明
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
七
年

一

 
 
 
一
月

 
 
 
付

 
勧
業
資
金
拝
借
願
書
 
 
阪
本
又
太
郎
他
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
〇
日

 
 
 
 
 

従
五
位
稲
田
邦
植
譜
代
旧
家
来
復
禄
上
願
手
続
書
並
索
引
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二
五
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
九
月
二
日

0

り
6

7
4

(
U

4

0
σ



5

第

一
局
上
申

 
 
明
治

一
八
年
九
月
四
日

五
 

一
八
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
之
件

 
1
 

一
八
年
度
士
族
勧
業
資
本
金
之
義
に
付
伺
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
八
年
七
月
二
日

 
 
 
 
付

士
族
勧
業
資
本
金
調
書

 
2
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
七
月
八
日

 
3
 
大
蔵
卿
山
県
有
朋
回
答
 
 
内
閣
書
記
官
長
土
方
久
元
宛
 
 
明
治

一
八
年
七
月
七
日

 
 
 
 
付
 
大
蔵
卿

へ
照
会
案
 
 
明
治

一
八
年
七
月
三
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
七
月
九
日

明
治

一

1

7
σ
0
σ

六

(欠

)

ルザ獅棚

七

一
八
年
度
士
族
授
産
金
乙
部
金
補
墳
の
件

 
1
 

一
八
年
度
士
族
授
産
金
乙
部
金
補
墳
の
義
に
付
上
申

 
 
 
明
治

一
八
年
九
月
七
日

 
 
 
 
付
 
明
治

一
八
年
度
士
族
勧
業
資
本
金

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
九
月

一
一
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年
九
月
九
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

1
1

(
U

9
白
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明
治

一
八
年

公
文
別
録

農
商
務
省

五

(
R

15
/

2

0

2

～

3

9

4

)

三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
処
分
の
件

1

三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
処
分
之
義
に
付
伺

八
年
九
月
二
五
日

付

三
菱
共
同
運
輸
両
会
社
出
資
額
調
書

日
本
郵
船
会
社
創
立
規
約

日
本
郵
船
会
社
宛
命
令
書
案

大
蔵
外
三
省
年
賦
返
納
金
調

2

上
奏
書

明
治

一
八
年
九
月
二
八
日

3

回
議
書

明
治

一
八
年
九
月
二
六
日

4

第

一
局
上
申

明
治

一
八
年
九
月

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一

り
6
0

民
U

二

旧
共
同
運
輸
会
社
残
務
整
理
に
係
る
補
墳
金
の
件

1

旧
共
同
運
輸
会
社
残
務
整
理
に
係
る
補
填
金
之
儀
に
付
上
申

美
宛

明
治

一
八
年

一
○
月

一
五
日

農
商
務
卿
西
郷
従
道

太
政
大
臣
三
条
実

り
白
Q
σ

7
8
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農
商
務
省
上
申

の
件

に
付
通
達
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

一
月

一
一
日

回
議
書

 

 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
〇
日

第

一
局
上

申
 

 
明
治

一
八
年

一
〇
月

一
五
日

内
閣
書
記
官
長
田
中
光
顕
宛
 
 
明
治

一
八
年

一

三
 
愛
媛
県
下
旧
松
山
藩
元
卒
木
戸
佐
市
始
弐
百
五
名
結
合
産
業
方
法
の
件

 
1
 
愛
媛
県
下
旧
松
山
藩
元
卒
木
戸
佐
市
始
弐
百
五
名
結
合
産
業
方
法
之
儀
に
付
上
申
 
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道

 
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月

一
四
日

 
2
 
旧
松
山
藩
元
卒
木
戸
佐
市
始
弐
百
五
名
結
合
産
業
方
法
の
儀
に
付
伺
 
 
愛
媛
県
令
代
理
湯
川
彰
 
農
商
務

 
 
 
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
八
年
八
月
七
日

 
3
 
旧
松
山
藩
元
卒
産
業
方
法
更
正
之
儀
に
付
上
申
 
 
愛
媛
県
令
関
新
平
 
農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

 
 
 

一
八
年
九
月
二
六
日

 
4
 
培
桑
事
業
収
支
予
算
方
法
説
明
書
並
予
算
取
調
書
他
関
係
書
類
 
 
明
治

一
八
年
七
月

 
5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
〇
日

 
6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
〇
月
二
〇
日

9
白
4

1
⊥

ルト靴鵬

四
 
愛
知
県
下
旧
名
古
屋
藩
廃
禄
勧
業
資
本
金
貸
与
の
件

 
1
 
愛
知
県
下
旧
名
古
屋
藩
廃
禄
者
勧
業
資
本
金
貸
与
之
義
に
付
伺

 
 
 
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月
九
日

 
 
 
 
付
 
起
業
資
金
拝
借
の
儀
に
付
内
申
 
 
愛
知
県
令
勝
間
田
稔

農
商
務
卿
西
郷
従
道
 
太
政
大
臣
三
条

農
商
務
卿
西
郷
従
道
宛
 
 
明
治

一
八

り
白
0
σ
9
白
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年
五
月

一
八
日

愛
知
県
下
旧
名
古
屋
藩
無
戦
功
諸
兵
隊
諸
雑
使
等
起
業
資
金
拝
借
之
儀
に
付
内
申
 
 
大
蔵
省
野
本
少
書
記

官

農
商
務
省
宮
島
書
記
官
宛

 
明
治

一
八
年

一
一
月

一
八
日

旧
名
古
屋
藩
無
戦
功
諸
兵
隊
取
調
に
付
上
申
 
 
旧
名
古
屋
藩
権
大
参
事
大
津
直
行
他
二
名
 
愛
知
県
令
国

貞
廉
平
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
一
月

回
議
書
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

一
一
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
八
年

一
二
月

一
〇
日



〔
46

〕

自
明
治

一
五
年

至
同

一
六
年

公
文
別
録

工
部
省

(
R

16

/

0

0

5

～

1

9

2

)
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長
崎
朝
鮮
間
其
他
へ
海
底
電
線
架
設
の
件

1

長
崎
朝
鮮
間
其
他

へ
海
底
電
線
架
設
之
義
に
付
伺

工
部
卿
佐
佐
木
高
行

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年

一
一
月
七
日

付

長
崎
朝
鮮
間
其
他

へ
海
底
電
線
架
設
之
義
に
付
上
申

石
井
電
信
局
長

工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛

明
治

一
五
年

一
一
月
六
日

2

工
部
省
よ
り
の
伺
書
に
付
通
達

外
務
卿
井
上
馨

参
議
山
県
有
朋
宛

明
治

一
五
年

一
二
月
六
日

3

工
部
省
伺
長
崎
朝
鮮
間
其
他

へ
海
底
電
線
架
設
の
儀
及
大
少
部
電
信
会
社
丁
松
人
よ
り
申
立
之
事
に
付
回
議

書

明
治

一
五
年

一
二
月

一
一
日

4

第

一
局
上
申

明
治

一
五
年

一
二
月
九
日

二

釜
石
鉄
山
行
業
処
分
方
の
件

1

釜
石
鉄
山
行
業
処
分
方
之
儀
に
付
伺

工
部
卿
佐
佐
木
高
行

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年

一
二
月
五
日

2

足
立
少
校
長
上
申
書

鉱
山
局
掛
佐
藤
大
書
記
官
宛

明
治

一
五
年

一
二
月

一
日

0
(U
OO

0

り
白
0
乙
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鉱
山
局
掛
佐
藤
大
書
記
官
上
申
 
 
佐
佐
木
工
部
卿
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
四
日

伊
藤
少
技
長
意
見
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

工
部
省
伺
釜
石
鉄
山
行
業
処
分
の
件
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
三
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
八
日

三
 
兵
庫
赤
羽
深
川
品
川
工
作
分
局
処
理
の
件

 
1
 
当
省
所
管
工
作
局
所
理
之
義
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

 
 
 
一
二
月
二
〇
日

 
2
 
工
部
省
伺
兵
庫
赤
羽
深
川
品
川
四
分
局
処
理
之
件
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
三
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
九
日

明
治

一
五
年

∩
∪
4

P
O

四
 
兵
庫
工
作
分
局
外
二
ヶ
所
払
下
広
告
取
消
の
件

 
1
 
兵
庫
工
作
分
局
外
弐
ヶ
所
払
下
広
告
取
消
等
之
儀
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行

 
 
 
宛
 
 
明
治

一
六
年
二
月
二

一
日

 
2
 
工
部
省
伺
兵
庫
工
作
分
局
外
弐
ヶ
所
払
下
広
告
取
消
等
之
件
回
議
書

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
二
月
二

一
日

太
政
大
臣
三
条
実
美

∩
U

E
J

-
⊥

五
 
品
川
硝
子
製
造
所
実
況
の
件

 
1
 
品
川
硝
子
製
造
所
実
況
上
申

 
 
 
二
九
日

工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

∩
V
だ
0

4
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付
 
品
川
硝
子
製
造
所
財
産
費
調
書
 
 
渡
辺
権
少
書
記
官
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
六
年

 
 
 
 
 
 

一
一
月

一
三
日

 
2
 
工
部
省
上
申
品
川
硝
子
製
造
所
実
況
之
件
回
覧
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
八
日

 
3
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

六
 
鉄
道
局
員
欧
洲

へ
派
遣
の
件

 
1
 
鉄
道
局
員
欧
洲
へ
派
遣
之
儀
に
付
上
申
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七

 
 
 
年
四
月
二
日

 
2
 
権
大
書
記
官
野
田
益
晴

一
等
技
手
長
谷
川
謹
助
欧
洲

へ
派
遣
の
儀
に
付
伺
 
 
井
上
鉄
道
局
長
 
工
部
卿
佐

 
 
 
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
日

 
3
 
工
部
省
上
申
鉄
道
局
員
欧
洲
へ
派
遣
之
件
上
奏
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月
九
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月
七
日

 
5

第

一
局
上
申

 

明
治

一
七
年
四
月
四
日

七
 
東
北
鉄
道
会
社
創
立
出
願
に
付
鉄
道
局
長

へ
示
命
の
件

 
1
 
東
北
鉄
道
会
社
創
立
に
付
上
申
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
内
閣
宛
 
 
明
治

一
五
年
九
月

一
五
日

 
2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
五
年
九
月

一
一
日

八
 
東
北
鉄
道
の
儀
に
付
前
田
利
同
外
五
名
内
申
の
件

 
1
 
前
田
利
嗣
外
五
名
よ
り
東
北
鉄
道
之
儀
に
付
上
申
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

(
)

ワ
」

0
0

(
U

O
O

O
O

0

0
σ
-
⊥
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明
治

一
六
年
三
月
三

一
日

東
北
鉄
道
会
社
創
立
之
儀
に
付
請
願
書

三
月
二
〇
日

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月
五
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
四
月

前
田
利
武
他
五
名
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
六
年

九
 
東
北
鉄
道
会
社
創
設
再
願
の
件

 
1
 
東
北
鉄
道
会
社
創
設
再
願
之
儀
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣

 
 

三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
六
月
八
日

 
2
 
東
北
鉄
道
会
社
創
設
再
願
に
付
伺
 
 
東
京
府
知
事
芳
川
顕
正
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
六
年

 
 

六
月
二
日

 
3
 
東
北
鉄
道
会
社
創
設
の
件
に
付
再
願
書
 
 
前
田
利
武
他
六
名

東
京
府
知
事
芳
川
顕
正
宛
 
 
明
治

一
六

 
 

年
五
月
二
四
日

 
4
 
東
北
鉄
道
会
社
創
設
の
件
に
付
内
達
書
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
石
川
県
令
千
阪
高
雅
宛
 
 
明
治

一
五

 
 

年

一
二
月

 
 
 
付
　

御
内
達
条
項

 
5
 
東
北
鉄
道
会
社
創
設
の
儀
に
関
す
る
御
内
達
の
件
に
付
懇
願
書
 
 
前
田
利
嗣
外
五
名
 
工
部
卿
佐
佐
木
高

 
 

行
宛
 
 
明
治

一
六
年
三
月
二
二
日

 
6
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
二
日

 
7
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
七
月

一
二
日

0

0
U
7
ー



一
〇
 
日
本
鉄
道
会
社
営
業
上
の
儀
に
付
鉄
道
局
長

へ
依
頼
方
の
件

 

1
 
日
本
鉄
道
会
社
営
業
上
之
儀
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三

 
 
 

条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月
二
四
日

 

2
 

工
事
受
注
の
申
請
書
 
 
日
本
鉄
道
会
社
々
長
吉
井
友
実
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有

 
 
 

朋
宛
 
 
明
治

一
六
年
五
月

一
九
日

 

3
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月
五
日

 

4

第

一
局
上
申

 

明
治

一
六
年
六
月

一
三
日

-
⊥

1
⊥

0
0
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一 

中
山
道
鉄
道
幹
線
測
量
の
件

123456

鉄
道
幹
線
測
量
の
儀
に
付
上
申
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
八
月

一
七
日

大
垣
よ
り
高
崎
迄
幹
線
鉄
道
布
設
の
儀
御
内
決
に
関
し
上
申
 
 
井
上
鉄
道
局
長
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛

明
治

一
六
年
八
月

中
仙
道
鉄
路
建
築
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇

月山
県
有
朋
建
白
書
 
 
明
治

一
六
年
六
月

 
付
 
鉄
道
建
築
予
算
表

中
仙
道
幹
線
測
量
報
告
並
図

上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
六
日

1
⊥

り
白
0
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7

回
議
書

明
治

一
六
年

一
○
月
八
日

8

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
○
月
六
日

一
二

民
設
鉄
道
処
分
の
件

1

民
設
鉄
道
処
分
之
儀
に
付
伺

工
部
卿
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
七
月

=

日

2

鉄
道
布
設
に
関
す
る
件
上
申

鉄
道
局
長
井
上
勝

工
部
卿
代
理
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
宛

明
治

一

六
年
七
月

3

鉄
道
布
設
下
調
べ
と
し
て
官
員
御
派
遣
の
儀
上
申

福
岡
県
令
岸
良
俊
介

工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛

明
治

一
六
年
七
月
四
日

4

私
設
鉄
道
施
設
の
儀
に
付
上
申

工
部
卿
佐
佐
木
高
行

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

三
日

5

釜
石
鉱
山
用
機
関
車
其
他
等
御
払
下
願
書
進
達

大
阪
府
知
事
建
野
郷
三

工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛

明
治

一
六
年
七
月
二

一
日

6

回
議
書

明
治

一
六
年

一
二
月

一
七
日

7

第

一
局
上
申

明
治

一
六
年

一
二
月

一
五
日

-
⊥

ワ
8

Q
)



〔
47

〕

自
明
治

一
七
年

至
同
 

一
八
年

公
文
別
録

 

工
部
省

(
R

16

/

1

9

4

～

3

7

3
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ルト鄭蹴

一

 
 
官
行
諸
鉱
山
処
分
方
の
件

 
1
 
官
行
諸
鉱
山
処
分
之
儀
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七
月

 
 
 

一
日

 
2
 

工
部
卿
伺
官
行
鉱
山
処
分
の
儀
に
付
全
卿
へ
御
推
問
の
事
 
 
明
治

一
七
年
六
月
二
四
日

 
 
 
 
付
 
工
部
卿

へ
御
推
問
案

 
3
 
当
省
官
衙
鉱
山
処
分
の
儀
斉
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
七
年
六
月

 
4
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月
五
日

 
5
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二
日

 
6
 
第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年
七
月

二
 
阿
仁
鉱
山
を
民
業
に
移
す
の
件

 
1
 
阿
仁
鉱
山
処
分
方
之
儀
に
付
再
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一

 
 
 
月

一
五
日

2
 
回
議
書
 
 
明
治

一
八
年

一
月

一
七
日

-
⊥
0
σ

7
ー

0
白
0

ρ0
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3

第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
八
年

一
月

一
六

日

三
 
四
日
市
線
鉄
道
官
設
起
工
の
件

 
1
 
四
日
市
線
鉄
道
布
設
之
儀
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
五

 
 
 
月
八
日

 
 
 
 
付
 
四
日
市
線
を
官
設
と
す
べ
し
と
の
意
見
上
申
書
 
 
井
上
鉄
道
局
長
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛

2
 
伊
勢
国
四
日
市
美
濃
国
垂
井
間
鉄
道
敷
設
の
儀
に
付
伺
 
 
三
重
県
令
岩
村
定
高
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛

 
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
〇
日

3
 
鉄
道
布
設
願
書
 
 
三
重
県
伊
勢
国
三
重
郡
四
日
市
戸
長
堀
木
忠
良
 
三
重
県
令
岩
村
定
高
宛
 
 
明
治

一

 
 

七
年
四
月
五
日

 
 
 
付

 
副
願
書
 
 
明
治

一
七
年
四
月
五
日

4
 
美
濃
国
垂
井
伊
勢
国
四
日
市
間
新
設
鉄
道
敷
地
測
量
の
儀
に
付
上
申
 
 
三
重
県
令
岩
村
定
高
 
工
部
卿
佐

 
 

佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月

一
九
日

5
 
新
設
鉄
道
敷
地
測
量
之
儀
請
願
書
 
 
三
輪
猶
作
他
二
名
 
三
重
県
令
岩
村
定
高
宛
 
 
明
治

一
七
年
四
月

 
 
 
一
八
日

6
 
通
達
書
 
 
工
部
大
書
記
官
林
董
 
内
閣
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
七
年
五
月
八
日

7
 
上
奏
書
 
 
明
治

一
七
年
五
月
六
日

8
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
五
月
五
日

9
 
第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
七
年
五
月
三
日

り
白

1
⊥

9
白



四
 
中
山
道
鉄
道
幹
線
よ
り
越
後
新
潟
に
達
す
る
線
路
官
設
並
に
人
民
私
設
出
願
の
節
伺
出
方
の
件

 
1
 
信
越
鉄
道
会
社
設
置
之
義
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年
七

 
 
 
月
二
日

 
2
 
信
越
鉄
道
会
社
御
保
護
之
義
に
付
上
申
 
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝

・
長
野
県
令
大
野
誠
 
農
商
務
卿
松
方
正

 
 
 
義

・
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
七
年
五
月

一
日

 
3
 
信
越
鉄
道
会
社
創
立
願
 
 
中
沢
与
左
衛
門
他
七
名
 
新
潟
県
令
永
山
盛
輝

・
長
野
県
令
大
野
誠
宛
 
 
明

 
 
 
治

一
七
年
四
月
二
六
日

 
 
 
 
付
 
特
許
を
請
願
す
る
条
件

・
信
越
鉄
道
会
社
定
款
稿
本

・
出
金
人
名
簿

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
七
年
六
月

一
三
日

 
5
 
第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
七
年
六
月

 
 
 
 
付
 
参
照
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
九
日

り
自
ρ
)
R
U

203第16リ ー ル

四
の
下
本
省
事
務
整
理
の
件
建
議

 
ー
 
工
部
省
事
務
整
理
の
事
項
に
付
上
申
書
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七

 
 
 
年

一
〇
月

 
2
 
工
部
省
職
務
整
理
之
議
 
 
工
部
少
輔
渡
辺
洪
基
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

 
3
 
回
覧
書
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
二
日

 
 
 
 
付
 
付
箋

五
 
中
山
道
鉄
道
建
築
着
手
の
意
見
並
経
費
支
出
方
の
件

Q
J
∩
乙

(
)

0
0

Q
J

ρ0
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中
山
道
鉄
道
建
築
着
手
其
他
之
義
井
上
鉄
道
局
長
よ
り
意
見
具
状
に
付
伺
 
 
工
部
卿
山
県
有
朋
 
左
大
臣

熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
二
日

中
山
道
鉄
道
幹
線
の
工
事
に
付
上
申
書
 
 
井
上
鉄
道
局
長
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
七
年

一

〇
月

一
六
日

工
部
省
伺
中
山
道
鉄
道
建
築
着
手
其
他
の
義
井
上
鉄
道
局
長
よ
り
意
見
具
状
之
件
内
務
大
蔵
両
卿
に
御
照
会

の
事
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
五
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月
二
五
日

工
部
省
伺
中
山
道
鉄
道
建
築
着
手
等
の
義
に
付
意
見
御
尋
問
の
件
陳
述
書
 
 
大
蔵
卿
松
方
正
義

・
内
務
卿

山
県
有
朋
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月

一
七
日

回
議
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
三
日

第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
三
日

六
 
中
山
道
鉄
道
線
路
西
部
起
工
の
意
見
並
び
に
経
費
支
出
方
の
件

 
1
 
中
山
道
鉄
道
線
路
西
部
起
工
之
儀
鉄
道
局
長
井
上
勝
よ
り
意
見
具
状
に
付
伺
 
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
 
太

 
 
 
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
四
日

 
 
 
 
付
 
上
申
書
 
 
鉄
道
局
長
井
上
勝
 
工
部
卿
佐
佐
木
高
行
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
三
日

 
2
 
第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
八
年
三
月
二
六
日

 
3
 
中
山
道
鉄
道
線
路
西
部
起
工
之
儀
上
申
書
 
 
内
務

・
大
蔵
卿
松
方
正
義
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

 
 
 
治

一
八
年
三
月
二
六
日

 
4
 
工
部
省
伺
中
山
道
鉄
道
線
路
西
部
起
工
之
義
鉄
道
局
長
井
上
勝
よ
り
意
見
具
状
の
件
回
議
書
 
 
明
治

一
八

Q
J

只
U
O
り
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年
六
月

一
五
日

第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
八
年
六
月

一
二
日

工
部
省
伺
中
山
道
鉄
道
線
路
西
部
起
工
之
件
回
議
書

第

一
局
上
申
書
 
 
明
治

一
八
年
四
月

一
一
日

明
治

一
八
年

四
月

一
三
日

ルト鄭㎜
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〔
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〕

自
明
治

一
一
年

至
同

 

一
八
年

公
文
別
録

 
官
符
原
案

(
R

16
/

3

7

5

～

4

7

7

)

一 

駅
逓
局
雇
米
国
人
サ
ミ
ユ
ー
ル
、
エ
ム
、
グ
ラ
イ
ア
ン
に
各
国
郵
便
結
約
を
委
任
す

 
1
 
勅
諭
草
案
 
 
明
治

一
一
年

二
 
在
仏
国
特
命
全
権
公
使
鮫
島
尚
信
に
同
上

 
1
 
上
奏
書
 
 
寺
島
外
務
卿
 
 
明
治

一
一
年

三
 
地
方
長
官
に
勅
諭

 
1
 
勅
諭
 
 
明
治

一
三
年
二
月
二
七
日

四
 
国
会
開
期
の
勅
諭

 
1
 
勅
諭
 
 
明
治

一
四
年

一
〇
月

一
二
日

五
 
地
方
官
御
陪
食
の
節
勅
語

 
1
 
明
治

一
四
年

一
二
月
八
日
地
方
官
御
陪
食
の
節
勅
語

0
0

ワ
J

Q
)

0
0

0
0

0

0
0

8

り
白

0
0

0
0

4

0
0

0
0

ρ
U



六
 
参
議
伊
藤
博
文

へ
勅
語
並
に
欧
米
派
遣
に
付
訓
条

 
1
 
勅
語
 
 
明
治

一
五
年
三
月
三
日

 
 
 
 
付
　
太
政
大
臣
よ
り
伊
藤
参
議

へ
訓
条

0
0

0
0

7
8

七
 
同
人
随
行
西
園
寺
公
望
外
二
名
に
付
与
す
る
訓
条

 
1
 
西
園
寺
公
望
岩
倉
具
視
広
橋
賢
光

へ
御
口
達
の
書
状

明
治

一
五
年

三
月
七

日

0
0

Q
U
-
⊥

八
 
各
地
方
巡
察
使
に
付
与
す
る
訓
条

 
1
 
地
方
巡
察
使
に
関
す
る
訓
条

 
 
 
月
七
日

 
2
 
内
達
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美

参
議
山
県
有
朋
 
元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝
他
四
名
宛
 
 
明
治

一
五
年
四

明
治

一
五
年

四
月
八
日

Q
U
Q
)
∩
乙
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九
 
地
方
長
官

へ
勅
語
並
に
御
沙
汰
書

 
1
 
内
務
卿
よ
り
各
地
方
長
官

へ
内
達
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義

 
 
 
 
付
 
地
方
の
事
宜
民
情
視
察
の
心
得

 
2
 
勅
語

 
3
 
議
事
次
第
 
 
明
治

一
五
年

=

月
二
四
日

明
治

一
五
年
四
月

一
〇
 
検
査
院
長
岩
村
通
俊
沖
縄
県

へ
派
遣
の
辞
令
並
御
委
任
状
及
沖
縄
県
令
上
杉
茂
憲

へ
御
達

Q
U
O
り
(
口

4

∩
)
7
ー
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1234

検
査
院
長
岩
村
通
俊
沖
縄
県

へ
被
差
遣
の
辞
令
並
御
委
任
状
及
沖
縄
県
令
上
杉
茂
憲

へ
御
達
の
件
回
議
書

明
治

一
五
年

一
二
月
七
日

上
奏
書
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
八
日

沖
縄
県
治
に
就
て
訓
令
 
 
太
政
大
臣
岩
倉
具
視
 
会
計
検
査
院
長
岩
村
通
俊
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

九
日
 
付
 
参
考
条
件

沖
縄
県
県
治
に
就
て
訓
令
 
 
太
政
大
臣
岩
倉
具
視
 
沖
縄
県
令
上
杉
茂
憲
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
九

日

一
一

 
陸
海
軍
整
備
不
急
の
庶
務
節
略
の
御
沙
汰
書

1
 
陸
海
軍
整
備
の
儀
御
沙
汰
の
事
不
急
の
庶
務
節
略
被
仰
出
の
事
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
二
日

2
 
御
沙
汰
案
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
五
日

3
 
通
達
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
五
日

バ
壕

1
⊥

0
0

一
二
 
右
大
臣
岩
倉
具
視
宮
内
省
中
内
規
取
調
局
事
務
総
裁
心
得
担
任
被
命
其
他
委
員
長
委
員
を
命
ぜ
ら
る

 

1
 
宮
内
省
中
内
規
取
調
局
設
置
に
付
主
任
委
員
任
命
の
件
通
達
 
 
右
大
臣
岩
倉
具
視
 
元
老
院
副
議
長
束
久

 
 
 

世
通
禧
他
六
名
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月

一
八
日

 
 
 
 
付

 
内
閣
書
記
官
宛
上
申
 
 
香
川
敬
三
 
 
四
月
九
日
 
 
城
多
董
任
命
の
件

4

1
⊥

0
り

一
三
 
宮
内
省
中
に
編
纂
局
設
置
並
元
老
院
議
官
西
周
外
九
名
同
省
御
用
掛
を
命
せ
ら
る

4

り
白

O
O
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回
覧
書
 
 
岩
倉
具
視
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
日

編
纂
局
被
設
候
に
付
御
沙
汰
案
 
 
明
治

一
六
年
三
月

元
老
院
議
官
西
周
外
九
名
宮
内
省
御
用
掛
被
仰
付
の
事
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
日

 
付
 
書
翰
 
 
岩
倉
右
大
臣
 
松
方
正
義
宛
 
 
年
月
日
欠
 
 
谷
山
儀

一
割
愛
の
件

上
奏
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
日

一
四
 
故
前
右
大
臣
岩
倉
具
視
贈
官

 

1
 
勅
書
案
 
 
明
治

一
六
年
七
月
二
三
日

4

RU
O

一
五
 
贈
太
政
大
臣
岩
倉
具
視
墓
誌

 

1
 
前
右
大
臣
従

一
位
大
勲
位
贈
太
政
大
臣
岩
倉
公
墓
誌

年
月

日
欠

4

ρ
U

O
O

209第16リ ー ル

一
六
 
参
議
兼
陸
軍
卿
大
山
巌
欧
洲

へ
派
遣
に
付
勅
語
並
御
達
案

 

1
 
勅
案
 
 
明
治

一
七
年
二
月

一
二
日

一
七
 
大
臣
参
議
秘
書
官
手
当
金
支
給

1
 
通
牒

2
 
通
牒

3
 
通
牒

明
治

一
二
年

一
二
月

一
八

日

明
治

一
七
年

二
月
二
七

日

明
治

一
七
年

四
月
七

日

4

ρ
)
rD

4

R)
8



4

通
牒
 
 
明
治

一
七
年
七
月
二
五
日
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明
治
一
八
年

公
文

別

録

府
県

(
R

16

/

4

7

9

～

5

0

1

)

一

沖
縄
県
県
治
方
伺
の
件

1

沖
縄
県
県
治
の
件
に
付
上
申
書

沖
縄
県
令
西
村
捨
三

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
八
年
五
月

二
日付

通
達
書

内
務
大
書
記
官
松
田
道
之

内
務
少
書
記
官
木
梨
精

一
郎
宛

明
治

一
二
年
三
月
二

七
日

2

回
議
書

明
治

一
八
年
五
月

一
日

3

第
二
局
上
申

明
治

一
八
年
五
月

一
日

4

0
0

り
白

211第16リ ー ル

二

同
旧
藩
王
尚
家
取
扱
方
の
件

1

尚
家
御
取
扱
振
に
付
意
見

沖
縄
県
令
西
村
捨
三

日

2

回
覧
書

明
治

一
八
年
五
月

一
日

3

第
二
局
上
申

明
治

一
八
年
五
月

一
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
二
月
二
五

4
0
U
4
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自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

官
吏
雑
件

太
政
官
 
甲

(
R

17

/

0

0

5
～

3

5

6

)

太
政
官
 
甲

一 

会
計
検
査
院
長
岩
村
通
俊
沖
縄
県
派
遣
に
付
訓
条
付
与
の
件

1
 
訓
条
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
 
岩
村
通
俊
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
九
日

 
 
 
付

 
参
考
条
件

(
V

(
U

O
O

二
 
同
人
稟
議
沖
縄
県
庁
移
転
井
分
遣
隊
引
揚
の
件

 
1
 
検
査
院
長
岩
村
通
俊
電
報
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
五
日

 
2
 
検
査
院
長
岩
村
通
俊
電
報
 
 
参
議
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
六
日

 
3
 
検
査
院
長
岩
村
通
俊
電
報
 
 
参
議
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二

一
日

 
4
 
回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
四
月
二
七
日

n
U

-
上

-
二

三
 
同
人
復
命
の
件

 
1
 
沖
縄
県
治
に
関
す
る
復
命
書

会
計
検
査
院
長
岩
村
通
俊
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年
八

《
U

9
白
4
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①
月

②

各
省
交
渉
の
条
件

 
金
禄
其
他
繰
替
支
給
方
の
件

 
有
禄
士
族
普
久
嶺
里
禎
家
禄
繰
替
渡
の
件

 
無
罪
鮮
放
人
旅
費

一
四
年
度
閉
鎖
後
支
出
の
件

 
金
禄
渡
方
の
件

 
授
産
金
下
渡
方
の
件

 
撃
劔
場
新
築
の
件

 
貧
民
救
療
の
件

 
波
の
上
宮
修
繕
の
件

内
務
省
主
管
の
件

 
規
則
実
施
不
致
件

 

警
察
費
増
額
の
件

 

間
切
百
姓
地
々
頭
地
取
扱
方
の
件

 

吏
員
身
分
取
扱
方
の
件

 

巡
査
看
守
押
丁
服
制
の
件

 

布
告
布
達
施
行
期
限
の
件

 

官
宅
建
築
の
件

 

宮
古
島
吏
員
願
書
の
件

 

八
重
山
吏
員
願
書
の
件
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幽

③④⑤

巳
決
囚
薙
髪
剃
髭
の
件

大
蔵
省
主
管
の
件

伊
江
朝
永
今
帰
仁
朝
敷

へ
金
禄
公
債
証
書
下
賜
の
件

竹
木
定
価
更
正
の
件

証
券
印
紙
規
則
実
施
不
致
の
件

農
商
務
省
主
管
の
件

度
量
衡
旧
器
検
査
延
期
の
件

久
米
島
及
両
先
島
度
量
衡
新
器
発
行
見
合
の
件

牛
馬
商
法
取
扱
の
義
嘆
願
の
件

一
時
処
分
に
属
す
る
雑
件

一
五
年
度
第
四
期
分
地
頭
代
以
下
給
料
下
付
の
件

糖
業
の
件

巡
査
満
年
賜
金
支
給
方
の
件

会
計
記
簿
組
織
改
正
の
件

買
揚
過
砂
糖
代
金
請
求
の
件

難
破
船
漂
着
人
貸
借
金
の
件

租
税
減
額
の
件

経
費
請
求
の
件

徒
流
刑
の
囚
徒
取
扱
の
件

旅
費
支
給
方
の
件
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為
換
方
命
令
の
件

 

地
頭
代
以
下
役
俸
の
中
姓
名
違
ひ
更
正
の
件

 

警
察
分
署
敷
地
模
様
替
の
件

 
 
塩
石
代
相
場
取
調
日
限
の
件

 
 

一
四
年
度
貢
祖
運
搬
費
の
件

 
 
華
士
族
金
禄
の
件

 
 
僧
侶
飯
米
支
給
の
件

回
議
書
 
 
明
治

一
六
年
九
月

一
八
日

第

一
局
上
申
 
 
明
治

一
六
年
九
月

一
三
日

9
臼
O
U
9
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9
白
O
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0
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㎜

〔
51

〕

自
明
治

一
五
年

至
同
 

一
六
年

公
文
別
録

 
官
吏
雑
件
 
二

太
政
官
 
乙

(R
18
/
0
0
5
/
3
9
5
)

四五六七八九

 
太
政
官
 
乙

岩
村
会
計
検
査
院
長
沖
縄
県
下
国
頭
中
頭
両
地
巡
回
日
記
 
 
自
明
治

一
六
年

一
月
二
八
日
至
二
月

一
四
日

同
久
米
宮
古
八
重
山
三
島
同
上
 
 
自
明
治

一
六
年
二
月
二
三
日
至
三
月

一
九
日

同
島
島
尻
地
方
同
上
 
 
自
明
治

一
六
年
三
月
二
八
日
至
四
月
二
日

同
首
里
出
張
日
記
 
 
自
明
治

一
六
年
四
月
五
日
至
四
月
七
日

同
那
覇
四
ケ
村
井
泊
久
米
村
両
村
吏
諮
問
筆
記
 
 
明
治

一
六
年
二
月

一
七
日

沖
縄
県
甲
乙
丙
丁
号
達
 
 
自
明
治

一
六
年
五
月
至
六
月

 
甲
号
達
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甲
第

一
一
号
五
月
八

日

甲
第

一
二
号
五
月

一
四
日

甲
第

一
三
号
五
月

一
四

日

甲
第

一
四
号
五
月

一
五

日

甲
第

一
五
号
五
月

一
五

日

甲
第

一
六
号
五
月

一
五

日

甲
第

一
七
号
五
月

一
五

日

甲
第

一
八
号
六
月
五
日

甲
第

一
九
号
六
月
七

日

甲
第

二
〇
号
六
月
八
日

甲
第

二

一
号
六
月
八
日

甲
第

二
二
号
六
月
八

日

甲
第

二
三
号
六
月
八

日

甲
第

二
四
号
六
月

一
一
日

甲
第

二
五
号
六
月

一
二
日

甲
第

二
六
号
六
月

二
四
日

甲
第

二
七
号
六
月

二
四

日

甲
第

二
八
号
六
月

二
四
日

甲
第

二
九
号
六
月
二
四
日

甲
第

三
〇
号
六
月
二
四
日

一
六
年
貢
麦
石
代
相
場
の
件

 
人
身
売
買
の
義
に
付
前
年
の
告
諭
取
消
の
件

 
養
豚
禁
止
の
義
に
付
前
年
の
達
廃
止
の
件

 
貸
座
敷
娼
妓
の
義
に
付
前
年
の
布
達
廃
止
の
件

 
娼
妓
疾
病
診
察
の
義
に
付
前
年
の
達
廃
止
の
件

 
芸
妓
営
業
禁
止
の
義
に
付
前
年
の
布
達
廃
止
の
件

 
芸
娼
妓
貸
座
敷
規
則
を
定
む
る
の
件

兼
城
越
来
両
分
署
廃
の
件

医
院
分
局
出
張
所
廃
止
更
に
診
察
所
を
置
く
の
件

屠
獣
井
に
獣
肉
販
売
等
に
付
其
の
区
域
を
定
む
る
の
件

各
役
所
長
へ
委
任
の
件

願
伺
届
書
当
宛
名
の
件

宮
古
八
重
山
久
米
三
島
の
分
署
廃
止
の
件

 
宮
古
島
裁
判
出
張
所
廃
止
の
件

 
宮
古
島
監
獄
支
署
廃
止
の
件

 
警
察
署
所
轄
分
割
の
件

 
三
島
牛
馬
売
買
出
願
の
件

 
三
島
役
所
へ
特
に
委
任
の
件

 
前
年
布
達
民
費
規
則
取
消
の
件

 

一
三
年
甲
三
八
号
達
に
遣
背
し
た
る
者
処
分
の
件
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鎚

乙
号
達

 

一 

乙
第

一
二
号
五
月

一
四
日
 
明
治

一
五
年
乙
第
四
九
号
達
掟
採
用
之
義
取
消
之
件

 

一 

乙
第

一
三
号
五
月
二
二
日
 
明
治

一
五
年
乙
第
三
九
号
各
間
切
各
島
吏
員
俸
給
支
給
方
取
消
の
件

 

一 

乙
第

一
四
号
五
月
二
五
日
 
有
功
有
益
有
害
の
鳥
獣
取
調
方
の
件

 

一 

乙
第

一
五
号
五
月
三
〇
日
 
難
破
船
取
扱
之
件

 
 
 
乙
第

一
六
号
六
月
八
日
 
本
年

一
月
丙
第
弐
号
達
各
役
所
職
制
並
事
務
章
程
を
廃
し
委
任
条
例
を
定

 
 
 
る
の
件

 

一 

乙
第
弐
号

一
月
四
日
 
役
所
職
制
並
び
事
務
章
程
改
定
の
件

 

一 

乙
第

一
七
号
六
月
八
日
 
人
民
よ
り
願
伺
届
書
差
出
の
件

 

一 

乙
第

一
八
号
六
月

一
一
日
 
文
子
人
員
増
加
の
件

 

一 

乙
第

一
九
号
六
月

一
八
日
 
吏
員
身
分
取
扱
改
定
の
件

 

一 

号
外
 
九
月
二
三
日
 
本
年
乙
第

一
九
号
達
正
誤
の
件

 

一 

乙
第
二
〇
号
六
月
二
三
日
 
衛
生
委
員
兼
務
心
得
の
件

丙
号
達

 

一 

丙
第

一
六
号
五
月
七
日
 
官
吏
心
得
制
定
の
件

 

一 

丙
第

一
七
号
五
月
七
日
 
県
令
着
県
の
件

 

一 

丙
第

一
八
号
五
月
八
日
 
役
所
小
使
給
改
定
の
件

 

一 

丙
第

一
九
号
五
月
八
日
 
学
事
賞
与
に
関
す
る
調
査
方
の
件

 

一 

丙
第
二
〇
号
五
月
八
日
 
学
事
奨
励
品
付
与
に
関
す
る
調
査
方
の
件

 

一 

丙
第
二

一
号
五
月

一
〇
日
 
編
纂
課
設
置
の
件
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一

丙
第
二
二
号

欠

一

丙
第
二
三
号
五
月

一
二
日

島
根
県
巡
査
旅
行
中
証
書
付
与
の
件

一

丙
第
二
四
号
五
月

一
四
日

警
察
本
署
中
主
計
部
を
廃
し
会
計
課
に
付
す
る
件

一

丙
第
二
五
号
五
月

一
四
日

編
纂
課
順
序
の
件

一

丙
第
二
六
号
五
月

一
四
日

地
頭
代
己
下
吏
員
選
挙
の
義
に
付
前
年
の
訓
諭
取
消
の
件

一

丙
第
二
七
号
五
月

一
四
日

各
役
所
長
参
集
の
期
取
消
の
件

一

丙
第
二
八
号
五
月

一
四
日

客
年
丙
第
三
五
号
達
取
消
の
件

一

丙
第
二
九
号
五
月

一
四
日

間
切
吏
員
採
用
罷
免
の
義
に
付
前
年
の
内
訓
取
消
の
件

一

丙
第
三
○
号
五
月

一
六
日

編
纂
課
事
務
章
程
設
定
の
件

一

丙
第
三

一
号
五
月

一
六
日

庶
務
課
章
程
中
改
定
の
件

一

丙
第
三
二
号
五
月

一
六
日

本
県
庁
則
更
正
の
件

一

丙
第
三
三
号
五
月

一
七
日

旧
藩
制
度
沿
革
等
取
調
に
要
す
る
書
類
編
纂
課
へ
引
継
の
件

一

丙
第
三
四
号
五
月
二
二
日

乙
第

=
二
号
達
に
付
取
調
の
件

一

丙
第
三
五
号
五
月
二
四
日

学
務
衛
生
勧
業
三
課
廃
止
の
件

一

丙
第
三
六
号
五
月
二
四
日

各
課
事
務
章
程
改
定
の
件

一

丙
第
三
七
号
五
月
三
○
日

丙
第
三
六
号
達
中
追
加
の
件

一

丙
第
三
八
号
五
月
三
○
日

警
察
本
分
署
章
程
改
正
の
件

一

丙
第
三
九
号
五
月
三
○
日

監
獄
署
章
程
改
正
の
件

一

丙
第
四
○
号
五
月
三

一
日

布
告
達
等
受
付
手
続
の
件

一

丙
第
四

一
号
六
月

一
日

県
令
官
印
改
告
の
件
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一

丁

号
達

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

 

一

丙
第
四
二
号
六
月
四
日
 
官
報
々
告
の
事
務
編
纂
課

へ
付
す
る
の
件

丙
第
四
三
号
六
月
四
日
 
官
報
々
告
書
類
取
纏
め
の
件

丙
第
四
四
号
六
月
七
日
 
各
地
在
勤
医
薬
価
取
扱
の
件

丙
第
四
五
号
六
月
九
日
 
裁
判
掛
事
務
規
程
の
件

丙
第
四
六
号
六
月

一
二
日
 
警
察
署
章
程
中
増
補
の
件

丙
第
四
七
号
六
月

一
二
日
 
三
島
警
察
事
務
及
犯
罪
取
扱
の
件

丁
第
二

一
号
五
月

一
〇
日
 
泉
崎
村
士
族
大
湾
政
嬰
開
店
出
願
に
対
す
る
那
覇
役
所
指
令
取
消
の
件

丁
第
二
二
号
五
月

一
四
日
 

=
二
年
乙
第
百
弐
拾
八
号
達
畜
犬
禁
止
の
義
取
消
の
件

丁
第
二
三
号
五
月
二
四
日
 
粟
国
島
巡
査
派
出
廃
止
の
件

丁
第
二
四
号
六
月
七
日
 
島
尻
中
頭
分
局
器
械
薬
品
医
院

へ
引
受
の
件

丁
第
二
五
号
六
月
七
日
 
各
地
在
勤
医
員
心
得
相
定
の
件

丁
第
二
六
号
六
月
九
日

裁
判
掛
事
務
規
程
相
定
の
件

丁
第
二
七
号
六
月
九
日
 
宮
古
八
重
山
久
米
島
の
三
分
署
廃
止
に
付
事
務
引
継
方
の
件

丁
第
二
八
号
六
月
二

一
日
 
裁
判
出
張
所
廃
止
に
付
建
物
引
継
の
件

丁
第
二
九
号
六
月

一
二
日
 
巡
査
各
間
切
村
落
巡
回
心
得
相
定

の
件

丁
第
三
〇
号
六
月

一
三
日
 
宮
古
島
裁
判
掛
出
張
所
の
書
籍
該
島
役
所

へ
引
継
の
件

丁
第
三

一
号
六
月

一
四
日
 
徳
島
県
よ
り
藍
商
取
調
規
則
依
頼
に
付
心
得
方
の
件

丁
第
三
二
号
六
月
二
二
日
 
監
獄
署
看
守
押
丁
月
俸
名
称
等
額
改
正
の
件

丁
第
三
三
号
六
月
二
四
日
 
医
院
診
察
所
年
額
金
相
定
の
件
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一 

丁
第
三
四
号
六
月
二
四
日
 
久
米
宮
古
八
重
山
役
所

へ
牛
馬
売
買
願
を
許
否
す
る
を
委
任
の
件

 

一 

丁
第
三
五
号
六
月
二
四
日
 
丁
第
三
四
号
達
心
得
方
の
件

番
外
無
号
達

 

一 

番
外
五
号
六
月
二
二
日
 
人
民
連
合
の
諸
願
は
総
代
人
立

へ
き
の
件

 

一 

番
外
四
号
五
月
二
九
日
 
溝
渠
下
水
等
掃
除
の
件

 

一 

無
号
五
月

一
〇
日
 
長
崎
県
士
族
小
佐
々
周
平
へ
貸
下
金
返
納
督
促
の
件

 

一 

無
号
五
月
二
五
日
 
肺
肝
二
病
発
見
の
節
届
出
の
件

 

一 

無
号
五
月
二
六
日
 
久
米
島
人
民
転
籍
移
住
の
指
令
取
消
復
旧
の
件

 

一 

無
号
六
月
八
日
 
乙
第

一
六
号
達
委
任
条
件
心
得
方
の
件

 

一 

無
号
六
月

一
二
日
 
監
獄
支
署
廃
止
に
付
罪
囚
処
分
の
件

 

一 

無
号
六
月
二
〇
日
 
明
治

一
四
年
二
月
番
外
第
九
号
内
諭
取
消
の
件

 

一 

無
号
六
月
二

一
日
 

一
五
年
度
道
路
橋
梁
治
水
等
執
行
出
来
形
精
算
帳
可
差
出
の
件

 

一 

無
号
六
月
二
四
日
 
警
察
分
署
廃
止
に
付
諸
費
残
金
可
還
納
の
件
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ル匹鄭劉

一
〇
 
同
裸
款

一
〇
件

一一一一一

擬
印
の
伺
書
下
附
の
件

平
井
連
三
郎
預
審
判
事

へ
送
付
の
件

沖
縄
県
士
族
家
禄
の
義
に
付
大
蔵
卿

へ
掛
合
の
件

内
務
卿

へ
電
報
の
件

伺
書
下
附
の
件

Q
σ
R
U
に
U

0
0

戻
」

7
σ

0
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E
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0
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Q
J
公
)
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Q
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ρ
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魏

一一一一一

伺
書
類
下
戻
の
件

会
計
検
査
に
付
達
の
件

伺
書
下
戻
の
件

警
部
長
心
得
出
京
の
件

県
令

へ
意
見
尋
問
の
件

0
0
a
U
Q
)

0
0

7
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-
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Q
U

7
ー

∩
乙
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0

7
5

企
U
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7
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σ

大
蔵
省

一
一

元
大
蔵
少
輔
吉
原
重
俊
等
雑
税
徴
収
方
法
に
関
し
勉
励
に
付
賞
与
を
謂
ふ
の
件

日

明
治

一
五
年

一
〇
月

二
五

0
0

0
0

民
」

県

一
二
 
大
阪
府
知
事
建
野
郷
三
地
方
視
察
の
為
書
記
官
出
張
の
節
内
示
を
請
ふ
の
件
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
九
日

0
0

0
σ
4
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自
明
治

一
五
年

至
同

一
八
年

公
文
別
録

官
吏
選
挙
慰
労
内
規

(
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一

文
官
撰
挙
内
規
慰
労
内
規
制
定
の
件

明
治

一
五
年

一
二
月
二
六
日

付

撰
挙
内
規

・
慰
労
内
規

・
上
奏
案

・
達
案

二

工
部
省
伺
雇
の
者
本
官
に
撰
任
方
の
件

明
治

一
六
年

一
月
九
日

三

同
省
撰
挙
内
規
中
質
疑
の
件

明
治

一
六
年

一
月

一
二
日

四

内
務
省
同
上

明
治

一
六
年

一
月

一
五
日

五

陸
軍
省
伺
満
期
下
士
并
文
武
官
出
身
の
者
免
官
後
更
に
採
用
方
の
件

明
治

一
六
年
三
月
五
日

六

文
部
省
伺
本
官
の
俸
額
と
差
違
あ
る
者
増
給
并
御
用
掛
試
用
の
後
本
官
に
登
用
方
の
件

明
治

一
六
年
四
月

二
日

0

1
↓
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り
白
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脳

七

陸
軍
省
撰
挙
内
規
第
二
項
中
質
疑
の
件

明
治

一
六
年
二
月
二
八
日

八

文
部
省
撰
挙
内
規
第
二
第
三
項
質
疑
并
に
等
外
吏
よ
り

一
七
等
官
に
採
用
及
等
外
吏
適
宜
取
扱
の
件

明
治

一
六
年

一
月
二
二
日

九

撰
挙
内
規
条
項
中
質
問
に
対
す
る
指
令
回
答
等
抄
録
各
長
官

へ
内
示
の
件
二
条

明
治

一
六
年
四
月
二
五
日

一
○

陸
軍
省
照
会
并
に
内
務
省

へ
通
牒
八
等
官
中
増
俸
年
限
は
長
官
の
意
見
に
任
す
る
の
件

明
治

一
六
年
六
月

二

一
日

一
一

陸
軍
省
慰
労
内
規
質
疑
の
件

明
治

一
六
年
三
月
二
七
日

一
二

統
計
院
伺
判
任
官
時
限
外
勤
務
の
者
慰
労
内
規
中
特
別
勤
労
あ
る
者
に
準
拠
方
の
件

明
治

一
六
年
九
月
二

八
日

一
三

陸
軍
省
伺
甲
庁
官
吏
に
し
て
乙
庁
兼
勤
の
者

へ
報
酬
金
賜
与
方
の
件

明
治

一
六
年
三
月
七
日

一
四

陸
軍
省
理
事
理
事
補
審
事
補
及
録
事
撰
挙
内
規
制
定
の
件

明
治

一
六
年
二
月
七
日

一
五

文
部
省
伺
東
京
大
学
幹
事
諸
校
館
長
并
各
教
員
撰
挙
内
規
の
件

明
治

一
六
年
四
月
二

一
日
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一
六

一
七

一
八

一
九

二
〇

二

一

二
二

二
三

二
四

外
務
省
伺
領
事
館
付
書
記
生
撰
挙
内
規
の
件
 
 
明
治

一
六
年
九
月
七
日

司
法
省
伺
大
審
院
井
裁
判
所
奏
判
任
官
撰
挙
内
規
制
定
の
件
 
 
明
治

一
五
年

一
二
月
二
七
日

内
務
省
上
申
技
術
官
撰
挙
井
進
級
内
規
の
件
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月
六
日

同
奏
任
群
区
長
撰
挙
内
規
の
件
 
 
明
治

一
六
年
三
月
二
日

府
知
事
県
令
進
級
年
数
の
件
 
 
明
治

一
七
年
三
月
二
五
日

奏
任
郡
長
撰
挙
内
規
改
正
の
件
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
二
二
日

恩
給
局
上
申
撰
挙
内
規

へ
任
官
年
齢
追
加
を
請
ふ
の
件
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月
二
三
日

陸
軍
省
伺
奏
任
官

へ
慰
労
取
扱
方
の
件
 
 
明
治

一
八
年
四
月
二
三
日

文
部
省
よ
り
准
奏
任
御
用
掛
同
俸
給
を
以
て
更
に
本
官
に
任
用
の
者
進
級
年
限
起
算
方
問
合
の
件

七
年
九
月

一
四
日

明
治

一
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自
明
治
三
年

至
同
 
六
年

諸
建
白
書

(
R

19
/

1

1

7
～

3

0

9

)

一二三四五六七

神
祇
大
佑
門
脇
重
俊
建
白
楮
山
正
太
郎
建
議
採
用
を
乞
ふ
の
議
 
 
弁
官
宛
 
 
明
治
三
年
八
月
四
日

文
共

山
県
有
朋
上
書
賞
禄
を
回
収
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
 
 
年
月
日
欠

兵
部
省
建
白
歳
入
三
分
の

一
を
以
て
兵
資
に
充

つ
る
の
議
 
 
弁
官
宛
 
 
明
治
四
年
三
月
七
日

義
倉
創
設
の
議
 
 

一
月

ウ
エ
ル
ニ
ー
建
白
横
須
賀
造
船
所
事
務
取
扱
の
議
 
 

一
八
七
三
年
二
月
二
三
日

兵
部
大
輔
山
県
有
朋
外
二
名
兵
備
将
来
の
目
途
上
言
 
 
明
治
五
年

一
二
月

奈
良
県
令
四
条
認
平
外

一
名
よ
り
十
津
川
郷
士
盟
約
書
上
呈
 
 
明
治
五
年

一
月

一
八
日

原
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八

置
賜
県
士
族
藤
原
政
恒
建
白
華
族
士
族
北
地
移
住
の
議

明
治
五
年
三
月

九

秋
田
県
令
島
義
勇
上
書
県
治
細
大
と
な
く
御
委
任
を
乞
ふ

明
治
五
年
六
月

一
○

長
崎
県
士
族
肥
藤
西
男
外

一
名
建
白
御
西
狩
の
序
を
以
て
琉
球
島
御
巡
幸
を
乞
ふ
の
議

明
治
五
年
六
月

一
一

熊
本
県
宇
野
雲
四
郎
建
白
漢
学
を
興
す
等
の
議

明
治
五
年
六
月

一
二

教
部
権
中
録
田
中
知
邦
建
白
人
民
教
導
の
議

明
治
五
年
七
月
四
日

付

臣
知
邦
立
志
概
記

本
教
大
意

田
中
知
邦

一
三

深
瀬
仲
麿
外

一
名
よ
り
広
島
県
黒
田
益
雄
処
刑
に
付
嘆
願

大
隈
重
信

・
板
垣
退
助
宛

明
治
五
年
七
月

一
四

山
口
藩
士
族
祖
式
信
頼
上
書
秋
田
及
茨
城
県
官
に
任
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ

明
治
五
年
七
月
八
日

付

参
議
西
郷
公
閣
下
表

明
治
五
年
八
月
四
日

一
五

左
院
上
申
銭
穀
出
納
の
計
算
を
明
示
す
る
の
件

明
治
六
年

一
月

一
八
日
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一
六

一
七

一
八

一
九

二

〇
二

一

二
二

二
三

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
建
白
国
議
院
民
議
院
を
設
け
制
法
の
権
を
立
て
其
他
院
省
改
正
の
議
 
 
明
治
六
年

一
月

鹿
児
島
県
士
族
大
沢
実
二
建
白
海
軍
省
人
撰
の
議
 
 
明
治
六
年
二
月
三
日

神
奈
川
県
雇
米
人
ヒ
ー
ル
建
白
拷
問
苛
責
の
旧
習
を
廃
す
る
の
議
 
 
明
治
六
年
二
月
二
〇
日

山
田
顕
義
上
書
賞
禄
を
回
収
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
 
 
年
月
日
欠

服
部
清
之
進
学
制
の
意
見
書
 
 
三
月

 
付

 
隠
嘘
放
言
 
 
明
治
三
年
三
月
二
〇
日

桜
井
房
排
気
鐘
の
説

船
越
衛
父
寿
左
衛
門
処
刑
に
付
哀
願
 
 
兵
部
大
輔
山
県
有
朋
宛
 
 

一
二
月
二
五
日

神
祇
官
大
教
要
旨
を
上
る
の
疏
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自
明
治

=

年

至
同
 

一
六
年

上
書
建
言
禄
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一
上
黒
田
清
隆
上
書
北
海
道
煤
田
開
採
輸
出
の
議
上
陳
書
 
 
黒
田
清
隆
 
三
条
実
美

・
岩
倉
具
視
宛
 
 
明
治

一

 
 

一
年
三
月

一
八
日

一
下
岡
山
県
寄
留
長
崎
県
士
族
岩
崎
吉
郎
建
白
朝
鮮
国
に
招
魂
祭
場
設
置
の
議
に
付
き
建
言
書
 
 
岡
山
県
令
高
崎

 
 
五
六
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
二
年
五
月
二
〇
日

 
 
付

 
建
言
書

二
 
宮
城
県
平
民
高
玉
君
平
建
白
日
蓮
宗
を
施
す
の
議
 
 
明
治

一
二
年

一
一
月

一
〇
日

 
 
付
　

立
正
安
国
論

 
 
 
 

日
蓮
上
人
申
状

 
 
 
 

静
岡
県
大
石
寺
開
祖
日
興
上
人
以
下
申
状

三
 
福
岡
県
平
民
葦
津
磯
夫

・
国
崎
三
平
建
白
条
約
改
正
の
議
 
 
福
岡
県
令
渡
辺
清
宛
 
 
明
治

一
二
年

一
一
月
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一
四
日

 
 
 
付

 
書
翰
 
 
岩
倉
具
視
 
内
閣
書
記
官
宛
 
 

一
月
二
八
日

三
下
宮
城
県
士
族
増
田
繁
幸
他
五
名
建
白
国
会
開
設
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
三
年
二
月

一
四

 
 

日

四
 
沖
縄
県
令
鍋
島
直
彬
上
書
尚
泰
家
族
及
尚
建
尚
弼
上
京
を
命
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
 
 
伊
藤
博
文
宛
 
 
明

 
 
治

一
三
年
四
月
二
四
日

四
の
二
参
議
大
隈
重
信
陳
述
通
貨
の
利
産
を
改
め
ん
こ
と
を
乞
ふ
の
議
 
 
明
治

一
三
年
五
月

五
 
茨
城
県
人
民
総
代
渡
辺
豊
八
郎
外
四
名
建
白
外
交
財
政
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
三
年
六

 
 
月
八
日

六
の
一
海
軍
大
佐
松
村
淳
蔵
他

一
名
建
白
海
軍
参
謀
本
部
設
立
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
三
年

 
 
 

一
一
月
六
日

六
の
二
警
部
試
補
加
藤
得
弥
建
議
武
官
警
察
の
外
諸
官
吏
私
服
着
用
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

 
 
 
三
年

一
一
月

(
U

7
8
Q
U
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O
O

∩
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0
σ
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U
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σ
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1
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七

京
都
府
平
民
児
島
定
七
外

一
九
名
総
代
沢
辺
正
修
建
白
国
約
定
法
制
定
の
議

明
治

一
三
年

一
二
月

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

1
⊥

り
白

ρ
U

八

権
大
教
正
本
居
豊
頴
外
四
名
建
白
朝
廷
に

一
大
教
官
を
置
き
政
教
の
大
権
を
併
せ
執
る
の
議

川
熾
仁
宛
 
 
明
治

一
三
年

一
二
月
二
五
日

 
付
 
土
屋
広
直
添
状
 
 
明
治

=
二
年

一
二
月
二
五
日

左
大
臣
有
栖

1
⊥

4

4

九

鎌
倉
宮
宮
司
松
岡
利
紀
外

一
名
建
白
神
道
事
務
局
祭
神
及
管
長
選
挙
に
関
す
る
議

一
四
年

一
月
二
二
日

有
栖
川
宮
宛
 
 
明
治

1
⊥

震
」

1
1

一
〇

高
知
県
令
北
垣
国
道
建
白
新
刑
法
を
挙
行
し
治
罪
法
を
廃
し
民
法
編
纂
を
停
止
す
る
の
議

実
美
宛
 
 
明
治

一
四
年

一
月

一
八
日

太
政
大
臣
三
条

1
⊥

只
U

O
O
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魏

〔
55

〕

自
明
治

=

年

至
同
 

一
六
年

上
書
建
言
禄
 
二

(
R

20

/

1

6

6
～

5

1

9

)

一
一 
 
エ
ル

・
ヂ

・
ダ
ネ
ー
氏
上
書
扶
桑
艦
に
付
意
見
 
 

一
八
八

一
年

一
月
二
六
日

一
二
 
陸
軍
中
将
谷
干
城
建
白
長
崎
梅
ヶ
崎
軍
人
軍
属
改
葬
事
件
を
法
官
に
付
し
て
審
糺
を
乞
ふ
の
議
 
 
太
政
大
臣

 
 

三
条
実
美
他
宛
 
 
明
治

一
四
年
三
月

一
三
日

一
三
 
同
人
建
白
陸
軍
恩
給
令
改
正
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
二
年
三
月

一
四
 
島
根
県
士
族
鵜
殿
長
外

一
名
建
白
鳥
取
県
再
置
の
議
 
 
内
務
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
四
年
二
月

 
 
 
付

 
境
島
根
県
令
意
見
書
 
 
内
務
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
四
年
五
月

一
〇
日

 
 
 
 
 
土
方
内
務
大
輔
上
申
書
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
四
年
八
月
二
二
日

 
 
 
 
 
境
島
根
県
令
演
述
書
 
 
明
治

一
四
年
七
月
二
六
日

一
五
上
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
二
条
城
を
以
て
離
宮
に
定
む
る
の
議
 
 
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
宛
 
 
明
治

一
四
年

一

 
 

〇
月

-
↓

ワ
8
り
白

1
⊥

ワ
ー
O
O

-
↓
O
O

匿
》

望
1

0
0

0
σ

り
白
-
↓
0
0
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付

 
建
議
に
付
副
申
 
 
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
 
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
宛
 
 
明
治

一
四
年

一
〇
月

一
五
下
大
坂
府
平
民
宮
本
喜
兵
衛
小
作
米
金
徴
収
方
過
当
に
付
哀
訴
 
 
明
治

一
五
年

一
月
二
四
日

 
 
 
付

 
小
作
御
受
地
反
別
及
地
主
村
名
石
名
前
付
 
 
宮
本
喜
兵
衛

一
六
 
福
島
県
蓮
沼
義
意
意
見
白
神
風
教
院
創
立
許
可
を
乞
ふ
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一

 
 

月

一
七

一
八

一
九

二

〇

二

一

議
官
海
江
田
信
義
建
白
神
祇
官
再
興
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年
四
月

一
一
日

和
歌
山
県
士
族
近
藤
直
吉
建
白
近
江
国
加
茂
野
原
開
墾
の
議
 
 
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
五
年

五
月

一
二
日

権
大
講
義
武
智
寛
吏
外
三
名
建
白
神
祇
官
再
興
の
議
 
 
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
五
年
六
月

一

〇
日

中
講
義
栂
野
安
輝
外

一
名
建
白
同
上
 
 
参
事
院
議
長
山
県
有
朋
宛
 
 
明
治

一
五
年
六
月

一
〇
日

参
事
院
議
官
福
羽
美
静
建
白
帝
室
財
産
を
定
あ
及
ひ
其
管
理
法
を
設
く
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月

9
白
ー

ワ
～

り
白

民
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-
⊥

り
白
只
U
4
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ρ
U
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鋼

二
一の
二
山
県
参
議
意
見
書
直
隷
御
料
地
の
件
井
に
伊
藤
参
議
地
所
所
有
権
の
建
議
の
件

 
 
 
付
 
大
森
鐘

一
意
見

 
 
 
 
 
帝
室
財
産
を
定
む
る
の
議
 
 
内
務
卿
山
田
顕
義
 
左
大
臣
熾
仁
親
王
宛
 
 
明
治

一
五
年
五
月

一
日

二
二
 
会
計
検
査
院
長
岩
村
通
俊
建
白
文
部
省
直
轄
官
立
学
校
資
本
金
貯
積
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

 
 
 
治

一
五
年
九
月
二
八
日

二
三
 
参
事
院
議
官
安
場
保
和
建
白
府
県
会
規
則
地
方
税
規
則
改
正
及
士
産
就
産
方
法
確
定
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条

 
 
 
実
美
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
〇
月
五
日

二
四
 
宮
中
取
扱
掛
長
七
等
属
宇
田
義
房
上
書
内
閣
諸
員
飲
食
注
意
の
事
 
 
内
閣
書
記
官
宛
 
 
明
治

一
五
年

一
一

 
 
 
月
八
日

二
五
 
滋
賀
県
令
篭
手
田
安
定
建
白
琵
琶
湖
疏
水
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月

一
一
日

二
六
 
大
審
院
判
事
尾
崎
忠
治
建
白
裁
判
改
良
の
議
 
 
年
月
日
欠

二
七
 
岐
阜
県
平
民
渡
辺
義
太
郎
建
白
海
軍
拡
張
の
議
 
 
明
治

一
六
年
二
月
八
日

0
乙

O
O

O
乙

0
0

1
⊥
4

0
0

0
0

1
⊥

Q
J

只
」
り
白

0
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ρ
)

Q
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二
八

二
九

三
〇

三

一

三
二

三
三

 
樋
口
真
彦
建
言
土
地
名
称
改
正
の
議
並
参
議
山
県
有
朋
意
見
書
の
議

1
 
山
県
有
朋
意
見
 
 
明
治

一
六
年
六
月

2
 
樋
口
正
彦
建
言

(後
欠
)

3
 
土
地
所
有
参
考

 
 
 
上
古
土
地
概
略
 
 
小
中
村
清
矩

 
 
 
万
国
公
法
諸
家
説

 
 
 
原
有
権
及
国
土
主
権
説

 
肥
前
人
兵
鬼
猛
夫
述
王
土
論
の
議
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二
〇
日

司
法
卿
大
木
喬
任
建
議
各
官
省
に
於
て
発
す
る
所
の
布
令
規
則
に
違
反
し
た
る
者
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
の

議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
〇
月
二
二
日

熊
本
県
士
族
藤
瀬
定
建
白
治
国
本
立
論
の
議
 
 
明
治

一
六
年
六
月
二
六
日

佐
佐
木
参
議
意
見
土
地
所
有
名
義
の
議
 
 
明
治

一
六
年
九
月

 
 

[註
] 

末
尾
に
二
八
と
同
文
の
部
分
あ
り

大
蔵
卿
松
方
正
義
建
議
贋
造
紙
幣
取
締
規
則
の
議
並
山
県
内
務
卿
の
意
見
書
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

0
0

ρ
U
O
O

4
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明
治

一
六
年
八
月

二
〇
日
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自
明
治

一
七
年

至
同
 

一
六
年

上
書
建
言
禄
 
三

(
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0

5
～

4
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二三四五六

一
東
京
府
知
事
芳
川
顕
正
外
三
四
名
の
地
方
長
官
建
白
刑
法
改
正
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一

六
年

一
一
月

一
日

同
建
白
学
術
演
述
者
を
検
束
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
一
月

一
日

岩
手
県
令
島
惟
精
建
白
代
言
人
を
廃
止
し
て
建
症
の
弊
を
矯
正
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明

治

一
六
年

一
二
月

一
日

同
人
建
白
治
安
裁
判
所
勧
解
事
務
を
廃
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
日

同
人
建
白
撰
挙
内
規
を
廃
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
日

同
人
建
白
警
部
長
職
務
に
関
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
六
年

一
二
月

一
日

0

1
⊥
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白
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Q
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㎜

七

同
人
建
白
府
県
制
度
変
更
の
議

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月

一
日

八

同
人
建
白
刑
事
上
証
人
鑑
定
人
費
用
支
給
方
の
議

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月
二
○

日

九

同
人
建
白
酒
造
税
則
附
則
改
正
の
議

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月

一
五
日

一
○
上
佐
賀
県
令
鎌
田
景
弼
建
白
監
獄
狭
隆
な
る
地
方
に
於
て
は
重
禁
固
百
日
以
下
答
杖
実
決
に
換
ふ
る
の
議

太

政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
三
月

一
七
日

一
○
下
工
部
省
佐
佐
木
高
行
意
見
書
工
部
省
事
務
改
革
之
議

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
三
月

付

井
上
馨
書
翰

岩
倉
具
視
宛

明
治

一
七
年

一
一
月
四
日

一
一

元
中
教
正
落
合
直
亮
外
六
名
建
白
県
社
以
下
神
道
教
法
部
分
に
属
し
其
祠
官
掌
は
神
道
管
長
に
於
て
任
免
進
退

す
る
の
議

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
八
月
二
五
日

一
二

島
根
県
皇
典
講
究
所
千
家
尊
紀
外
九
名
建
白
宮
内
省
中
に
神
祇
院
を
設
置
す
る
の
議

太
政
大
臣
三
条
実
美

宛

明
治

一
七
年
八
月

一
九
日

一
三

滋
賀
県
平
民
岳
椙
司
外
九
六
名
建
白
国
教
を
定
め
て
耶
蘇
教
を
公
許
せ
ざ
る
の
議

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

(
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明
治

一
七
年
九
月
三
日

 
 
 
 

[註
] 

同
趣
旨
建
白
七
種
を
ま
と
め
た
も
の

一
四
 
華
族
千
家
尊
福
建
白
神
宮
始
官
国
弊
社
等
の
統
理
は
式
部
寮
に
属
す
る
の
議
 
 
明
治

一
七
年
九
月
二
八
日

一
五
 
東
京
府
知
事
芳
川
顕
正
外
三
二
名
建
白
全
国
官
公
私
立
の
諸
学
校
に
国
典
講
究
の
一
科
を
設
置
す
る
の
議

 
 

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

二

月
七
日

一
六
 
大
蔵
卿
内
申
府
知
事
県
令
連
署
上
書
諸
税
不
納
者
処
分
地
方
第
四
期
預
り
米
換
金
納
期
酒
税
則
中
改
正
の
議

 
 
1
 
諸
種
不
納
者
処
分
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
分
県
令
西
村
亮
吉
他
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
七
年

一

 
 
 
 
〇
月

 
 
2
 
地
祖
第
四
期
納
預
り
米
換
金
納
期
の
儀
に
付
上
申
 
 
大
分
県
令
西
村
亮
吉
他
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛

 
 
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

 
 
3
 
酒
税
則
中
改
正
の
意
見
上
申
 
 
大
分
県
令
西
村
亮
吉
他
 
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
〇
月

一
七
 
福
島
県
下
群
長
並
属
官
よ
り
内
務
卿

へ
上
書
前
県
令
兼
任
を
乞
ふ
の
件
 
 
柴
山
景
綱
他
九
名
 
内
務
卿
山
県

 
 

有
朋
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
一
月
三
〇
日

 
 
 
付

 
山
県
有
朋
書
翰
 
 
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
七
年

一
二
月

一
八
日

一
八
 
農
商
務
大
輔
品
川
弥
次
郎
建
白
絹
布
の
課
税
を
不
可
と
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八

1
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脚

一
九

二
〇

二

一

二
二

二
三

二
四

二
五

年
三
月
二
三
日

工
部
卿
佐
佐
木
高
行
建
白
官
吏
非
職
条
例
改
正
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月
九
日

元
老
院
議
長
佐
野
常
民
建
白
方
今
の
民
力
を
察
し
姑
く
増
税
の
議
を
止
め
安
養
を
旨
と
す
る
の
議
 
 
太
政
大

臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
四
月

同
人
建
白
議
官
撰
任
方
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年
三
月

山
県
有
朋
建
白
政
府
及
ひ
官
吏
の
政
党
に
関
す
る
関
係
に
付
意
見
 
 
年
月
日
欠

 
付
 
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
答
議
 
 

一
八
八

一
年
三
月
二
二
日

制
度
局
御
用
掛
寺
島
宗
則
建
議
世
間
不
景
気
の
原
因
及
不
景
気
救
治
策
の
議
 
 
明
治

一
八
年
六
月
九
日

沖
縄
県
令
西
村
捨
三
建
議
内
閣
諸
公
の
内
該
県
下
巡
視
及
電
信
線
架
設
等
を
希
望
す
る
の
議
 
 
太
政
大
臣
三

条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月

一
六
日

会
計
検
査
院
長
渡
辺
昇
建
議
文
官
俸
給
令
改
正
の
議
 
 
太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
 
 
明
治

一
八
年

一
一
月
二

八
日

9
白
0
0

0
)

0
乙

に
U

り
白

0
乙

民
」

民
.)

0
乙

ρ
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り
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9
白
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U

ρ
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9
白
7
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⊥
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Q
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二
六

宮
城
控
訴
院
長
西
岡
逮
明
よ
り
河
野
広
中
外
数
名
糾
問
意
見
書

年
月
日
欠

Q
J
O
O

n
V

二
七

臨
時
建
築
局
総
裁
井
上
馨
建
議
東
京
近
傍
に
於
て
便
宜
の
地
を
撰
み
本
都
移
遷
の
議

・
臨
時
建
築
局
職
制
掌
管

中
更
に
東
京
市
区
改
正
の

一
項
を
加
ふ
へ
き
の
議

1

第

一
建
議

内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
宛

明
治

一
九
年

一
二
月
二
五
日

2

第
二
建
議

内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
宛

明
治

一
九
年

一
二
月
二
五
日

3

副
申

内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
宛

明
治

一
九
年

一
二
月
二
五
日

QJ
OO
4

二
八

伯
爵
板
垣
退
助
の
激
文
内
務
大
臣
よ
り
内
陳

明
治
二
○
年
九
月

Q
J

7
-
9
白

二
九

農
商
務
大
臣
谷
干
城
意
見
書

1

条
約
改
正
意
見

年
月
日
欠

2

国
家
の
大
弊

年
月
日
欠

Q
U

7
-

0
σ
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三
○

山
田
顕
義
意
見
内
閣
の
基
礎
を
強
固
に
し
て
施
政
の
方
針
を
確
定
し
立
憲
帝
国
国
務
大
臣
の
責
任
を
し
て
明
亮

な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
議

年
月
日
欠

付

山
田
顕
義
書
翰

西
郷
従
道
宛

二
月
五
日

4

9
白
(
ご
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明
治

一
五
年

公
文
別
録

地
方
巡
察
使

一

(
R

22

/

0

0

5
～

1

8

6

)

明
治

一
五
年
地
方
巡
察
使
復
命
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

一

参
事
院
議
官
安
場
保
和
東
山
東
海
地
方
巡
回
被
命
の
件

1

東
山
東
海
地
方
巡
回
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

参
事
院
議
官
安
場
保
和
宛

明
治

一
五
年
四
月
六
日

0

0

00

二

同
人
静
岡
県
管
下
巡
回
済
の
件

1

静
岡
県
管
下
巡
回
済
の
上
申
書

四
月
二

一
日

参
事
院
議
官
安
場
保
和

参
事
院
議
長
山
県
有
朋
宛

明
治

一
五
年

ハ
U

O

O
σ

三

同
人
愛
知
県
管
下
巡
回
済
の
件

1

愛
知
県
管
下
巡
回
済
の
上
申
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

月
四
日

2

申
報

内
閣
書
記
官

明
治

一
五
年
五
月
八
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五

0

1
二
(
U



四

同
人
上
申
板
垣
退
助
刺
客
相
原
尚
?
処
分
方
の
件

1

相
原
尚
?
御
処
分
方
の
義
に
付
秘
申

参
事
院
議
官
安
場
保
和

年
五
月
九
日

2

申
報

内
閣
書
記
官

明
治

一
五
年
五
月

一
三
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五

0

1
上
∩
乙

五

同
人
石
川
県
下
金
沢
巡
回
申
報
の
件

1

石
川
県
下
金
沢
巡
回
の
上
申
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

月
三

一
日

2

申
報

内
閣
書
記
官

明
治

一
五
年
六
月
六
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五

(
)

ー
ム
4

六

同
人
福
井
県
管
下
巡
回
済
の
件

1

福
井
県
管
下
巡
回
済
の
上
申
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

月
三
○
日

2

申
報

内
閣
書
記
官

明
治

一
五
年
六
月
六

日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五

∩
)

1
⊥

ワ
8
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七

同
人
東
海
東
山
北
陸
の
内
十
県
巡
回
復
命
の
件

1

東
海
東
山
北
陸
の
内
十
県
巡
回
復
命
の
上
奏

2

東
海
東
山
北
陸
の
内
十
県
事
情
書

県
治
の
概
況

民
情
の
概
況

参
事
院
議
官
安
場
保
和

明
治

一
五
年
九
月

一
四
日

(
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-
⊥
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(
∪

り
白
9
白

0

り
白
只
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分
県
及
管
轄
替
請
願
の
概
況

教
育
の
概
況

県
会
の
概
況

民
業
の
概
況

新
刑
法
治
罪
法
実
施
後
の
概
況

士
族
就
産
の
概
況

山
林
の
概
況

政
党
の
概
況

電
信
架
設
請
願
地
方
の
概
況

3

参
事
院
議
官
安
場
保
和
東
海
東
山
道
復
命
書
の
回
覧

太
政
大
臣
三
条
実
美

明
治

一
五
年
九
月

一
五

日

八

同
人
建
白
地
租
改
正
士
族
授
産
分
県
及
管
轄
替
賭
博
取
締
方
町
村
戸
長
の
儀
に
付
意
見
書
井
皇
室
御
財
産
確
定

の
件

1

副
申

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月

一
九
日

2

皇
室
財
産
を
定
む
る
の
建
議

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月

一
九
日

3

士
族
授
産
の
義
に
付
意
見
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月

一
九
日

4

賭
博
取
締
の
義
に
付
意
見
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月
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地
租
改
正
の
義
に
付
意
見
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月

一
九
日

分
県
及
ひ
管
轄
区
域
変
更
之
義
に
付
意
見
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明

治

一
五
年
九
月

町
村
戸
長
の
義
に
付
意
見
書

参
事
院
議
官
安
場
保
和

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
九
月

参
事
院
議
官
安
場
保
和
地
方
巡
回
復
命
書
の
副
申
の
回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣
三
条
実
美

・
参
議

宛

明
治

一
五
年
九
月

一
九
日
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明
治

一
五
年

公
文
別
録

地
方
巡
察
使

二

(
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22
/

1

8

8

～

4

8

0

)

明
治

一
五
年
地
方
巡
察
使
復
命
書

河
田
景
與

一

元
老
院
議
官
河
田
景
與
中
国
地
方
巡
回
被
命
の
件

-
⊥
O
U
O
O

1

中
国
地
方
巡
回
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
河
田
景
與
宛

明
治

一
五
年
四
月
六
日

2

書
簡

元
老
院
議
官
河
田
景
與

山
県
参
議

・
山
田
参
議
宛

明
治

一
五
年
四
月
二
三
日

3

京
都
府
監
獄
本
署
の
景
況

元
老
院
議
官
河
田
景
與

山
県
参
議

・
山
田
参
議
宛

明
治

一
五
年
四
月

二
四
日

4

申
報

内
閣
書
記
官

明
治

一
五
年
四
月
二
七
日

5

巡
回
報
告

元
老
院
議
官
河
田
景
與

三
条
実
美
太
政
大
臣
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
○
日

6

元
老
院
議
官
河
田
景
與
巡
回
報
告
回
覧

内
閣
書
記
官

明
治

一
五
年
五
月

一
八
日

二

同
人
申
報
美
作
伯
書
出
雲
三
国
状
況
概
略
の
件

1

申
報
美
作
伯
書
出
雲
三
国
状
況
概
略

元
老
院
議
官
河
田
景
與

年
五
月
二
九
日

三
条
実
美
太
政
大
臣
宛

明
治

一
五

り
白
0

0
0
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三

同
人
巡
回
日
誌
進
達
の
件

1

巡
回
日
誌

元
老
院
議
官
河
田
景
與

明
治

一
五
年
八
月
五
日

四

同
人
巡
回
地
方
状
況
復
命
の
件

1

二
府
六
県

一
般
状
況
書

河
田
元
老
院
議
官

京
都
府
一
般
之
景
況

府
会
の
状
況

警
察
の
実
況

教
育
の
実
況

府
立
学
校
成
立
の
概
略

演
説
結
社
集
会

鳥
取
県
一
般
之
状
況

県
会
の
状
況

警
察
の
実
況

島
根
県
一
般
之
状
況

県
会
之
状
況
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警
察
の
実
況

教
育
の
実
況

演
説
結
社
の
状
況

山
口
県
一
般
之
状
況

警
察
の
実
況

演
説
結
社
の
状
況

広
島
県
一
般
之
状
況

県
会
之
状
況

教
育
の
実
況

演
説
集
会
の
景
況

岡
山
県
一
般
之
状
況

県
会
之
状
況

警
察
の
実
況

教
育
の
実
況

演
説
集
会
の
景
況

兵
庫
県
一
般
之
状
況
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大
阪
府
一
般
之
状
況

㈹

岡
山
県
下
美
作
国
日
本
原
開
墾
地
景
況
井
計
算
書

安
田
忠
顕

・
上
森
端

吉
野
山
沿
革
概
略
并
維
新
己
来
願
伺
之
手
続
及
将
来
の
目
途
考
案

明
治

一
五
年
七
月

り
乙
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五

同
人
巡
回
地
方
士
族
状
況
の
件

1

巡
回
地
方
二
府
六
県
居
住
士
族
状
況
報
申
書

元
老
院
議
官
河
田
景
與

三
条
太
政
大
臣

年
京
都
府
所
轄
士
族
状
況

鳥
取
県
下
因
伯
二
州
に
散
住
士
族
状
況

島
根
県
管
内
士
族
状
況

山
口
県
下
壱
区
拾
二
郡
に
散
住
す
る
士
族

広
島
県
管
内
広
島
区
并
備
後
国
他
の
士
族

岡
山
県
管
内
士
族
状
況

兵
庫
県
管
内
士
族
状
況

大
阪
府
管
内
士
族

2

申
報

・
回
覧

三
条
太
政
大
臣

左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年

一
〇
月

一
八
日

六

同
人
巡
回
地
方
状
況
に
付
意
見
書
進
達
の
件

1

巡
回
視
察

一
般
状
況
に
付
意
見
書

元
老
院
議
官
河
田
景
與

明
治

一
五

三
条
太
政
大
臣
宛

明
治

一
五
年
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七

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝
奥
羽
地
方
巡
回
被
命
の
件

1

奥
羽
地
方
巡
回
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝
宛

明
治

一
五
年

四
月
六
日

り
白
0
)
4

八

同
人
申
報
栃
木
県
内
景
況
概
略
の
件

1

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
四
月
二

一
日

2

回
覧

内
閣
書
記
官

山
田
参
議

・
福
田
参
議
宛

明
治

一
五
年
四
月
二
五
日

∩乙

0
)
只
」

九

同
人
申
報
茨
城
県
内
景
況
概
略
の
件

1

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
四
月
二
八
日

2

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月
三
日

3

上
奏

・
決
裁

太
政
大
臣
三
条
実
美

・
左
大
臣
熾
仁
親
王

・
右
大
臣
岩
倉
具
視

明
治

一
五
年
五
月
二

九
日

0
乙

0
り
0
り

一
○

同
人
申
報
福
島
県
巡
回
の
件

1

福
島
県
巡
回
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

2

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

大
臣

・
参
議
宛

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
○
日

明
治

一
五
年
五
月

一
三
日

∩
0

(
U

4

一
一

同
人
進
達
福
島
県
会
議
事
紛
糾
に
付
探
偵
書
の
件

0
0

0

ρ
V
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1

福
島
県
会
議
事
紛
糾
に
付
探
偵
書
の
上
申

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
○
日

2

福
島
県
会
議
事
紛
糾
に
付
探
偵
書

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
五
日

一
二

同
人
申
報
福
島
県
内
景
況
の
件

1

福
島
県
内
景
況
の
上
申

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
八

日

2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月
二
四
日

4

上
奏

・
決
裁

太
政
大
臣
三
条
実
美

・
右
大
臣
岩
倉
旦
ハ視

明
治

一
五
年
六
月
二
六
日

一
三

同
人
申
報
宮
城
県
内
景
況
の
件

1

宮
城
県
内
景
況
の
報
告
書

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五
月
三

○
日

2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
六
月
五
日

一
四

同
人
申
報
岩
手
県
内
景
況
の
件

1

岩
手
県
内
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月
六
日
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2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

政
談
演
説
の
盛
否
及
び
そ
の
党
派
並
主
張
者
又
は
主
張
者
中
の
財
産
の
有
無
景
況
書

岩
手
県
の
自
由
党
、
改
進
党

4

申
報

・
回
覧

太
政
大
臣
三
条
実
美

左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
六
月
十
六
日

一
五

同
人
申
報
青
森
県
内
景
況
の
件

1

青
森
県
内
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月
二
〇

日

2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
五
年
六
月
二
八
日

一
六

同
人
申
報
秋
田
県
内
景
況
の
件

1

秋
田
県
内
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月
二
四

日

2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
五
年
六
月
三
○
日

一
七

同
人
申
報
山
形
県
其
外
巡
回
景
況
の
件

1

山
形
県
其
外
巡
回
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
七

月

一
日

0
0
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0
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2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

.
回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
五
年
七
月
六
日

一
八

同
人
申
報
新
潟
県
其
外
巡
回
景
況
の
件

1

新
潟
県
其
外
巡
回
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
七

月

一
一
日

2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

・
回
覧

三
条
太
政
大
臣

右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
七
月

一
三
日

一
九

同
人
申
報
千
葉
県
巡
回
景
況
の
件

1

千
葉
県
巡
回
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
七
月
二

六
日

2

申
報

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

3

申
報

・
回
覧

三
条
太
政
大
臣

右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
七
月
二
九
日

4

上
申

元
老
院
議
官
河
瀬
真
孝

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
八
月
二
九
日

陸
羽
地
方
十
県
概
況

民
情

一
般

貧
富
民
心
の
傾
向
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党
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政
談
演
説

新
聞
誌

教
育
地
方
官

郡
区
長

郡
会
戸
長
分
県
金
融
調
査

警
察
県
会
議
員
并
常
置
委
員

新
刑
法

代
言
人

地
租
改
正

道
路
河
川
山
林
牧
畜
酒
造
税

自
酒
税
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墾
拓
鉄
道

申
報

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
五
年
八
月
三
〇
日
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二
○

参
事
院
議
官
渡
辺
昇
九
州
地
方
巡
回
被
命
の
件

1

九
州
地
方
巡
回
被
命
の
辞
令

参
事
院
議
官
渡
辺
昇
宛

明
治

一
五
年

四
月
六

日

Q
σ

7
」

-
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二

一

同
人
申
報
福
岡
県
内
景
況
の
件

1

上
申

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

2

福
岡
県
よ
り
の
報
告
書

・
回
覧

日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
四
月

二
三
日

内
閣
書
記
官

左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月
二
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二
二

同
人
申
報
長
崎
県
下
に
於
て
肥
前
会
と
称
す
る
集
会
概
況
の
件

1

長
崎
県
下
に
於
て
肥
前
会
と
称
す
る
集
会
概
況
の
申
報

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五
月
六
日

2

上
申

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
五
日

二
三

同
人
申
報
熊
本
県
県
会
の
景
況
及
び
佐
賀
集
会
に
関
す
る
件

1

熊
本
県
県
会
の
景
況
及
び
佐
賀
集
会
に
関
す
る
上
申

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛
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明
治

一
五
年
五
月

一
三
日

2

上
申

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月
二
二
日

二
四

同
人
申
報
鹿
児
島
県
其
他
巡
回
景
況
の
件

1

鹿
児
島
県
其
他
巡
回
景
況
の
申
報

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五

月
二
七
日

2

上
申

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

3

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
六
月
三
日

二
五

同
人
申
報
長
崎
県
下
佐
賀
会
員
上
京
の
件

1

長
崎
県
下
佐
賀
会
員
上
京
の
申
報

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六

月
五
日

二
六

同
人
申
報
長
崎
県
下
社
会
党
景
況
の
件

1

上
申

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月

一
九
日

2

長
崎
県
下
社
会
党
景
況
の
申
報

太
政
大
臣
三
条
実
美

左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年

六
月
二
七
日

二
七
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人
巡
回
地
方
景
況
復
命
の
件
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12

九
州
各
県
民
情
そ
の
他
の
景
況
奏
議
の
具
申

一
五
年
七
月
三

一
日

九
州
各
県
事
情
書

奏
議
写

民
情
の
概
況

分
県
及
管
轄
替
願
の
概
況

教
育
の
概
況

刑
法
治
罪
法
実
施
後
の
概
況

山
林
の
概
況

士
族
就
産
の
概
況

県
会
の
概
況

政
党
の
概
況

福
岡
県

熊
本
県

鹿
児
島
県

大
分
県

長
崎
県

参
事
院
議
官
渡
辺
昇

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

二
八

参
事
院
議
官
中
村
弘
毅
南
海
地
方
巡
回
被
命
の
件

1

南
海
地
方
巡
回
被
命
の
辞
令
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二
九

同
人
申
報
三
重
県
内
景
況
の
件

1

三
重
県
内
景
況
の
申
報

参
事
院
議
官
中
村
弘
毅

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

2

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月

二
日

明
治

一
五
年

五
月
八

日

4

R
)
R)

三
○

同
人
申
報
和
歌
山
県
内
景
況

の
件

1

上
申

参
事
院
議
官
中
村
弘
毅

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
五
月

一
七

日

2

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年
五
月

二
二
日

4
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0
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三

一

同
人
申
報
高
知
県
内
景
況
の
件

1

上
申

参
事
院
議
官
中
村
弘
毅

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年
六
月
二
九
日

2

申
報

・
回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
五
年
七
月
五
日

4

7
-
0

三
二

同
人
巡
回
地
方
景
況
復
命
の
件

1

復
命
書

参
事
院
議
官
中
村
弘
毅

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年

一
○
月
五
日

2

副
申

参
事
院
議
官
中
村
弘
毅

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
五
年

一
〇
月
五
日

3

申
報

・
回
覧

太
政
大
臣
三
条
実
美

岩
倉
右
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
五
年

一
〇
月
二
〇
日
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明
治

一
六
年

公
文
別
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5
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)

地
方
巡
察
使

三

一

参
事
院
副
議
長
田
中
不
二
麿
奥
羽
地
方
并
北
海
道
へ
差
遣
并
に
巡
察
御
用
取
扱
被
命
の
件

(
U

l
1

1
⊥

1

奥
羽
地
方
并
北
海
道
へ
差
遣
并
に
巡
察
御
用
取
扱
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

参
事
院
副
議
長
田
中
不
二

麿
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
二
日

二

参
事
院
議
官
補
大
森
鐘

一
田
中
副
議
長
随
行
被
命
の
件

1

田
中
副
議
長
随
行
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

参
事
院
議
官
補
大
森
鐘

一
宛

日

明
治

一
六
年

四
月

一
六

∩
)

-
1
り
白
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三

田
中
参
事
院
副
議
長
申
報
福
島
山
形
両
県
内
巡
回
の
件

1

福
島
山
形
両
県
内
巡
回
の
申
報

参
事
院
副
議
長
田
中
不
二
麿

年
五
月
五
日

2

回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
六
年
五
月

一
○
日

四

同
人
申
報
宮
城
県
内
巡
回
の
件

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六

0

1
⊥

0
0

∩
)

1
1

民
U



1

上
申

参
事
院
副
議
長
田
中
不
二
麿

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
五
月
二
三
日

260

五

同
人
申
報
岩
手
秋
田
青
森
等
の
諸
県
巡
回
の
件

同
人
巡
回
地
方
状
況
復
命
の
件

別
に
復
命
書
三
冊
あ
り

1

上
申

参
事
院
副
議
長
田
中
不
二
麿

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月

一
五

日

(
)

-

ρ
U

六

元
老
院
議
官
槙
村
正
直
地
方
巡
察
被
命
の
件

1

地
方
巡
察
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
槙
村
正
直
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
二
日

0

コ
⊥

7
ー

七

同
人
申
報
京
都
府
下
巡
視
の
景
況
及
琵
琶
湖
疏
水
に
係
る
事
情
の
件

1

上
申

元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
五
月
七
日

2

琵
琶
湖
の
水
を
疏
し
て
加
茂
川
に
通
す

3

京
都
は
千
有
余
年
の
帝
都

4

回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
六
年
五
月

一
八
日

∩
U
1
⊥

8

八

同
人
申
報
大
阪
府
内
景
況
の
件

1

上
申

元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

2

大
阪
府
内
景
況
の
申
報

3

回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
六
年

五
月

一
六

日

∩
)
∩
乙

7
ー



九

同
人
申
報
十
津
川
郷
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美

・
有
栖
川
左
大
臣
宛

月
三

一
日

2

十
津
川
郷
景
況
の
申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
槙
村
正
直

3

回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
六
年
六
月
七
日

明
治

一
六
年
五

0

0
0

只
U

一
○

同
人
申
報
和
歌
山
県
内
景
況
の
件

12345

上
申

元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月

一
○
日

和
歌
山
県
下
景
況
の
申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
槙
村
正
直

回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
六
年
六
月

一
九
日

上
申

元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月
二
七
日

上
申

元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月

一
二
日

∩
)

只
」
0
0

一
一

同
人
申
報
大
阪
府
下
株
式
取
引
所
事
情
并
に
和
歌
山
県
下
夜
打
せ
網
禁
止
景
況
の
件

0
7
8
(U

付

和
歌
山
県
夜
う
た
せ
網
禁
止

一
件

兵
庫
県
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一
二

同
人
申
報
兵
庫
岡
山
両
県
管
内
景
況
の
件

1

兵
庫
岡
山
両
県
管
内
景
況
の
申
報

元
老
院
議
官
槙
村
正
直

六
月
二
七
日

2

岡
山
県
下
景
況
の
概
略

明
治

一
六
年
六
月
二
三
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

0

8

FO
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3

回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
六
年
七
月
九
日

一
三

同
人
申
報
広
島
県
内
景
況
の
件

1

広
島
県
内
景
況
の
申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
七

月

一
二
日

2

広
島
県
管
内
巡
察
筆
記
抜
粋

3

回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
六
年
七
月
三

一
日

一
四

同
人
申
報
山
口
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
七
月
三

一
日

一
五

同
人
申
報
鳥
取
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
槙
村
正
直

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

一
九
日

一
六

同
人
巡
回
地
方
景
況
復
命
の
件

別
に

一
秩

一
〇
冊
あ
り

1

巡
回
地
方
景
況
復
命

2

回
覧

内
閣
書
記
官

山
田

・
松
方
参
議
宛

明
治

一
六
年
八
月
二
九
日

一
七

元
老
院
議
官
関
口
隆
吉
地
方
巡
察
被
命
の
件

1

地
方
巡
察
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
関
口
隆
吉
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
二
日

1
⊥

-
⊥

8

-
⊥

4

7
σ

1
⊥

4

8

1
⊥

4

0
σ

-
⊥

E
J

7
σ



一
八

参
事
院
議
官
補
周
布
公
平
関
口
議
官
に
随
行
被
命
の
件

1

地
方
巡
察
随
行
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

参
事
院
議
官
補
周
布
公
平
宛

明
治

一
六
年

四
月

二
○
日

1
⊥

に
U

O
O

一
九

元
老
院
議
官
関
口
隆
吉
申
報
千
葉
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

2

申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

3

回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
六
年
五
月

一
五
日

明
治

一
六
年
五
月

一
三
日

1
1

只
」

0
σ

二
○

同
人
申
報
茨
城
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

2

申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
五
月
二
○
日

可
⊥

ρ
U

O
O
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二

一

同
人
申
報
栃
木
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

2

申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

二
二

同
人
申
報
神
奈
川
静
岡
両
県
管
内
巡
回
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月
三
日

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
六
月

一
四
日

1
1

ρ
0

7
ー

-
⊥

7
6
4
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二
三

同
人
申
報
三
重
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

2

申
報

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
七
月

一
七
日

1
⊥

7
-

E
J

二
四

同
人
申
報
岐
阜
愛
知
静
岡
諸
県
管
内
景
況
の
件

1

申
報
岐
阜

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

一
一
日

2

申
報
愛
知

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

一
一
日

3

申
報
静
岡

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
八
月

一
二
日

4

回
覧

内
閣
書
記
官

太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
参
議
宛

明
治

一
六
年
八
月
二
〇
日

-
⊥
0
0

0

二
五

同
人
申
報
神
奈
川
県
内
景
況
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

2

申
報
神
奈
川

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

明
治

一
六
年
八
月

一
六

日

可
⊥

O

U
O
U

二
六

同
人
東
京
府
届
及
五
郡
十
五
区
役
所
巡
回
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
九
月

四
日

り
白
0

0

二
七

同
人
上
申
戸
長
役
場
組
織
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣

三
条
実
美
宛

明
治

一
六

年

一
一
月

一
○

日

9
自
∩
U
∩
乙



265第23リ ー ル

二
八

同
人
上
申
岐
阜
県
下
飛
騨
国
電
信
線
架
設
及
同
国
道
路
改
修
補
助
金
下
賜
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
一
月

一
五
日

二
九

同
人
上
申
詞
訟
代
人
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
一
月
三
〇
日

三
○

同
人
上
申
賭
博
犯
取
締
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月

一
三
日

三

一

同
人
上
申
三
重
県
下
牟
婁
郡
に
治
安
裁
判
所
設
置
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月
二
〇
日

三
二

同
人
上
申
備
荒
儲
蓄
の
件

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月
二
二
日

2

回
覧

内
閣
書
記
官

主
管
参
議
宛

明
治

一
七
年

一
月
八
日

3

復
申

大
蔵
卿
松
方
正
義

・
内
務
卿
山
県
有
朋

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
七
年
三
月

一
八
日

4

備
荒
儲
蓄
米
殻
取
調
高

5

回
覧

内
閣
書
記
官

参
議
宛

明
治

一
七
年
三
月

一
九
日

三
三

同
人
帰
京
復
命
の
件

別
に
復
命
書
二
帙

一
〇
冊
あ
り

り
白

(
∪

只
U

∩
乙

¶
⊥

(
)

0
乙

コ
⊥

9
白

0
乙

1
⊥

に
U

0
乙

-

ρ
0

∩
乙

9
白
0
0
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1

帰
京
復
命

の
報
告

二
五
日

巡
察
使
元
老
院
議
官
関
口
隆
吉

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年

一
二
月

三
四

元
老
院
議
官
三
浦
安
地
方
巡
察
被
命
并
依
願
被
免
の
件

1

地
方
巡
察
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
三
浦
安
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
二
日

2

地
方
巡
察
被
命
の
依
願
被
免
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
三
浦
安
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
四

日

∩
乙

り
乙

∩
ヲ

三
五

元
老
院
議
官
渡
辺
清
地
方
巡
察
被
命
の
件

1

地
方
巡
察
被
命
の
辞
令
書

太
政
官

元
老
院
議
官
渡
辺
清
宛

明
治

一
六
年
四
月

一
四
日

り
白
Q
U
O

三
六

同
人
申
報
石
川
県
加
賀
国
能
美
郡
宮
竹
用
水
費
不
納
の
為
め
土
地
公
売
処
分
を
受
け
た
る
同
郡
蛭
川
外
四
ケ
村

実
況
探
問
の
件

同
人
巡
回
地
方
景
況
復
命
の
件

別
に
復
命
書
二
冊
あ
り

1

上
申

巡
察
使
元
老
院
議
官
渡
辺
清

太
政
大
臣
三
条
実
美
宛

明
治

一
六
年
五
月
三

一
日

2

石
川
県
加
賀
国
能
美
郡
字
宮
竹
用
水
費
不
納
の
為
め
土
地
公
売
処
分
を
受
け
た
る
同
郡
蛭
川
外
四
ケ
村
実
況

探
問
の
申
報

り
白

0
0

1
⊥

三
七
上
参
事
院
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禄
処
分
之
事

間
切
吏
員
改
革
之
事

下
知
役
検
者
面
引
等
の
利
を
参
用
す

へ
き
事

大
島
郡
改
革
に
付
弊
害
あ
り
し
実
験
の
事

雑
税
改
正
之
事

将
来
雑
税
を
以
て
地
方
税
に
充

つ
へ
き
事

先
島
航
海
税
を
廃
す

へ
き
事

沖
縄
人
の
徒
刑
者
を
八
重
山
島
に
発
配
す
る
事

社
寺
之
事

聞
得
大
君
殿
を
官
弊
社
に
列
す

へ
き
事

4

4
QJ

4

只
U
4

4

R
り
7
ー

4

ρ
)
4

4

nO

ρ
U

4

R
)
0
0



鵬

旧
琉
球
藩
王
尚
氏
私
有
財
産
の
事

久
米
島
宮
古
島
八
重
山
島
之
事

荒
蕪
地
開
墾
貧
士
族
を
移
住
せ
し
む
へ
き
事

4

7
ー
∩
V

4

7
ー
∩
乙
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1

太

政
官

(
1
～

5
)

2

太
政

官

(
1
～

3
)

3

機
密
探
偵
書

(
1
～
2
)

4

宮
内
省

5

内
務
省

6

大
蔵
省

(
1
～

6
)

7

陸

軍
省

・
海
軍
省

8

司
法
省

9

文
部
省

10

農
商
務
省

11

工
部
省

12

官

符
原
案

13

府

縣

14

官
吏
雑
件

(
1
～

2
)

15

官
吏
選
挙
慰
労
内
規

16

諸
建

白
書

17

上
書
建
言
録

(
1
～
3
)

18

地
方
巡
察
使

(
1
～

3
)

19

地
方

巡
察
使

復
命
書

(
1
～

6
)

20

地
方
巡
察
使
復
命
書

(
1
～
9
)

明
治

元
～

明
治

10

明
治

15
～

明
治

18

明
治

15
～

明
治

17

明
治

15
～
明
治

25

明
治

15
～
明
治

18

明
治

15
～
明
治

18

明
治

18

明
治

16
～

明
治

18

明
治

15
～

明
治

18

明
治

15
～
明
治

18

明
治

15
～
明
治

18

明
治

11
～
明
治

18

明
治

18

明
治

15
～
明

治

16

明
治

15
～
明

治

18

明
治

3
～
明

治

6

明
治

11
～
明

治

18

明
治

15
～
明

治

16

明
治

16

明
治

16



躍

2122232425262728293031323334353637383940

地
方
巡
察
使
復
命
摘
要

巡
察
記

琉
球
廃
藩
置
縣
処
分

(
1
～
4
)

琉
球
書
類

18
通
合
綴

板
垣
退
助
遭
害

一
件

福
島
縣
人
民
暴
動

一
件

新
潟
縣
下
頸
城
自
由
党
逮
捕

一
件

清
国
通
信
始
末

清
国
機
密
公
信

処
蕃
趣
旨
書

使
清
辮
理
始
末

探
偵
書

未
決
竝
廃
案
書
類

(
1
～
3
)

士
族
其
他
勧
業
資
本
金
貸

ニ
関
ス
ル
件

軍
艦
千
島
衝
突
事
件

大
津
事
件

(
1
～
9
)

臨
時
制
度
整
理
局
書
類

大
正
3

・
4
年
戦
役
文
官
行
賞
査
定
表

内
閣
内
務
省

明

治

16

明

治

16

明

治

8

明

治

8

明

治

15

明
治

15

明
治

16

明
治

2
～

明
治

6

明
治

8
～

明

治

16

明
治

8

明
治

8

明
治

7

明
治

20
～

大

正

4

明
治

19
～

明

治

23

明

治

26
～

明

治

28

明

治

24

大

正

元

大

正

10

明

治

19
～

大

正

元

明

治

19
～

明

治

30
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41

大
蔵
省

(
1
～

3
)

42

陸
軍
省

43

海

軍
省

(
1
～

3
)

44

農
商
務
省

45

逓
信
省

46

綱
紀
粛
正

ニ
関

ス
ル
件

貯

大
正
3

.
4
年
戦
役

ニ
継
グ
戦
役
各
省
行
暮

定

48

行
政
整
理

ニ
関
ス
ル
書
類

49

陸
軍
省
衆
規
渕
鑑
公
文
年
月
表

50

陸
軍
省
衆
規
渕
鑑
目
録

陸
軍
省
衆
規
渕
鑑
抜
萃
1
～
37
巻

海
軍
公
文
類
纂
并
拾
遺
抄
録

海
軍
公
文
類
纂
抄
録

海
軍
省
公
文
類
纂
索
引

肥
前
国
浦
上
村
耶
蘇
宗
徒
処
置

}
件

行
政
整
理
関
係
書
類

行
政
並
軍
備
整
理
関
係
書
類

親
任
官
任
免

(
1
～
12
)

内

閣

(
1
～

7
)

内

務

省

明

治

19
～
大

正

6

明
治

19
～
大

正

7

明
治

21
～
大

正

6

明
治

27
～
大

正

10

明
治

26
～

明
治

39

大

正

7

大

正

10

大

正

11

明
治

元

～
明

治

8

明

治

元
～
明

治

8

明

治

元
～
明

治

8

明

治

元
～
明
治

3

明

治

5
～
明

治

7

明

治

元
～
明

治

6

明

治

20

大

正

13
～
大

正

15

昭
和

6

明
治

22
～

昭
和

22

大

正

12
～
昭
和

19

大

正

14
～

昭
和

3
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61626364

大
蔵
省

・
陸
軍
省

・
海
軍
省

・
司
法
省

・
大
東
亜
省

内
務
省

・
大
蔵
省

・
陸
軍
省

・
海
軍
省

・
商
工
省

・
逓
信
省

・
大
東
亜
省

内
閣

(企
画
院
上
申
書
類
)

総
動
員
計
画
関
係
書
類

大

正

12
～

昭

和

19

昭

和

6
～

昭

和

18

昭

和

15
～

昭

和

18

昭

和

4
～

昭

和

20

※
国
立
公
文
書
館

「公
文
別
録
索
引
目
次

」
に
よ
る
。
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